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第
一
章

社
会
問
題

第
四
節

一
八
三
0
年
代
|
|
「
社
会
問
題
」
の
登
場

十
九
世
紀
初
頭
が
、
自
然
科
学
の
メ
タ
フ
ァ

l
を
援
用
し
た
抽
象
的
な
「
法
則
」
に
よ
っ
て
「
社
会
の
科
学
」
を
語
ろ
う
と
し
た
時
期
で

一
八
三
一
0
年
代
は
、
急
速
な
都
市
化
や
産
業
化
に
よ
る
都
市
貧
民
層
の
出
現
に
よ
っ
て
、
「
社
会
」
の
「
組
織
化
」
が

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

フランス福祉国家の忠、想的源流(1789-1910年) (2) 

問
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

十
九
世
紀
前
半
の
パ
リ
は
、
急
速
な
人
口
流
入
を
経
験
す
る
。
パ
リ
市
の
人
口
は
、
半
世
紀
の
聞
に
五
十
五
万
人
か
ら
百
五
万
人
へ
と
増

(

l

)

(

2

)

 

加
し
、
住
宅
・
衛
生
環
境
の
悪
化
、
疫
病
の
流
布
、
犯
罪
の
増
加
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
七
月
王
政
期
に
入
る
と
、
繊
維
業
や
製
鉄
業
の

(

3

)

(

4

)

 

分
野
で
本
格
的
な
産
業
化
が
開
始
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
他
方
で
、
定
期
的
な
不
況
を
引
き
起
こ
し
た
。
ル
イ
・
シ
ユ
ヴ
ァ
リ
エ
の
推
計
に
よ

(5) 

一
八
四
O
年
当
時
、
パ
リ
市
の
人
口
の
う
ち
、
約
三
分
の
一
か
ら
四
分
の
一
が
貧
困
層
で
あ
っ
た
。

ヲ
h
M

〉}、以
上
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
は
、
七
月
王
政
期
支
配
層
の
秩
序
を
捉
え
る
視
座
に
、
い
か
な
る
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下

で
は
ま
ず
、
こ
の
体
制
の
支
配
層
の
秩
序
像
を
、
統
治
権
力
と
「
社
会
」
と
の
新
た
な
関
係
づ
け
と
い
う
点
に
絞
っ
て
考
察
す
る
(
第
一
款
)
。

次
に
、
一
八
一
二
0
年
代
の
貧
困
観
の
変
容
、
す
な
わ
ち
「
個
人
的
貧
困
(
宮
巳
〈
尽
忠
ヨ

&SEn-w)」
か
ら
「
大
衆
的
貧
困
(
旬

2
1
3
5
n
)」

観
へ
の
変
容
に
つ
い
て
検
討
す
る

北i去55(4・177)1561

(
第
一
一
款
)
。
最
後
に
、
「
大
衆
的
貧
困
」
か
ら
導
か
れ
た
「
社
会
問
題

(38邑
g
g
n
E
O
)」
と
い
う
認

(
6
)
 

(第一一一款)。

識
の
特
徴
を
、
統
計
学
の
隆
盛
や
治
安
維
持
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
検
討
す
る



説

七
月
王
政
期
支
配
層
の
秩
序
像

第

款

自命

一
八
三
O
年
七
月
革
命
は
、
支
配
層
に
属
す
る
論
者
の
多
く
に
と
っ
て
、
「
新
し
い
社
会
」
を
も
た
ら
し
た
と
認
識
さ
れ
た
。
オ
l
ギ
ユ

(
7
)
 

ス
タ
ン
・
テ
ィ
エ
リ
は
、
こ
の
革
命
を
「
十
二
世
紀
以
来
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
の
・
:
終
罵
」
と
評
し
、
ト
ク
ヴ
イ
ル
は
、
「
ア
ン
シ
ヤ

ン
・
レ
ジ
ー
ム
か
ら
生
き
の
び
て
き
た
す
べ
て
の
も
の
は
、
永
久
に
破
壊
さ
れ
た
。

(8) 

た
」
と
評
し
て
い
る
。

一
八
三
O
年
に
、
中
産
階
級
の
勝
利
は
決
定
的
に
な
っ

一
八
二
一
0
年
代
以
降
、
平
準
化
さ
れ
た
「
社
会
」

の
あ
り
方
を
指
す
語
と
し
て
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
が
用
い
ら
れ
た

こ
と
は
、
こ
の
認
識
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
は
、
政
治
に
参
与
す
る
資
格
や
財
産
を
も
た

な
い
民
衆
に
よ
る
専
制
を
意
味
し
、
否
定
的
な
含
意
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
革
命
期
に
お
い
て
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ

l
ル
は
「
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
」
と
「
共
和
政

(msczsg)」
と
を
同
一
視
し
た
が
、
こ
う
し
た
用
法
は
恐
怖
政
治
の
経
験
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、

(
9
)
 

代
に
至
る
ま
で
忌
避
さ
れ
た
。

一
八
四
O
年

一
方
二
八
三
五
年
と
一
八
四
O
年
に
出
版
さ
れ
た
ト
ク
ヴ
イ
ル
の
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』

で
は
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
は
、
政
治
体
制
に
と
ど
ま
ら
ず
、
身
分
関
係
や
伝
統
的
権
威
の
衰
退
に
よ
る
諸
階
層
の
平
準
化
と
い
う
「
社

(m) 

会
状
態
(
肌

g
g
n
F包
)
」
を
指
し
て
い
る
。
一
八
四
O
年
以
降
の
実
質
的
指
導
者
と
な
る
ギ
ゾ
l
も
ま
た
、
一
八
四
九
年
の
著
作
「
フ
ラ
ン

(
日
)

ス
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
中
で
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
を
「
社
会
状
態
」
と
と
ら
え
て
い
る
。

七
月
王
政
期
の
支
配
層
は
、
こ
の
よ
う
な
「
新
し
い
社
会
」
の
到
来
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
統
治
権
力
の
役
割
を
再
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ

(ロ)

て
「
輩
命
を
終
わ
ら
せ
る
」
こ
と
を
課
題
と
し
た
。
以
下
で
は
、
ギ
ゾ
1
の
思
想
を
中
心
に
、
統
治
権
力
と
「
社
会
」
と
の
関
係
に
絞
っ
て
、

支
配
層
の
秩
序
像
の
特
徴
を
三
点
指
摘
す
る
。

第
一
に
、
七
月
革
命
後
に
支
配
層
を
構
成
し
た
ギ
ゾ

I
、
ロ
ワ
イ
エ
・
コ
ラ
l
ル
(
列
。
苫
?
の
色
白
色
)
、
ジ
ョ
ブ
ロ
イ
(
古
車
ミ
)
な
ど

(
日
)

の
ド
ク
ト
リ
ネ
l
ル
、
折
衷
主
義
哲
学
の
代
表
者
、
ヴ
ィ
ク
ト
l
ル
・
ク
ザ
ン
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
一
八
二
O
年
世
代
」
は
、
「
歴
史
」
「
文
明

jヒ法55(4 -178)1562 



(U) 

化

(nE-55ロ
)
」
と
い
う
語
棄
を
、
思
想
上
の
鍵
概
念
と
し
て
い
る
。
世
紀
転
換
期
の
思
想
家
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
、
デ
ス
テ
ュ
ト
・
ド

・
ト
ラ
シ
、
カ
パ
ニ
ス
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ

i
グ
に
お
い
て
は
、
人
間
論
と
社
会
論
と
が
直
接
結
合
し
、
抽
象
的
な
「
進
歩
」
と
い
う
啓
蒙
的

観
念
を
超
え
た
「
歴
史
」
へ
の
関
心
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
一
八
二

0
年
代
以
降
、
「
歴
史
」
の
観
念
は
「
宗
教
に
代
わ
り
、

(

日

)

(

日

山

)

諸
価
値
の
源
泉
と
し
て
の
位
置
を
占
め
た
」
。
彼
ら
に
お
い
て
「
社
会
」
と
は
、
「
文
明
化
」
へ
と
自
己
運
動
す
る
集
合
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
は
、
宗
教
的
権
力
・
世
俗
的
権
力
、
王
権
・
貴
族
・
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
・
労
働
者
な
ど
、
複
数
の
権

ギ
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (2) 

一
方
で
は
社
会
の
多
元
化
の
進
展
と
、
個
々
人
の
「
自
由
検
討

(
-
5
5
2同
5
2
)
」
の
精
神
が
、

他
方
で
は
、
複
数
の
権
力
の
競
合
を
通
じ
た
よ
り
高
次
の
政
治
的
統
一
が
実
現
さ
れ
る
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
文
明
化
」

(
げ
)

論
か
ら
、
ギ
ゾ
l
は
、
市
民
的
平
等
と
自
由
を
保
障
す
る
立
憲
的
体
制
の
確
立
を
、
復
古
王
政
期
の
課
題
と
見
な
し
た
。

第
二
に
、
ギ
ゾ
i
は
市
民
的
平
等
を
肯
定
す
る
一
方
で
、
「
人
民
主
権
」
論
を
批
判
し
、
「
理
性
主
権
(
∞

2
5
5
5広
骨

Z
E
S
Z
)
」
を

(
同
)

唱
え
る
。
彼
は
一
八
一
一
一
年
の
書
簡
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
全
能
の
政
府

(
m
E
g
g
sぉ
2
8
E
E円
)
が
存
在
し
て
い
る
。
こ

(
印
)

れ
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
一
八
一
二
年
の
著
作
『
統
治
の
方
法
に
つ
い
て
』
で
は
、
「
権
力
は
社
会
を
形
成

(
初
)

し
な
い
。
そ
れ
を
見
出
す
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
「
人
民
主
権
」
論
は
、
「
多
数
者
の
少
数
者
に
た
い
す
る
絶
対
的

(
幻
)

支
配
」
「
専
制
」
を
も
た
ら
し
た
。
統
治
権
力
の
「
正
統
性
」
は
、
多
数
者
に
よ
る
支
配
で
は
な
く
、
社
会
の
中
に
分
散
す
る
優
れ
た
諸
個

(
幻
)

人
の
「
理
性
」
を
統
治
機
構
へ
と
統
合
し
、
統
治
行
為
に
反
映
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
「
政
府
の
本
質
は
:
・
社
会
を
支
配
す
る
資
格
の
あ
る

真
理
を
発
見
し
、
そ
れ
を
人
々
に
理
解
さ
せ
、
自
ら
進
ん
で
採
用
さ
せ
る
、
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
構
想
さ
れ
た
、
体
系
的
な
手
段
と
力
で

(
お
)

あ
る
」
。
彼
は
政
治
的
領
域
に
機
能
的
分
業
の
観
念
を
導
入
し
、
「
大
衆
(
ヨ
陪
回
目
立
」
に
指
導
を
行
い
う
る
政
治
的
エ
リ
ー
ト
層
の
創
出
を
、

(μ) 

同
時
代
の
主
要
な
課
題
と
す
る
。

力
や
階
層
間
で
不
断
の
闘
争
が
行
わ
れ
、

第
三
一
に
、
統
治
権
力
は
、
「
社
会
」
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
代
表
や
行
政
を
通
じ
、
「
社
会
」
と
不
断
に
交
流
す
る
こ
と

北j去55(4・179)1563



説

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
機
能
す
る
。
彼
は
、
「
行
政
官
乱

E
ロ
E
5
2
8
)
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
「
行
政
と
は
、

で
き
る
限
り
迅

言命

速
か
つ
確
実
に
、
中
央
権
力
の
意
思
を
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
行
き
渡
ら
せ
る
と
同
時
に
、
社
会
の
諸
力
を
、
中
央
権
力
へ
と
上
昇
さ
せ

(
お
)

る
手
段
の
集
合
で
あ
る
」
。
一
八
三
三
年
六
月
二
八
日
法
(
ギ
ゾ
!
法
)
に
よ
る
初
等
教
育
の
義
務
化
も
、
統
治
権
力
が
「
社
会
」
を
理
性

的
存
在
へ
と
陶
冶
す
る
と
い
う
統
治
観
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

七
月
王
政
期
支
配
層
の
思
想
は
、
革
命
期
の
「
人
民
主
権
」
論
に
見
ら
れ
た
「
政
治
」
に
よ
る
「
社
会
」
の
包
摂
に
対
抗
し
て
、
「
社
会
」

と
「
政
治
」

の
二
領
域
を
分
離
し
、
「
政
治
」
に
よ
る
「
社
会
」

の
代
表
と
指
導
と
い
う
形
で
、
両
者
の
関
係
を
新
た
に
編
成
し
た
も
の
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
社
会
」
の
自
律
的
な
運
動
法
則
(
「
文
明
化
」
)

る
民
衆
層
の
指
導
と
陶
冶
と
い
う
形
で
、
両
者
の
幸
福
な
結
合
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

へ
の
信
頼
に
支
え
ら
れ
、
実
質
的
に
は
、
中
産
階
級
に
よ

(
l
)
ル
イ
・
シ
ユ
ヴ
ァ
リ
エ
(
喜
安
ほ
か
訳
)
『
労
働
階
級
と
危
険
な
階
級
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
七
七
頁
。
十
八
世
紀
末
ま
で
漸
増

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
全
体
の
人
口
は
、
一
八
二
O
年
か
ら
六
O
年
の
あ
い
だ
に
倍
増
し
た

(
E
n
z
a
F
E
E
-
呂
町
、
む
と
ミ
主
主
門

ミ

s-と
骨
旦
〉

FMOB--3a-nza常
認
す
)
。

(
2
)

一
八
三
二
年
の
コ
レ
ラ
の
大
流
行
は
、
都
市
の
衛
生
環
境
の
悪
化
が
「
社
会
的
」
問
題
と
認
識
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
百

g
a
g
〈
何
回
『
巳
-
0

・

H
h
h
ミ
3
同
こ
司
君
b
r
a
-
s
~
S
ミ
恥
ミ
ヨ
5
2・
公
認
号
、
足
h
h
p
吉
q
y
s
b同

F
3
2
F同
g
z
-
S
3・
も
-
M
C
}
)

。

(
3
)
こ
の
時
期
に
「
産
業
革
命
」
と
称
し
う
る
ほ
ど
の
経
済
構
造
の
変
化
が
見
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。
本

稿
の
視
角
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
蒸
気
機
関
や
工
場
機
械
に
象
徴
さ
れ
る
「
産
業
的
」
施
設
が
、
過
去
の
社
会

と
切
断
さ
れ
た
「
全
く
新
し
い
時
代
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
(
者
呂
田
呂
田
・
営
者
忌

-
C
S日
待
ヨ

E
qミ
な
さ
宮
き
さ

-
-
r
E
3
h
b
h
h
を
さ
さ
立
旬
、
宮
丘
町
認
可
郎
句
言
問

b
Eぉ
・
〉
与
百
室

2
5官
P
3
g
-
℃

3

3
。
例
え
ば
、
「
産
業
(
冨
告
書
芯
ご
と
い
う
語
は
、
十

八
世
紀
ま
で
「
勤
勉
な

(-EgHEm-)」
と
い
う
個
人
的
気
質
を
表
す
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
十
九
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
、
こ
の

語
は
農
業
・
商
業
な
ど
を
含
む
経
済
活
動
全
般
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
(
例
え
ば
、

U
2
5
合

d
Rア
同
尽
き

S
H
E弘
吉
守
崎
町
内
咽
令
2
M
m

北j去55(4・180)1564



フランス福祉国家の思想的板、流 (1789-1910年) (2) 

唱
曲
H
E
P
E
E
-
円
∞
戸
凶
の
用
法
)
。
そ
れ
が
工
場
生
産
と
結
び
つ
い
た
経
済
活
動
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
二
0
年
代
の
サ
ン
・
シ
モ
ン

の
用
法
が
最
初
と
さ
れ
る
。
Q
-
Z
2
1

。cz
E
2
・
E
」

E
a
n
h
h
m
弘
、
言
宣
言
内
包
室
内
ミ
宮
守
S
E
c
s
告
官
主
主
S
F
F
y
b
R
h
g
同
町
内
由
主
町
内
h

h
b言
Hahh謹
也
、

F
司
自
t
・〈H・

s・-喝、3・
2v
凶十回、司・

(
4
)
ブ
ロ

l
デ
ル
と
ラ
ブ
ル
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
八
二
八
|
一
八
三
二
年
、
一
八
三
九
!
一
八
四
O
年
、
一
八
四
六

l
一
八
四
七
年

の
コ
一
度
の
大
き
な
経
済
不
況
が
発
生
し
た
(
F
B
S
仏
∞
S
E
o
Z
同
開
g
n
m門
戸
田

σ
8
5
お
き
J
E
h
『
ミ
ミ
吟
き
も
さ
室
内
ミ
吉
町
s
r
h
n
E
守
室
内
♂
円
・
凶
・

告
-
S
4
匂
・

5
0
3
。
一
八
三
0
年
代
に
は
、
三
二
年
の
パ
リ
、
一
一
二
年
と
三
四
年
の
リ
ヨ
ン
な
ど
で
、
民
衆
・
労
働
者
層
の
直
接
行
動
が
繰
り
返

さ
れ
た
。

(
5
)
シ
ユ
ヴ
ア
リ
エ
『
労
働
者
階
級
と
危
険
な
階
級
』
前
掲
書
、
一
二
三
七
頁
。

(
6
)
本
節
の
内
容
と
直
接
関
わ
る
先
行
研
究
を
挙
げ
て
お
く
。
フ

l
コ
!
の
影
響
の
下
で
、
十
九
世
紀
前
半
の
「
社
会
問
題
」
へ
の
認
識
を
思
想

的
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
同
U
S
E
m
O広
明

言

E
-
円
、
思
ミ
弓
ミ
尽
き
R
E
E
岨
一
∞
n
g
R
a
c
『
島
田
間
2
・
3
∞
u-

害

虫

a
-
ヨ
一
2
2
8
E
司
『
o
n
R
n
F
d

c
q
R
足
ヨ
ミ
~
む
き
な
階
、
同
~
芯
宮
2
き
司
h
q
S
之
内
S
M
サ
ミ
ヨ
町
内
ヘ
ミ
句
U
a
昌
弘
』
」
咽
3
2
p
p
z
・
3
3
が
優
れ
て
い
る
。
プ
ロ
カ
ツ
チ
の
研
究
へ
の
批
判
を

行
っ
た
カ
テ
リ
l
ヌ
・
デ
ユ
プ
ラ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
一
節
で
検
討
す
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
l
ヴ
・

パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
の
思
想
を
中
心
に
、
こ
の
時
期
の
「
貧
困
」
認
識
の
特
徴
と
、
支
配
層
の
対
応
の
偏
差
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
会

C

』
E
2
5
口
問
。
n
s
w
m
ニ
恒
三
広
告
刊
一
g
m
g
m
s
m
E
-
0
8
Z
5
5
a
Z
而
E
g
g
-
E
g
g
S
E
a
-
∞
凶
C
E
P
2
8
2
5
)
y
h
h
q
p
E
号
宮
宅

河
内
て
5
F
5
-
-
U
M
・
S
-
h
F
宅
・
凶
S
t
凶
∞
M
咽
S
・
a
・
3
・
N
3
I
N
S
-
M
O
O
-
f
N
C
C
N
も
参
照
さ
れ
た
い
。
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
阪
上
孝
『
近
代
的
統
治
の

誕
生
」
岩
波
書
庖
、
一
九
九
九
年
、
第
五
章
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

(
7
)
F
o
s
u
〉
ミ
な
さ
な
た
之
た
な
窓
口
ミ
2
2
守
S
E
F
M
唱
え
同
句
尋
問
h
q
b
p
♀
ミ
=
~
~
F
2
2
P
O
丘
一
吉
田
『

P-so--u
凶
司
ル
ロ
ワ
は
、
こ
の
時
代
の
思

想
を
、
「
社
会
的
」
解
放
へ
の
希
求
を
表
現
す
る
「
社
会
ロ
マ
ン
主
義
」
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
ζ
g
g
z
b
『
。
ア
司
号
室
、
町
た
と
え
た
2
8
a
~
h
h
室

、否認町内
L-
同
二
、
九
時
R
M
判
定
両
町
内
門
リ
ミ
ミ
司
b
h
u
-
-
H
、
否
定
h
H
F
2
f
匂
H
H
E
T
O色
ZBRRH・戸申出品。司・戸ωAF

(
8
)
注目
g
a
m
g
S
E
m
i
-
-
P
Q
号
5
2
S
U
3
5
4

こ
M
4
h
q
号
室
凡
F
E
E
-
O出
-
-
E
E
-
-
由
主
唱
唱
・
岩
(
喜
安
朗
訳
『
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命
の
日
々
1

ト
ク
ヴ
イ
ル
回
想
録
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
、
一
七
頁
)
。

(
9
)
第
三
章
第
一
一
編
を
参
照
。

(
叩
)
ト
ク
ヴ
イ
ル
は
そ
れ
を
、
不
可
逆
の
「
摂
理
的
」
傾
向
と
と
ら
え
、
後
の
二
月
革
命
に
通
ず
る
両
義
的
側
面
を
見
出
し
て
い
た
。
「
条
件
の
平

北法55(4・181)1565



説

等
化
の
漸
進
は
、
神
の
御
業
(
同
岳
言
。
三
号
=
己
主
で
あ
る
。
そ
の
本
質
的
性
格
と
は
、
普
遍
的
で
、
持
続
的
で
、
日
々
人
間
の
力
を
越
え
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
:
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
封
建
制
を
崩
壊
さ
せ
、
王
制
を
打
ち
倒
し
た
後
に
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
と
富
裕
層
の
前
で
後
退
す
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
?
:
・
/
そ
れ
で
は
、
我
々
は
ど
こ
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
か
ワ
誰
も
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
と
2
2
a
m

p
S
E
g
-
-
P
Qミ
R

E
ミ
3
h
H
E
ミ也
S
吾
R

F

Y

E
唱こ
-
P
E
a
h
ヨ
R
E
R
S
〉
ミ
ξ
E
R
E
-
P
O
住
吉
田
『
円
-
L
3
ア
司
・
品
、
岩
永
、
松
本

訳
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
研
究
社
出
版
、
一
九
七
二
年
、
二
二
頁
)
。
一
八
四
0
年
代
か
ら
十
九
世
紀
半
ば
に
お
け
る
「
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
改
め
て
触
れ
る
。

(
日
)
p
g
目
。
昨
日
。
c
p
N
O
F
O
間
宮
忌
至
。
円
、
主
町
内
コ
早
S
R
3
5
・
Z
主
・
司

-u
・
ギ
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、
七
月
王
政
期
の
王
党
派
で
す
ら
、
「
我
々
の
王
政
は
、

民
主
的
王
政
(
B
E
R
n
E
O
念
s
o
n
g
E
E
m
)
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
王
政
は
過
去
の
王
政
と
本
質
的
に
異
質
で
あ
り
、
新
し
い

社
会
に
適
合
的
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
と
い
う

(
S
R
)
。

(
ロ
)
同
N
S
S
〈
包
-
o
p
ト
向
、
司
悼
む
き
S
H
C
E
X
む
F
司
R
F
O
包
巴
呂
田
同
a
・
3
∞
少
勺
・
-
a
・

(
日
)
「
一
八
二
O
年
世
代
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
か
ら
総
裁
・
統
領
政
府
期
に
か
け
て
、
哲
学
、
歴
史
学
、
政
治
経
済
学
な
ど
の
分
野
で
新
し
い

思
潮
が
議
論
さ
れ
た
自
由
主
義
的
環
境
の
中
で
知
的
形
成
を
行
い
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
へ
の
反
対
運
動
を
担
っ
た
世
代
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、

ヴ
ィ
ク
ト
!
ル
・
ク
ザ
ン
や
、
そ
の
哲
学
の
影
響
を
受
け
た
ノ
ル
マ
リ
ア
ン
(
ジ
ョ
フ
ロ
イ
(
吋
F
・
2
S
o
三
、
ダ
ミ
ロ
ン
(
2
・
U
E
M
5
ロ
)
、
デ
ユ

ボ
ワ
(
市
恒
U
E
Z
Z
)
、
ボ
l
タ
ン
(
「
∞
g
E
ロ
)
、
オ
l
ギ
ユ
ス
タ
ン
・
テ
ィ
エ
リ
な
ど
て
サ
ン
・
シ
モ
ン
の
影
響
を
受
け
た
雑
誌
『
グ
ロ
ー

ブ
』
(
2
0
σ
0
)
の
文
筆
家
、
レ
ミ
ユ
ザ
(
夜
間
H
E
S
ご
な
ど
自
由
主
義
的
貴
族
等
が
含
ま
れ
る
o
Q
-
と
き
∞
-
M
Z
N
R
M
1
r
守
S
与
守
号
、
2
2

ミ
昌
MO切一司ロロnngp-u
ユE
S
S
E
C
E
S
Z
H
Q
句
『
切
回
目
岨
}
申
告
・

(比
)
Z
Z
E
g
g
-
-
R
R
p
u
-
-
h
円
q
t
b
E
均
郎
、
与
と
品
目
言
-
c
h
h九

Nミミ戸、町内同也、n-qhhh町、
y

司
R
F
同
M
S
g
g
C
2
5
a
F
C
H
F
司
何
回
込
町
司
g
R
P
3
双
山
岨
同
v-u
・凶'M品・

(
日
)
n
E
g
g
-
可
・
2
5
5
5
3
2
3
-
5
5
5
2
・
g
R
3
2
3
号
F
E
E
S
S
E
-
e
s
ミ
・
ミ
E
n
r
F
E
E
S
S
2
2
J
E
『
F

m
o
E
a開
P
3
3
・
司
・
会
・
一
八
二
0
年
代
に
は
、
テ
ィ
エ

l
ル
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
(
〉
E
q
F
n
A
F
5
g
・
2
5
3
色
町
古
河
守
ミ
E
S」「
5
3
2
2咽

E
E
-
-
∞
出
suo)
、
ミ
ネ
「
一
七
八
九
年
か
ら
一
八
一
四
年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
(
p
g
m
o
Z
玄
百
=
n
F
E
S
h
え
た

E
京ても
~
E
S
'も
言
明
白
'

E
S
E
E
』
誌
と
E右
足

.
2
H
』
旬
、
私
-
-
M
E
T
-
∞
M
A
)
な
ど
、
歴
史
を
主
題
と
し
た
著
作
が
数
多
く
出
版
さ
れ
、
ギ
ゾ

l
や
キ
ネ
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。

(
凶
)
例
え
ば
、
ォ
l
ギ
ユ
ス
タ
ン
・
テ
ィ
エ
リ
は
、
歴
史
を
諸
階
級
の
闘
争
(
m
g
E
円
)
に
よ
る
「
進
歩
」
の
過
程
と
と
ら
え
た
。
征
服
に
よ
っ
て

権
力
を
獲
得
し
た
貴
族
階
級
に
た
い
し
、
第
三
身
分
(
「
人
民
(
唱
2
1
2
」
)
が
力
を
つ
け
、
最
終
的
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
七
月
革
命
に
よ
っ
て

論
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フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (2) 

後
者
が
勝
利
し
、
「
進
歩
」
が
実
現
し
た
と
さ
れ
る
(
〉
EmgEE
豆
5
3・
2

5
言
色
町
宮
内
。
=
宣
言
九
三
五
ミ
ミ
5

3
・一∞
M
g
。

(
コ
)
同
UE口情。
2
0巳
N
O
F
0
2
5
E
Y
2ご
出
内
向
是
正
3
H
S
S
H
同
司
、
号
、
さ
き
お
を
お
こ
ぶ
室
む
門
室
内
~
た
宮
司
S
Q・-∞
N
f
a℃
『

o
a
E
n
F
m
N
回開
-5・
3
『
戸

rw∞∞・同
V
M
M
-

凶斗
E

凶∞

(
叩
坤

)SE---u
ご∞・

(
川
口

)
F
m
Z『
白
色

E叶
』

S
E
a
-
∞Nア

a円
弘
司
貧
困

NOSES-】

C
P
同

司

君

232MHCミ
NbFqHUSH--司
-AH品・

(
却
)
。
g
N
2・
0
2
2
D
Y
S句

nrh叩

q
R
E
5
2
a
S
H
i
-
-、.円九同よ同国・

5
u・

(幻

)
S
R・・司
--Ha・

(
n
Z
E
R
o
-凹

P
E
E
k
h
s
z
h宮
室
内
民
主
b
E
P
E
S
S
E
3
R
3
5
宮
内
F

E

E
・
宮
古
之
さ
s
b
S
K
5
2
6
E
河内
S
E
S
S
E品
ね
な
デ

回
E
H
m
z
o
F
Y向。
-go--u--MM(安
土
正
夫
訳
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
」
上
巻
、
角
川
文
庫
、
一
九
五
四
年
、
一
二
七
頁
)
。

(お
)
S
R・・同
y
-
N
C
(
邦
訳
、
上
巻
、
一
二
六
頁
)

0

(
弘
)
「
統
治
行
為
と
は
、
諸
個
人

(
E
a
E
E開
)
が
、
大
衆
(
吉
田
明
お
と
に
た
い
し
て
力
を
行
使
す
る
こ
と
で
あ
る
」
(
。
5
N
O
T
ミ
ミ
s
h
e

高
司
尽
き
さ
F
J
。、・円九同・・唱

5
3
0

(
お
)
。
z-NOTEh室
、
内
乱
立
む

2
S
E
hむ
た
き
室
町
E
3
R
也
、
.
門
戸
可
-
Z
N
(邦
訳
、

h
q
h
‘，
 

下
巻
、

一
七
七
頁
)
。

第
二
款

大
衆
的
貧
困

マ
ル
サ
ス
の
影
響
を
受
け
た
政
治
経
済
学
者
デ
ユ
シ
ャ
テ
ル
は
、
一
八
二
九
年
の
著
作
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
一
般
に
今
日
で
は
、
社
会
が
進
歩
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
・
:
こ
の
進
歩
は
、
文
明
化
の
歩
み
か
ら
成
り
、

社
会
と
人
間
に
栄
光
を
与
え
て
い
る
。
・
:
し
か
し
、
こ
う
し
た
達
成
を
賞
賛
す
る
一
方
で
、
著
述
家
た
ち
は
、
あ
ま
り
に
も
国
民
を
集

(
お
)

合
的
な
も
の
と
し
て
し
か
考
察
せ
ず
、
社
会
の
劣
っ
た
階
層
に
目
を
向
け
よ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
。
」

北法55(4・183)1567



説

デ
ユ
シ
ャ
テ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
文
明
化
」
「
進
歩
」
と
い
う
観
念
は
、
「
国
民
」
の
一
体
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
む
し

(
幻
)

ろ
富
の
蓄
積
と
と
も
に
「
人
類
の
大
部
分
を
占
め
る
劣
っ
た
階
層
」
が
出
現
し
て
い
る
。

七
月
王
政
以
降
、
産
業
化
と
と
も
に
現
れ
た
貧
困
は
、
従
来
の
貧
困
現
象
と
区
別
さ
れ
て
、
「
大
衆
的
貧
困
(
宮
C
1
3
5伺
)
」
と
称
さ
れ

(
お
)

る
よ
う
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
イ
ル
は
、

さき'f)、

員同

一
八
三
五
年
に
シ
ェ
ル
ブ
l
ル
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
協
会

3
2
5臥

ma色
町
〉
E
忌
呂
町
色
町
内
町
同
町
『

gcお
)

(
明
日
)

で
行
わ
れ
た
講
演
を
「
大
衆
的
貧
困
に
つ
い
て
の
覚
書
」
と
題
し
、
次
の
よ
う
に
始
め
て
い
る
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
々
な
国
を
周
っ
て
み
る
と
、
き
わ
め
て
奇
妙
な
光
景
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
説
明
不
可
能
な
光
景
に
驚
か
さ
れ
る
。

/
最
も
貧
し
く
見
え
る
国
は
、
実
際
に
は
、
最
も
貧
民
が
わ
ず
か
な
国
で
あ
る
。
あ
な
た
方
が
裕
福
で
あ
る
と
賞
賛
す
る
人
び
と
の

(
初
)

あ
い
だ
で
こ
そ
、
人
口
の
一
部
分
が
、
生
き
る
た
め
に
、
他
者
に
救
い
を
求
め
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

ト
ク
ヴ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
、
産
業
化
の
下
で
人
々
の
「
欲
求
(
忌
号
)
」
が
「
必
要

(
σ
2
2ロ
)
」
を
超
え
て
煽
動
さ
れ
る
こ
と

に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
上
層
階
級
の
脊
修
品
の
生
産
が
、
生
活
必
需
品
の
生
産
に
優
先
さ
れ
、
生
活
必
需
品
の
価
格
が
高
騰
す
る
こ

(
幻
)

と
で
、
下
層
階
級
の
困
窮
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
い
う
。

こ
の
時
代
の
思
想
家
に
と
っ
て
、
「
大
衆
的
貧
困
」
と
は
、
従
来
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
は
説
明
が
困
難
な
「
ま
っ
た
く
新
し
い
現
象
」
で

(

幻

)

(

お

)

あ
っ
た
。
一
八
三
四
年
の
段
階
で
、
こ
の
現
象
を
最
も
体
系
的
に
論
じ
た
ヴ
イ
ル
ヌ
l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
は
、
そ
れ
を
「
個
人
的
貧
困
」

と
対
照
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
貧
困
は
、
生
来
の
肉
体
的
・
精
神
的
能
力
の
不
平
等
ゃ
、
個
人
の
悪
徳
・

怠
惰
に
起
因
し
た
。
そ
れ
へ
の
対
応
は
、
富
裕
階
層
の
「
慈
善
」
と
、
労
働
能
力
を
有
す
る
貧
民
へ
の
「
労
働
」
の
強
制
に
よ
っ
て
行
わ
れ

(
泊
)

て
き
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
「
大
衆
的
貧
困
」
は
、
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
「
社
会
構
造
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
「
シ
ス
テ
ム
」

の
問
題
で
あ
る
。

「
貧
民

l
大
衆
的
貧
困
と
い
う
新
し
く
も
哀
れ
な
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る

l
は
、
人
口
の
あ
ら
ゆ
る
階
層

(ng∞
何
回
)
に
広
が
っ
て

北法55(4・184)1568



い
る

0

・
:
赤
貧
は
、
も
は
や
偶
然
で
は
な
く
、
社
会
の
大
部
分
に
強
い
ら
れ
た
条
件
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
も
は
や
、

広
範
に
見
ら
れ
る
苦
痛
の
兆
候
、
社
会
の
構
成
の
あ
り
方
の
奥
深
く
に
生
じ
て
い
る
問
題
、
よ
り
重
大
で
恐
る
べ
き
混
乱
へ
の
き
ざ

(
お
)

し
を
、
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

フランス福祉国家の思、想的源流(1789-1910年) (2) 

こ
の
よ
う
な
集
合
的
問
題
へ
の
対
応
は
、
も
は
や
個
別
の
慈
善
や
、
個
人
へ
の
労
働
の
強
制
に
拠
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。

第
二
に
、
そ
れ
は
「
労
働
者
階
級

(
n
g
a
g
g豆
町
2
)
」
全
般
に
広
が
っ
て
い
る
。
「
労
働
者
階
級
に
お
け
る
貧
窮
は
、
現
代
の
問
題
と

(
お
)

な
っ
た
」
。
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
の
自
由
主
義
者
や
博
愛
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
貧
困
と
は
、
旧
体
制
の
誤
っ
た
政
策
の
帰
結
に
す
ぎ
な
か
っ

(
幻
)

た
。
労
働
の
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
消
失
す
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
大
衆
的
貧
困
」
は
、
「
産
業
の
生
産
の
増
大
そ
の

(
お
)

も
の
に
よ
っ
て
、
増
え
続
け
る
傾
向
に
あ
る
」
。
こ
の
貧
困
は
、
む
し
ろ
工
場
に
お
け
る
劣
悪
な
労
働
環
境
、
労
働
者
階
級
の
知
的
・
道
徳

(
ぬ
)

的
衰
退
な
ど
、
「
労
働
」
と
結
び
つ
い
た
場
や
環
境
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。

一
八
三
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
改
正
に
至
る
議
論
が
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
さ
れ
、
救
貧
税
や
公
的
扶
助
へ
の

(
刊
)

批
判
が
、
支
配
層
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
批
判
に
よ
れ
ば
、
救
貧
法
は
、
作
業
所
(
君
。
失
言
己
目
立
で
働
く
貧
民
に
依
存
心

を
植
え
付
け
、
自
由
な
経
済
活
動
を
阻
害
し
、
労
働
者
の
賃
金
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貧
民
の
数
を
増
大
を
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
か
っ

(

叫

)

(

位

)

た
。
そ
れ
は
同
業
組
合
、
徒
弟
制
度
な
ど
と
同
様
に
、
個
人
の
自
由
を
抑
圧
す
る
「
専
制
的
な
法
」
で
あ
り
、
私
的
慈
善
を
衰
退
さ
せ
、
富

一
八
三
0
年
代
初
頭
に
は
、

裕
層
と
貧
困
層
と
の
聞
に
存
在
し
た
自
発
的
な
紐
帯
を
破
壊
す
る
官
僚
的
・
機
械
的
な
対
応
で
あ
る
。
デ
ユ
シ
ャ
テ
ル
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ

(
M
M
)
 

ス
の
「
法
的
慈
善

(
n
y
E広
広
明
国
豆
」
は
、
「
悲
惨
な
失
敗
」
を
招
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
大
衆
的
貧
困
」
は
、
宗
教
的
慈
善
、
自
由
主
義
、
国
家
の
介
入
(
博
愛
主
義
、
法
的
慈
善
)
に
よ
っ
て
は
対
応
で
き

北法55(4・185)1569

な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
の
原
因
と
対
応
は
、
宗
教
、
経
済
、
国
家
と
は
異
な
る
領
域
、
す
な
わ
ち
「
社
会
」
に
お
い
て
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ビ
ュ
レ
は
言
う
。



説

「
大
衆
的
貧
困
と
い
う
語
は
:
・
も
は
や
貧
困
と
い
う
悪
を
指
す
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
よ
り
一
般
的
な
事
柄
で
あ
る
。
:
・
大
衆
的

(
叫
)

貧
困
と
は
、
貧
困
と
い
う
現
象
の
総
体
を
包
含
す
る
。
・
:
そ
れ
は
、
社
会
的
惨
禍
と
し
て
の
貧
窮
、
公
的
貧
窮
の
こ
と
で
あ
る
」
。

へ
の
認
識
は
、
「
社
会
」
秩
序
一
般
へ
の
問
い
へ
と
向
か
う
。

告'6.
a冊

こ
う
し
て
「
大
衆
的
貧
困
」

(
出
)
戸
∞
-
u
d
n
y営
伺
f
u
同
~
b
g
S
H
恥
・
昔
ま
足
コ
8
h
u
c
g
S
町
内
志
向
ミ
ヨ
ミ
ミ
ミ
~
町
立
g
s
郎
町
、
町
民
同
匂
円
宮
内
』
号
、
号
号
含
号
~
2
2
5
少
閑
》
E
M
-
-
巴
少
閑
Y
A
W
-

(
幻
)
与
え

(
お
)
余
吉
右
宝
田
B
m
v
v
の
原
語
は
、
英
語
の
宮
吾
g
M
B
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
八
一
六
年
の
を
E
S
S
O
R
E
C
P
〉
3
E
主
主
旨
S
S
司
会
言
内
久
志
向

宮町、

sh同
局
、
吉
臣
、
句
、
な
さ
き
弘
、
。
。
『
』
4
h
H
H
F
E
E
O
ロ
に
お
い
て
初
め
て
用
い
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
巴
号
室
言
守
町
河
。
常
ミ
に
よ
る
と
、
こ
の

語
が
フ
ラ
ン
ス
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
は
、
一
八
二
三
年
で
あ
っ
た
。

(
却
)
ト
ク
ヴ
イ
ル
は
、
一
八
三
三
年
、
一
八
三
五
年
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
旅
行
で
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
(
2
2
E
三
改
正
の
議
論
に
立
会
い
、
「
大
衆

的
貧
困
」
へ
の
認
識
を
深
め
た
。
彼
は
一
般
に
自
由
主
義
者
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
「
大
衆
的
貧
困
」
へ
の
対
応
の
場
面
で
は
、
国
家
に
よ
る

貯
蓄
組
合
・
共
済
組
合
設
立
の
奨
励
を
主
張
し
、
貧
民
を
農
地
に
移
住
さ
せ
る
農
業
植
民
(
g
-
o
E
目
指
号
O
R
)
政
策
に
も
共
感
を
示
し
て
い
る

(
〉
庁
言
号
2
2
5
三
-p
ミ
言
ミ
之
さ
、
な
吉
吾
郎
5
5
F
回
目
g
口
広
明
言
肌
5
0
5
ぜ
お
凶
∞
)
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
「
大
衆
的
貧
困
」
へ
の
対
応
と
、
同
時

代
の
中
で
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
が
詳
し
い
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
開
ユ
円
囲
内
E
g
a
-
p
g
h
、
ミ
な
ヨ

EH同
『
色
町
南
宮
て
え
な
と
吾
、
内
定
正

吾
、
む
さ
主
言
内

h
E
P国
民
話

a
S
F
u
o
c
o
-

(
初
)
〉
-
2
2
号
、
同
d
o
n
a
z
m
〈
邑
タ
ミ
き
号
、
2
R
三
句
、
む
号
阜
、
な
百
戸
】
∞
国
凶
ム
∞
凶
∞
・
『
町
吉
田
含
g
h
忠
之
内
吉
吾
郎
号
、
S
F
-
M
呂
田
岨

k
p
-
z
p
-
S
P
司・斗・

(
訂
)
こ
の
議
論
は
、
マ
ル
サ
ス
や
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
に
よ
っ
て
す
で
に
行
わ
れ
た
議
論
の
反
復
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
イ
ル
は
、
産
業
化
と
と
も
に
貧
困

が
生
ま
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
「
経
済
学
的
」
に
で
は
な
く
、
上
層
階
級
の
「
欲
求
」
の
目
印
進
と
、
下
層
階
級
の
「
怠
惰
」
「
先
見
性
の
欠
如
」

と
い
う
「
モ
ラ
ル
」
の
状
態
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は
セ
イ
を
す
で
に
読
ん
で
い
た
が
(
穴
2
5
予
告
・
門
戸
勺
お
)
、
そ
の
説

明
は
分
配
、
人
口
政
策
、
衛
生
な
ど
に
関
す
る
議
論
を
含
ん
で
い
な
い
。
彼
は
一
八
三
一
七
年
に
政
治
経
済
学
者
ナ
ソ

l
・
セ
ニ
ョ

i
ル
(
z
g
g
z

r
E
2
)
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
自
ら
が
「
政
治
経
済
学
」
に
関
す
る
十
分
な
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
嘆
い
て

~t法55(4 ・ 186)1570



フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (2) 

い
る
。
「
あ
な
た
の
仰
る
よ
う
に
、
私
は
し
ば
し
ば
、
人
類
の
知
の
と
の
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
、
十
分
な
基
礎
知
識
(
口
。
宕
口
出
)
を
持
ち
あ
わ

せ
て
い
な
い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
」
9
2
5
a
E

ニg
i
q
お
い
メ
包
広
吉
『
穴
g
g
予
t
g
h
s
~
H
5
2
同
h
p
s
ミ
三
寄
:
よ
さ
・
門
戸
匂
合
)
。

(
沼
)
〉
F
m
g
ι
四
〈
三
g
g
〈
中
田
R
m
m
間
同
H
O
E
-
開
門
司
、
“
ロ
ミ
号
、
ミ
号
室
町
内
缶
、
広
丘
町
司
、
N
F
N仰
向
門
戸
ミ
ョ

E---∞凶hcw明

J
E
F
Z
3
4
同
y
-
a

(
お
)
ヴ
イ
ル
ヌ
l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
は
、
一
七
八
五
年
に
サ
ン
・
ト
i
パ
の
大
貴
族
の
家
に
生
ま
れ
、
一
八
二

0
年
代
に
北
部
ロ
ワ
l
ル
地
方
、

一
人
二
人
年
か
ら
三
O
年
に
リ

I
ル
地
方
の
知
事
を
歴
任
し
た
。
そ
こ
で
当
時
最
も
産
業
の
発
展
し
て
い
た
北
部
地
方
の
貧
困
現
象
を
目
の
当

た
り
に
し
、
行
政
職
を
辞
し
て
経
済
研
究
に
没
頭
し
た
後
、
一
八
三
四
年
に
『
キ
リ
ス
ト
教
政
治
経
済
学
』
を
出
版
し
た
。
当
時
の
行
政
統
計

を
広
範
に
利
用
し
、
産
業
化
と
と
も
に
生
じ
た
貧
困
の
実
態
と
、
そ
の
原
因
や
対
策
を
初
め
て
体
系
的
に
展
開
し
た
こ
の
書
は
、
第
二
章
で
論

じ
る
「
社
会
経
済
学
」
の
さ
き
が
け
と
な
り
、
多
数
の
好
意
的
な
書
評
に
迎
え
ら
れ
た
。
ラ
イ
エ
は
、
彼
の
著
作
を
「
新
し
い
政
治
経
済
学
派

の
登
場
」
と
評
し
て
い
る
。
明
-
F田
口
一
戸
公

0
・
5
2
5
E
〈
巳
芯
恥
n
o
g
q
恥
8
5
5
5
唱
。
}
E
A
E
m
v
v
w
勾
言
書

2
3
1
2
3
p
?
?
-
∞
M
U
-
-
u
司
・
-
M
唱
'
E
∞
・
同
-
M
・

3
・
M
S
'
N
∞
凶
'
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
議
論
も
、
ヴ
ィ
ル
ヌ

l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
の
著
作
の
統
計
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
ト
ク
ヴ
ィ
ル

自
身
は
、
「
彼
[
ヴ
ィ
ル
ヌ
!
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
]
の
理
論
全
体
を
是
認
す
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
2
0
2
E
2
E
P

E
こ
と
当
毛
主
S
F
8
・
門
戸
・
M
M
・
申
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
ヴ
イ
ル
ヌ
!
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
も
、
ケ
ラ
シ
ィ
の
前
掲
書
が
詳

し
い
)
。
な
お
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
の
生
涯
と
思
想
に
た
い
す
る
包
括
的
な
検
討
は
、
以
下
の
拙
稿
で
行
っ
て
い
る
0

4
襲
名

寸
〉
Z
〉
穴
〉
会
Z
S
E
E
-
2
8
2色
白

a
z
-
u
C
E
S
S
-
-
-
Y
屯
・
円
九
『
・
そ
の
他
の
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
〉
邑
弘
司
5
5
唱
と
E
a
待

ミ
ミ
司
司
E
E
‘
匂
む
、
志
向
旬
、
ョ
ロ
ミ
へ
~
u
J
ま
・
~
句
-
w
s
h
~
司
、
み
門
R
2
2
q
え
問
、
阿
川
町
b
H
8
2
え
も
H
h
Z
芯
旬
、
む
3
h
z
-
H
-
b
守
な
~
泣
き
も
、
百
九
町
、
同
ミ
、
d
p
Z
同
百
四
国
@
【
U

・
戸
部
門
。
E
F
-
唱
二
一

回
豆
町
『
玄
・
'
H
包
括
・

3
・
~
~
室
内
里
高
'
匂
b
a
s
s
z
F
M
M
認
定
ヨ
ミ
ミ
ミ
ミ
2
1
M
2
E
o
s
-
~
E
h
F
-
3
凶
・

(
鈎
)
〈
ロ
-
2
2
5
2
W
R
m
m
g
c
ロ
F
同
町

g突き』.町、。~凡な占E同町岳、hHpwzznc、-np-唱・凶一
N

・

(お
)
S
H
A
-
-
u・
5
‘

(
お
)
思
由
民
e

唱

-a

(
幻
)
第
一
章
第
二
節
第
三
款
の
ラ
・
ロ
シ
ユ
フ
l
コ
l
H
リ
ア
ン
ク
l
ル
、
カ
パ
ニ
ス
の
議
論
を
参
照
。

(
お
)
〈
E
2
2
g白
R
m
m
E
。
=
F
町
内
巴
司
ミ
号
、
ミ
ミ
南
h
h
町
内
E
芯
之
内
苫
司
町
、
。
h
u
E
円
九
戸
岬
-
u
・
5
・

(
却
)
〉
5
8
a
n
〈
三
g
m
z
a
'
切
静
岡
・
開
2
5
ロ
F
む
な
円
室
、
h
h
U
3
3
q
S
門
h
b
宮
内
E
S
S
E
h
n
h
え
h
E
H
h
旬
、
ミ
ミ

-r
内
雪
之
内
と
守
口
ヨ
号
ざ
た
S
E
E
-
切
む
勾
司
君
。
ミ
・
皆
、
ロ

~
昌
弘
R
R
E
E
誌
を
司
ミ
.
ミ
丸
町
~
ミ
皇
、
守
H
5
5
ミ
h
a
s
H
5
2
h
b
s
h
t
h
ヨ
b
s
z
k
町
内
S
E
e
-
室
。
・
宅
凶
ふ
・

北法55(4・187)1571



説

(
刊
)
イ
ギ
リ
ス
の
救
貧
法
批
判
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
0
0
2
邑
四
百
ヨ
自
己
『
一
回
『
σ温
豆
町
ミ
S
A
刊
、
。

5
3
~
』
刊
誌
h
E
ミ
玄
『
言
阿
佐
る
?
を
寺
芝
、
同
旬
開
@

Z
町宅

J

べ。司
r・〉】『円-a〉・同ハ=。目
u
m
-
-
@
∞
h
F
2
y
z
h
z
u
u
w
』
・
閉
山
・
句
。
〕
B
Z
F
M
C
円
九
向
。
喜
弘
、
b
h
北
川
町
、
な
さ
・
同
Z
M
刊
b
h
E
E
E
h
q
=
、
ロ
ミ
河
内
E
A
h
~ー
も
凶
よ
白

-X咽

回
、
g
a
o
p
m
o
E
a
旬
開
包
仏
国
内
a
g
F
E
Y
-
ま
申
・

(
引
)
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
(
大
河
内
一
男
監
訳
)
『
国
富
論
』
第
一
巻
、
中
公
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
二
二
六
頁
以
下
。

(
位
)
マ
ル
サ
ス
(
永
井
義
雄
訳
)
『
人
口
論
』
中
公
文
庫
、
一
九
七
三
年
、
六
二
l
六
三
頁
。
マ
ル
サ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
、
っ
。
「
独
立
の
で
き
な

い
貧
民
と
い
う
も
の
は
、
恥
ず
か
し
め
て
お
く
の
が
い
い
。
人
類
全
体
の
幸
福
を
増
進
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
い
う
刺
激
は
絶
対
に
必
要
で
あ

る
」
(
向
上
、
六
七
頁
)
。

(特
)
U
z
n
E
E
-
む
き
た
さ
S号
、
恥
門
S
q
宮
町
内
E
E
H
R
室
内
話
、
念
堂
町
、
吐
き
S
E
町
内
皇
宮
内
pnq志
-
M
ぷ
子
宮
口
少
}
巴
少
唱
・

5
0・
一
八
四
0
年
代
に
『
イ
ギ

リ
ス
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
貧
困
に
つ
い
て
」
を
執
筆
し
た
著
名
な
社
会
経
済
学
者
ユ
ジ
エ
ヌ
・
ピ
ユ
レ
も
、
次
の
よ
う

に
指
摘
す
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
慈
善
と
公
的
慈
善
は
:
・
貧
窮
に
た
い
し
て
間
接
的
原
因
と
し
て
作
用
し
、
そ
の
拡
大
を
防
ぐ
代
わ
り
に
、
増
大

さ
せ
て
し
ま
っ
た
」
(
宮
町
宮
刊
回
E
B
Y
0
1
む
き
.
為
司
令
2
~
b
a
s
-
S
Q
コ.
2
R
:
?
宮
崎
E
2
・
2
ミ
S
守
S
R
E
ロ
デ
】
∞
さ
咽
円
一
N
-
匂
・

8)。

(
叫
)
切

Z
B
T
U
同
~
白
書
な
即
、
同
色
町
同
町
~
b
h
h
a
E
~
x
ミ
S
h
a
i
-
-
N
H
円
九
『
-L・7
-
M
・
5
∞・

論

第
三
款

社
会
問
題

一
八
一
一
二
年
以
降
、
共
和
派
の
み
な
ら
ず
、
保
守
主
義
、
ヵ
ト
リ
シ
ス
ム
、
統
計
・

(
必
)

衛
生
・
政
治
経
済
学
者
な
ど
、
様
々
な
立
場
の
雑
誌
や
著
書
の
中
で
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
。
こ
こ
で
は
、
七
月
王
政
期
支
配
層
に
よ
る
公
的

「
社
会
問
題
z
s
a
S
E
a
m
号
)
」
と
い
う
語
は
、

秩
序
へ
の
把
握
と
の
か
か
わ
り
か
ら
、
「
社
会
」
に
関
す
る
新
た
な
知
の
成
立
、
貧
困
と
治
安
維
持
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
こ
つ
の
論
点
を

採
り
あ
げ
、
「
社
会
問
題
」

の
意
味
内
容
を
検
討
す
る
。

北法55(4・188)1572



(
一
)
統
計

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (2) 

こ
の
時
期
の
公
的
秩
序
に
関
す
る
問
題
は
、
支
配
層
に
と
っ
て
操
作
可
能
な
知
の
体
系
、
す
な
わ
ち
社
会
統
計
学
や
衛
生
学
な
ど
に
よ
っ

(
叫
刊
)

て
認
識
さ
れ
、
表
象
さ
れ
る
。
一
八
一
二
O
年
か
ら
四
0
年
代
は
、
「
統
計
の
熱
狂
時
代

Q.baa-g円

7
2
5
5
n
広
告
書
官
。
)
」
と
称
さ
れ
る
。

十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
、
「
政
治
算
術
」
、
人
口
、
生
産
、
財
政
な
ど
の
対
象
に
つ
い
て
、
行
政
を
補
完
す
る
目
的
で
利
用
さ
れ

(
灯
)

た
統
計
は
、
一
八
一
一
一
O
年
前
後
か
ら
、
衛
生
、
法
、
医
学
な
ど
、
民
衆
の
具
体
的
生
活
環
境
に
か
か
わ
る
多
様
な
領
域
へ
と
対
象
を
拡
大
さ

せ
、
技
術
者
、
衛
生
学
者
、
医
師
、
法
学
者
な
ど
の
実
践
的
知
の
担
い
手
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
。
た
と
え
ば
、
理
工
科
学
校

(開

g
g
-
5
g
R
E
F
S
5
)
を
卒
業
し
た
技
師
た
ち
は
、
経
済
・
技
術
・
数
学
的
な
知
を
実
践
に
応
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
一
八
二
七

年
に
発
刊
さ
れ
る
『
刑
事
司
法
省
一
般
報
告
書

(ncg回
忌
な
尽
豆
島
三
戸
雪
旨
冨
g
z
g
号

Z
E邑
BEsso--m)』
で
は
、
法
学
者
の
手

(
将
)

に
よ
っ
て
犯
罪
統
計
が
収
集
さ
れ
、
同
時
代
の
知
的
世
界
に
大
き
な
反
響
を
も
た
ら
し
た
。

一
八
二
九
年
『
公
衆
衛
生
法
医
学
年
報
写
干

き
宮
、
、
日
誌
を
同
町
、
民
乞
右
足
町
内
H
h
H

町、
3
h
丸町内向ヨミ
h
h
む
な
)
』
で
は
、
医
師
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
精
神
障
害
、
自
殺
、
民
衆
の
健
康
状
態
な
ど
に
関

(
相
)

す
る
統
計
調
査
が
実
施
さ
れ
、
監
獄
の
設
計
、
都
市
の
衛
生
設
備
、
法
医
学
へ
の
提
言
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
創
刊
号
で
は
、
次
の
よ
う
に
宣

(
印
)

言
さ
れ
て
い
る
。
「
医
学
は
病
気
の
研
究
と
治
療
を
目
的
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
組
織
化
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
」
。
さ
ら
に
、

衛
生
学
者
パ
ラ
ン
・
デ
ユ
シ
ャ
ト
レ
が
こ
の
時
期
に
著
し
た
パ
リ
市
の
下
水
道
、
売
春
の
実
態
に
関
す
る
社
会
調
査
は
、
公
衆
衛
生
行
政
に

(
日
)

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

一
八
三
五
年
に
発
表
さ
れ
た
統
計
学
者
ケ
ト
レ
の
『
人
間
と
そ
の
能
力
の
発
展
に
つ
い
て

l
社
会
物
理
学
論
』
は
、
個
人
と
社
会
の
関

(
位
)

係
や
、
社
会
規
範
に
つ
い
て
の
新
し
い
と
ら
え
方
を
示
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
多
数
の
人
聞
を
統
計
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
の
「
一
般
的
性
質
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
出
生
・
生
育
・
死
亡
は
一
定
の
法
則
に
従
っ
て
起
こ
る
。
そ
れ
だ

北法55(4・189)1573

け
で
な
く
、
犯
罪
す
ら
一
定
の
確
率
で
生
じ
て
い
る
。



説

「
社
会
は
そ
の
中
に
、
犯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
一
切
の
犯
罪
の
も
と
(
胃
3
2
)
を
含
ん
で
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
社
会
こ
そ
が
犯
罪

(
幻
)

を
準
備
す
る
の
で
あ
り
、
犯
罪
者
は
そ
れ
を
実
行
す
る
道
具
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
振
る
舞
い
は
、
彼
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
統
計
的
法
則
は
、
善
悪
に
関
す
る
規
範
的

北法55(4・190)1574

告"'-
長岡

準
則
を
も
明
ら
か
に
す
る
。

「
モ
ラ
ル
に
か
ん
す
る
我
々
の
基
準
と
は
、
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
陥
り
や
す
い
あ
ら
ゆ
る
極
端
さ
か
ら
距
離
を
と
り
、
正
当

な
限
度
内
に
と
ど
ま
る
と
き
、
人
間
の
性
質
は
徳
(
〈

EC)
と
な
る
:
・
。
あ
る
時
代
に
、
自
己
の
う
ち
に
平
均
的
人
間
の
あ
ら
ゆ
る

(
以
)

性
質
を
備
え
た
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
も
の
、
美
な
る
も
の
、
善
な
る
も
の
を
代
表
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

ケ
ト
レ
に
と
っ
て
、
「
平
均
」
と
は
「
社
会
の
表
現
(
伺
与

5
5
g
含

S
E
n
-公
私
)
」
で
あ
る
。
規
範
的
準
則
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
で
は
な
く
、

「
社
会
」
の
内
部
に
見
出
せ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
善
悪
の
基
準
は
、
社
会
の
現
象
聞
の
統
計
的
偏
差
|
正
常
と
異
常

l
の
中
に
表
現
さ

れ
る
。

( 

ー
) 

モ
ラ
ル

こ
の
時
期
の
社
会
統
計
は
、
人
民
の
「
モ
ラ
ル
」
を
読
解
す
る
と
い
う
目
的
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
ゲ
リ
l
は
、
『
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
ル

(
日
)

に
か
ん
す
る
統
計
論
』
(
一
八
三
三
年
)
で
、
自
然
科
学
的
方
法
を
導
入
し
た
「
モ
ラ
ル
」
の
観
察
を
唱
え
た
。
ケ
ト
レ
の
社
会
統
計
学
、

ダ
ン
ジ
ェ
ヴ
イ
ル
「
身
体
あ
る
い
は
モ
ラ
ル
と
の
関
連
か
ら
み
た
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
統
計
論
』
(
一
八
三
六
年
)
、
そ
れ
を
受
け
た
デ
ユ
フ
ォ

l

『
統
計
学
概
論
、
あ
る
い
は
社
会
的
諸
事
実
の
生
成
法
則
に
関
す
る
研
究
」
(
一
八
四
O
年
)
な
ど
で
は
、
身
体
や
物
質
的
環
境
と
人
々
の

(
防
)

「
モ
ラ
ル
」
の
あ
り
方
と
の
関
係
が
主
題
と
さ
れ
た
。

こ
こ
で
「
モ
ラ
ル
」
と
は
、
日
常
の
生
活
規
範
を
意
味
す
る
「
道
徳
」
よ
り
も
広
い
対
象
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
び
と
の
振
る
舞



い
や
生
活
態
度
を
規
定
す
る
、
集
合
的
な
精
神
の
あ
り
方
を
意
味
す
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
、
伝
統
的
な
内
的

省
察
に
基
づ
く
人
聞
論
と
し
て
の
「
道
徳
哲
学

(Bog-
芸巳
2
8
S
)
」
と
異
な
り
、
人
間
同
士
の
関
係
の
総
体
を
扱
う
「
社
会
の
科
学
」

(
幻
)

の
対
象
と
し
て
、
「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
。
一
八
三
0
年
代
に
「
大
衆
的
貧
困
」
へ
の
対
応
が
問
題
と
な
る
と
、
民
衆
の
生

活
習
慣
、
労
働
規
律
、
衛
生
習
慣
、
家
族
形
態
、
飲
酒
・
貯
蓄
習
慣
な
ど
が
、
公
的
秩
序
と
の
関
わ
り
か
ら
問
題
化
さ
れ
、
統
治
権
力
に
よ

る
観
察
の
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
モ
ラ
ル
」
と
し
て
総
称
さ
れ
る
。

フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年ì (2 i 

フ
レ
ジ
エ
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
、
売
春
、
泥
酔
、
擾
乱
な
ど
の
「
悪
」
は
、
「
人
間
に
感
情
が
内
在
し
て
い
る
よ
う
に
、
社
会

と
い
う
組
織
に
内
在
し
て
い
る
」
。
そ
れ
を
廃
絶
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
貧
民
の
「
習
俗
」
に
働
き
か
け
、
「
モ
ラ
ル
」
を
向
上
さ

(
日
)

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
数
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ユ
シ
ャ
テ
ル
は
、
貧
窮
の
原
因
を
、
下
層
階
級
の
思
慮
と
計
画
性
の
欠
如

(
ぬ
)

に
あ
る
と
し
た
。
ヴ
ィ
ラ
ル
メ
は
、
「
工
場
の
労
働
者
は
、
節
制
、
倹
約
、
予
見
、
品
性
を
欠
い
て
い
る
」
と
し
、
そ
の
原
因
を
「
大
工
場

(ω) 

で
の
労
働
者
の
定
期
的
会
合
、
移
動
労
働
者
の
た
ま
り
場
、
異
な
る
性
と
年
齢
の
混
合
」
に
見
出
し
た
。
ピ
ュ
レ
に
よ
れ
ば
、
「
貧
窮

(E'

(
山
山
)

田
和
お
)
と
は
、
モ
ラ
"
に
お
い
て
現
れ
た
貧
困
(
宮
口
〈
お
尽

E
g
E
E
C邑
目
)
の
こ
と
で
あ
る
」
o

こ
れ
ら
の
論
者
は
、
「
社
会
問
題
」
を
「
モ

ラ
ル
」
の
問
題
と
と
ら
え
、
下
層
階
級
の
「
モ
ラ
ル
」
を
組
織
的
に
改
善
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
モ
ラ
ル
化

(
g
o
E
5
5
2
)」
を
、
統

(
目
出
)

治
権
力
の
新
た
な
課
題
と
す
る
。

た
と
え
ば
、

(
三
)
危
険

北j去55(4・191)1575 

支
配
層
の
「
社
会
問
題
」
認
識
に
お
い
て
、
貧
困
現
象
は
、
犯
罪
・
擾
乱
・
伝
染
病
な
ど
、
秩
序
を
撹
乱
す
る
多
様
な
現
象
と
結
び
つ
け

(
臼
)

ら
れ
、
統
治
権
力
に
よ
る
指
導
や
介
入
の
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
ピ
ュ
レ
の
一
言
う
よ
う
に
、
「
貧
困
」
と
は
、
積
極
的
に
定
義
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
ら
か
の
必
要
物
が
「
欠
如
」
し
た
「
消
極
的
」
状
態
で
あ
り
、
具
体
的
内
容
は
、
文
脈
に
応
じ
て



説

(
似
)

規
定
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
デ
ュ
シ
ヤ
テ
ル
は
言
う
。
「
ひ
と
が
貧
困
の
原
因
を
数
え
上
げ
、
分
類
し
よ
う
と
す
る
と
、
最
初
に
驚
か
さ

論

れ
、
悩
ま
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
原
因
が
あ
ま
り
に
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
能
力
の
欠
陥
、
事
故
:
・
、
無
規
律
、
不
摂
生
、
長
期
の

(
白
山
)

病
気
、
災
害
、
生
ま
れ
持
っ
た
不
幸
:
・
」
。
貧
困
は
、
「
杜
会
的
」
環
境
に
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
秩
序
を
脅
か
す
要
素
と

結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
「
社
会
問
題
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
一
八
三
四
年
に
公
刊
さ
れ
た
そ
ロ
グ
の
「
大
衆
的
貧
困
に
つ
い
て
』
で

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
貧
民
を
都
市
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
。
彼
ら
は
都
市
に
お
い
て
無
為
の
う
ち
に
育
ち
、
仕
事
が
あ
る
と

(ω) 

き
に
は
放
蕩
の
う
ち
に
堕
し
、
仕
事
が
な
い
と
き
に
は
、
乞
食
と
窃
盗
に
ま
で
堕
落
す
る
」
。

一
八
四
O
年
に
「
道
徳
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
賞
を
受
賞
し
た
フ
レ
ジ
エ
の
『
大
都
市
の
民
衆
に
お
け
る
危
険
な
諸
階
級
に
つ
い
て
』

は
、
こ
の
時
期
の
貧
困
認
識
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

「
貧
し
く
、
堕
落
し
た
階
層
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
犯
罪
者
の
最
も
豊
か
な
温
床
で
あ
っ
た
し
、
そ
う
あ
り
つ
づ

け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
人
々
こ
そ
、
我
々
が
特
に
『
危
険
な
階
級
(
口

z
a
g
E呂
2
2
8凶
)
』
と
呼
ぶ
人
々
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

た
と
え
悪
徳
が
背
徳
的
行
為
を
伴
わ
な
い
場
合
に
も
、
そ
の
人
間
の
貧
困
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
彼
は
社
会
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
不

安
の
対
象
と
な
り
、
危
険
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
貧
困
が
、
悪
徳
さ
ら
に
は
怠
惰
に
よ
っ
て
生
活
条
件
を
悪
化
さ
せ
る
に
つ
れ
て
、

(mw) 

社
会
の
危
険
は
ま
す
ま
す
増
大
し
、
差
し
迫
っ
て
き
て
い
る
。
」

フ
レ
ジ
エ
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
犯
罪
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
危
険

(
s
g
m
R
)
」
で
あ
る
。
「
危
険
」
と
は
、
犯
罪
や
擾
乱
の

兆
候
で
あ
り
、
そ
の
潜
在
的
可
能
性
で
あ
る
。
「
貧
困
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
危
険
」
と
識
別
不
可
能
な
形
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
「
貧
民
は
、

勤
勉
で
規
律
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
他
の
誰
よ
り
も
悪
徳
と
犯
罪
に
接
し
て
い
る
。
危
険
な
階
級
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
我
々
は
、

(
印
叩
)

貧
民
こ
そ
が
危
険
な
階
級
の
大
部
分
を
構
成
し
て
い
る
と
確
信
す
る
機
会
を
、
幾
度
と
と
な
く
得
て
き
た
」
。
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
策
は
、

こ
う
し
た
兆
候
を
下
層
階
級
の
中
に
読
み
取
り
、
そ
の
顕
在
化
を
予
防
す
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
。

北j去55(4・192)1576
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以
上
の
よ
う
に
、
「
社
会
問
題
」
と
い
う
認
識
は
、
七
月
王
政
期
支
配
層
の
公
的
秩
序
を
捉
え
る
視
座
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。
秩
序
を

具
体
化
す
る
た
め
に
は
、
個
人
を
取
り
囲
む
集
合
的
「
モ
ラ
ル
」
を
観
察
し
、
組
織
的
に
改
善
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
「
モ
ラ
ル
」
は
、

家
庭
か
ら
、
地
域
の
人
間
関
係
、
仕
事
場
、
階
層
全
体
に
至
る
ま
で
、
論
者
に
応
じ
て
様
々
な
広
が
り
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
。
こ
の
「
モ
ラ

ル
」
の
概
念
と
対
応
す
る
の
が
、
「
危
険
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
危
険
」
と
は
、
秩
序
に
反
す
る
犯
罪
、
擾
乱
、
伝
染
病
な

ど
の
兆
候
で
あ
る
。
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
兆
候
を
あ
ら
か
じ
め
認
識
し
、
予
防
と
管
理
を
行
う
こ
と
、
そ
の
た
め
に
下

層
階
級
の
「
モ
ラ
ル
」
を
観
察
し
、
組
織
的
な
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
社
会
的
秩
序
と
は
、
「
公
的
」
と
い
う
規
範
的
意

味
に
支
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
秩
序
を
撹
乱
す
る
諸
要
因
を
発
見
す
る
知
、
そ
う
し
た
知
の
蓄
積
に
基
づ
く
介
入
の
絶
え
ざ
る
実
践
に
よ
っ

て
、
事
実
的
に
保
持
さ
れ
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
統
治
権
力
の
あ
り
方
を
、
本
稿
で
は
「
社
会
化
(
目
。
n
Eナ

g
E
C
ロ
)
」
と
称
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
秩
序
像
を
〈
社
会
化
さ
れ
た
公
共
性
〉
と
称
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
初
期
に
提
唱
さ
れ
た
公
と
私
、
国
家
と
個
人
の
二
元
的
構
造
か
ら
成
る
秩
序
像
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
聞

い
直
さ
れ
た
の
か
を
、
〈
市
民
的
公
共
性
〉
〈
政
治
化
さ
れ
た
公
共
性
〉
〈
社
会
科
学
の
公
共
性
〉
〈
社
会
化
さ
れ
た
公
共
性
〉
と
い
う
類
型
を

用
い
て
考
察
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
語
ら
れ
た
規
範
的
秩
序
原
理
は
、
産
業
化
に
と
も
な
う
「
大
衆
的
貧
困
」
の
登
場
と
と
も
に
、
個

本
章
で
は
、

人
を
「
社
会
化
」
す
る
権
力
の
あ
り
方
へ
の
問
い
へ
と
、
問
題
構
成
を
移
行
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
時
期
以
降
、
「
社
会
」
と
は
、
自
律
し
た

個
人
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
規
範
的
秩
序
を
指
す
の
で
は
な
く
、
個
人
の
存
立
と
集
合
的
秩
序
の
安
定
を
支
え
る
具
体
的
な
生
活
環
境
・
労

働
習
慣
・
衛
生
習
慣
・
家
族
形
態
・
交
友
関
係
な
ど
の
集
積
を
意
味
す
る
。
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
、
「
社
会
的
技
術
(
皇

8
2包
)
」
と
称
さ
れ
た
統
治
実
践
は
、
こ
の
よ
う
な
「
社
会
的
」
な
場
を
対
象
と
し
た
権
力
の
あ
り
方
を
指
し
て
い
る
。
十
九
世
紀
以
降
の

思
想
の
特
徴
は
、
国
家
が
こ
の
よ
う
な
統
治
実
践
を
担
う
機
関
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
他
の
中
間
集
団
、
地
方
組
織
、
家
族
な
ど
と
同
じ
平

北法55(4・193)1577 
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聞
に
就
い
て
』
、
全
二
巻
、
岩
波
文
庫
)
。
ケ
ト
レ
(
E
B
Z
3
〉
号
ザ
忘
』
忠
告
目
的
β
g
E
戸
コ
ま
ム
∞
豆
)
は
ベ
ル
ギ
ー
の
ガ
ン
(
。
s
ι
)
に
生

ま
れ
、
同
地
で
中
等
教
育
を
受
け
、
ア
テ
ネ
学
院
の
数
学
の
教
職
に
就
い
た
。
一
八
二
O
年
に
王
立
学
士
院
会
員
に
選
出
さ
れ
、
一
八
四
一
年

の
ベ
ル
ギ
ー
中
央
統
計
委
員
会
(
E
B
B
-
5
s
g
昆
邑
伺
常
明
言
E
宮
町
)
設
立
、
一
八
五
三
年
の
プ
リ
ユ
ツ
セ
ル
で
の
第
一
回
国
際
統
計
会
議

(
n
g明
宏

S
R
3
邑
。
E
E
2
E
Z
E
E
伺
)
開
催
に
尽
力
す
る
な
ど
、
統
計
学
者
と
し
て
活
躍
し
た
。

(臼
)
(
M
E
a
n
-
o
f
h》

FY』ミHhmgロミ同・iqhv・円九『よ円・ア司-S・

(
M
)

〈

M
S
E
2
4
3
y呂
志
m
g
R
4
t
w
也
、
.
門

F
円
N
・
3
・
凶
S
'
這
凶
・
こ
の
よ
う
に
、
ケ
ト
レ
に
と
っ
て
「
徳
」
と
は
、
卓
越
性
で
は
な
く
、
同
時
代
の
平

均
的
傾
向
を
代
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。

(
日
)
〉
口
弘
司
令
室
n
z
-
。
s
s
・

-
S言
、
』
む
き
さ
室
内
き
さ
な
え
と
む
手
室
内
角
・
2
2
4
】
∞
出
・
ゲ
リ
1
(
〉
昆
広
E
n
y
o
-
p
g
)
は
一
八
O
二
年
に

ト
ゥ

l
ル
で
生
ま
れ
、
ポ
ワ
テ
イ
エ
で
法
学
を
修
め
た
の
ち
、
パ
リ
で
統
計
学
の
専
門
家
と
し
て
活
躍
し
、
医
学
、
衛
生
、
犯
罪
、
モ
ラ
ル
な

ど
に
か
ん
す
る
統
計
書
を
数
多
く
発
表
し
た
。

(
日
)
〉
品
。
ザ
宮
円
〉
ロ
伺
2
-
-
0
・
即
言
言
、
~
b
己主
h
H
H
4
E
司
令
E
E
E
~
皇
室
、
言
明
白
九
宗
門
S
己
円
泳
、
h
n
h
s
h
室
内
~
2
2
・
5
2叫

2
2
5
毛
色
、
号
、
E
)
ミ
2
2
n
H

ヨ
ミ
ぬ
ま
b
E
P
戸
∞
凶
か
U

同
〉
・
U
E
P
P
M
-
S
H
h
a
2
E
E
h
室
内
w
g
M
S
E
江
町
民
ミ
ゼ
豆
町
民
内
三
包
含
弘
、
告
、
知
之
2
室
内
~
~
2
足
ゑ
高
~
色
、
E
3
H
r
h
k町
旨
hb円九巴RH

.
言
町
三
、
z
z
s
h
a
h
九
時
耐
震
守
口
室
内
三
三
九
品
ミ
ミ
ヨ
ミ
ミ
さ
な
宮
、
也
、
ミ
む
な
s
k
y
b
s
n
b
U
F
M
J
S
F
お
き
・

(
訂
)
コ
ン
ド
ル
セ
が
一
七
八
0
年
代
ま
で
用
い
て
い
た
「
道
徳
政
治
科
学
(
E
m
R
2
2
0
3目

2
2
3
E
5
5
出
)
」
と
い
う
表
現
は
、
統
治
行
為
の
領

域
と
、
人
々
の
相
互
行
為
か
ら
成
る
領
域
を
、
同
一
の
視
点
か
ら
関
連
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
こ
の
表
現
は
、
コ
ン
ド
ル

セ
の
み
な
ら
ず
、
当
時
一
般
に
流
通
し
て
い
た
(
円
円
与
E
E
E
g
F
守
主
主
今
R
S
E
c
s
y
s
w
g
尽
き
ミ
ミ
室
内
、
む
な
S芯
偽

札

2
?
町
内
定
辺
町
三

三
2
6
~
2
h
H
h
u
q
~
さ
さ
A
S
P
-
J
訳
、
司
・
m
o
-
u
s
a
-
U
九
円
ご
也
、
s
h
H
町
、
内
定
、
え
て
町
三
氏
弘
司
h
h
円
九
室
町
内
h
君
主
、
む
な
h
w
恥
円
。
=
。
、
喝
H
S
E
a
-
、
も
た
同
右
足
司
同
町
H
h
h
y
~
。
ミ
ミ
凡
屯
h
h
a
-

コ
3
ム
叫
∞
凶
)
。
コ
ン
ド
ル
セ
が
後
に
、
そ
れ
を
「
社
会
の
科
学
(
5
s
n
a
g
n
E
g
)
」
と
称
し
た
こ
と
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
モ
ラ
ル
」
と
い
う
場
合
、
一
般
に
「
精
神
」
と
訳
さ
れ
る
男
性
名
詞
(
F
B
虫
色
)
と
、
「
道
徳
」
と
訳
さ
れ
る
女
性
名
詞

(
E
B
o
g
-
m
)
と
が
あ
る
。
筆
者
の
確
認
す
る
か
ぎ
り
、
コ
ン
ド
ル
セ
は
公
庁
ヨ
。
邑
v
v
を
主
に
用
い
て
い
た
が
、
十
九
世
紀
以
降
の
「
道
徳
政

治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
分
類
な
ど
で
は
、
こ
白
E
o
s
-
m
》
の
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
日
本
語
の
「
道
徳
」
よ
り
広
く
、
「
精

神
」
と
「
道
徳
」
の
両
方
に
ま
た
が
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
で
き
る
限
り
「
モ
ラ
ル
」
と
訳
す
。

(
問
)
。
-
a

〉
明
広
m
B
F
U
S
円
~
b
a
s
a
s
h
2
2
h
同
h
h
n
位
、
色
、
R
E
H
h
s
h
s
h
t
h
h
s
=
h
s
=
~
~
2
ミ
S
h
吉
q
y
s
h
弘
司
~
内
旬
、
2
弘
之
宮
内
九
~
~
内
定
、
宮
内
子
司
h
S
F
-
∞
品
(
)
4
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「
社
会
経
済
学

3
8
8
5
5
8巳
色
。
)
」
は
、

一
八
二
一
O
年
前
後
に
「
政
治
経
済
学

3
S
E
E
n
宮
-
宣
告
白
こ
か
ら
分
岐
し
、
七
月
王
政

期
を
通
じ
て
支
配
層
に
よ
る
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
を
担
っ
た
思
想
潮
流
で
あ
る
。
そ
の
担
い
手
は
、
行
政
官
、
経
済
学
者
、
統
計
学
者
、

衛
生
学
者
な
ど
、
実
践
に
近
い
立
場
に
あ
り
、
主
に
「
道
徳
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
(
〉

g庶
E
O色
町
田

5
2
n
g
B
o
g
-
2
2
℃

C
E告
2
)
」

の
周
囲
に
集
ま
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
社
会
経
済
学
の
内
部
に
も
、
博
愛
主
義
、
公
衆
衛
生
論
、
カ
ト
リ
シ
ス
ム
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス

ム
、
左
派
な
ど
、
様
々
な
思
想
的
立
場
の
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
「
社
会
問
題
」
を
伝
統
的
紐
帯
の
衰
退
の
帰
結
と
と
ら
え
、

中
間
集
団
と
家
族
の
強
化
を
通
じ
た
「
モ
ラ
ル
」
の
組
織
化
を
主
張
し
、
国
家
の
役
割
を
補
完
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
点
で
共
通
す
る
。

フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年) (2) 

第
一
款

先
行
研
究
と
視
角

(
I
)
 

フ
l
コ
l
の
影
響
を
受
け
た
論
者
に
よ
っ
て
、
社
会
経
済
学
に
関
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

一
八
三
0
年
代
の
「
新
し
い
貧
困
」
「
大
衆
的
貧
困
」
の
発
見
に
よ
っ
て
、
古
典
的
な
自
由
放
任
主
義
が
変
容
を
蒙
り
、

産
業
の
自
由
と
治
安
維
持
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
、
貧
民
を
統
制
す
る
規
律
権
力
が
「
社
会
」
内
部
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

ド
ン
ズ
ロ
は
、
家
族
の
強
化
を
主
題
と
す
る
著
作
の
中
で
、
「
新
し
い
貧
困
」
へ
の
対
応
と
し
て
現
れ
た
二
つ
の
思
想
潮
流
の
対
抗
を
強

調
し
て
い
る
。
一
方
で
「
キ
リ
ス
ト
教
政
治
経
済
学
」
は
、
富
裕
層
と
貧
困
層
の
伝
統
的
な
支
配
服
従
関
係
を
維
持
し
、
「
慈
善
」
を
強
化

す
る
こ
と
を
唱
え
た
。
他
方
で
「
社
会
経
済
学
」
は
、
貯
蓄
・
衛
生
な
ど
に
か
か
わ
る
新
し
い
「
モ
ラ
ル
」
を
貧
民
に
内
面
化
さ
せ
る
た
め

(2) 

に
、
抑
圧
や
服
従
で
は
な
く
、
教
育
や
助
言
を
主
と
す
る
貧
民
へ
の
働
き
か
け
を
唱
え
た
。
「
十
九
世
紀
を
通
じ
て
、
慈
善
と
博
愛
[
社
会

(
3
)
 

経
済
学
]
と
の
競
争
が
あ
り
」
、
最
終
的
に
「
博
愛
が
勝
利
し
た
」
。
こ
の
時
期
の
言
説
に
お
け
る
家
族
と
医
学
・
衛
生
・
教
育
と
の
結
び
つ

(
4
)
(
5
)
 

き
は
、
家
族
が
私
的
空
間
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
的
規
律
を
担
う
組
織
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
。

一
九
七
0
年
代
後
半
以
降
、

の
研
究
に
よ
れ
ば
、

jヒ法55(4・197)1581



説

フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
二
月
革
命
ま
で
を
扱
っ
た
思
想
史
研
究
の
中
で
、
「
社
会
経
済
学
」
を
主
題
に
据
え
て
い
る
。
彼

(
6
)
 

女
に
よ
れ
ば
、
七
月
王
政
期
の
社
会
経
済
学
の
同
一
性
は
、
思
想
内
容
で
は
な
く
、
問
題
の
共
有
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
十
八
世
紀
ま
で

の
「
古
典
的
政
治
経
済
学
」
を
批
判
す
る
一
方
で
、
社
会
主
義
か
ら
も
距
離
を
取
り
、
「
大
衆
的
貧
困
」
へ
の
対
応
を
、
国
家
で
は
な
く
博

愛
組
織
、
パ
ト
ロ
ナ
!
ジ
ュ
、
家
族
な
ど
に
委
ね
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
社
会
経
済
学
で
は
、
貧
民
の
権
利
で
は
な
く
、
衛
生
・
医
学
・

(
7
)
 

貯
蓄
・
労
働
な
ど
に
か
か
わ
る
集
合
的
「
モ
ラ
ル
」
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
の
担
い
手
と
し
て
は
、
博
愛
主
義
者
、
政
治
経
済
学
者
、

(
8
)
 

衛
生
学
者
、
カ
ト
リ
ッ
ク
な
ど
、
幅
広
い
立
場
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。

プ
ロ
カ
ッ
チ
は
、

吾£為

阿岡

エ
ヴ
ア
ル
ド
は
、
主
著
『
福
祉
国
家
』
に
お
い
て
、
一
八
O
四
年
民
法
に
表
現
さ
れ
た
個
人
的
責
任
原
理
の
変
容
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い

る
。
個
々
人
の
安
楽
や
生
命
を
脅
か
す
「
リ
ス
ク
」
へ
の
補
償
責
任
を
「
社
会
」
全
体
が
担
う
と
い
う
「
社
会
権

2
5
2
0
n
E
)」
の
理
念

(
9
)
 

は
、
「
新
し
い
政
治
的
合
理
性
」
、
「
新
し
い
存
在
論
的
状
況
」
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
過
程
を
辿
っ
て
生
ま
れ
た

と
さ
れ
る
。

第
一
に
、
十
九
世
紀
初
頭
の
自
由
主
義
者
は
、
法
的
な
平
等
と
事
実
的
不
平
等
と
を
区
別
し
、
法
的
領
域
の
外
部
に
、
他
者
へ
の
共
感
に

基
づ
く
社
会
的
義
務
の
領
域
が
存
在
す
る
、
と
と
ら
え
た
。
貧
困
へ
の
対
応
は
、
こ
の
「
社
会
的
」
領
域
に
お
け
る
博
愛
活
動
に
委
ね
ら
れ

エ
ヴ
ア
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
的
な
も
の
吉
田
。
巳
曲
目
)
は
、
自
由
主
義
的
政
治
哲
学
の
本
質
的
な
関
心
対
象
」
で
あ
っ

た7エる
。と2ベ

き
で
あ
る一

八
一
二

0
年
代
に
入
る
と
、
「
大
衆
的
貧
困
」
の
登
場
に
よ
っ
て
、
貧
困
が
個
人
的
責
任
を
越
え
た
労
働
者
階
級
全
体
の
問
題

(
日
)

と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
、
ジ
エ
ラ
ン
ド
か
ら
ル
・
プ
レ
に
引
き
継
が
れ
る
「
社
会
経
済
学
」
は
、
国
家
で
は
な
く
家
族
・
パ

(ロ)

ト
ロ
ナ
l
ジ
ユ
の
役
割
を
重
視
し
、
労
働
者
階
級
へ
の
慈
善
や
貯
蓄
・
労
働
の
奨
励
を
主
張
し
た
。

自
由
主
義
と
社
会
経
済
学
と
い
う
二
つ
の
思
想
は
同
一
で
は
な
い
が
、
両
者
と
も
、
貧
困
や
扶
助
を
権
利
の
問
題
と
区
別
さ
れ
た
「
社
会
」

第
二
に
、

北法55(4・198)1582



フランス福祉国家の思想的源流 (1789~1910年) (2) 

の
問
題
と
と
ら
え
る
点
で
共
通
す
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
が
、
世
紀
後
半
に
一
般
化
す
る
「
リ
ス
ク
」
の
統
計
的
把
握
と
い
う
考
え
と
結
び

つ
く
と
き
、
病
気
や
事
故
は
「
社
会
」
に
内
在
す
る
「
リ
ス
ク
」
の
偶
発
で
あ
り
、
個
人
で
は
な
く
「
社
会
」
こ
そ
が
そ
れ
へ
の
補
償
責
任

(日
)
(
M
)

を
担
う
、
と
い
う
「
社
会
権
」
の
理
念
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

以
上
の
研
究
の
特
搬
は
、
十
九
世
紀
思
想
に
お
け
る
「
社
会
」
の
主
題
化
が
、
国
家
の
外
部
領
域
に
お
け
る
規
律
権
力
の
拡
散
と
い
う
文

脈
か
ら
理
解
さ
れ
、
そ
の
端
緒
と
し
て
社
会
経
済
学
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
、
「
社
会
的
な
も
の
」
を
主
題
化
し
た
異

(
日
)

な
る
思
想
潮
流

l
七
月
王
政
以
降
の
政
治
経
済
学
、
社
会
経
済
学
、
連
帯
主
義
な
ど

l
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
不
明
確
な
点
が
少
な
く
な

(
凶
)

ぃ
。
例
え
ば
ド
ン
ズ
ロ
は
、
「
慈
善
」
(
社
会
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
)
と
「
博
愛
」
(
社
会
経
済
学
)
を
区
別
し
、
そ
れ
以
外
の
論
者
は
、
両
者
を

社
会
経
済
学
の
中
に
含
め
て
い
る
。
社
会
経
済
学
と
世
紀
後
半
の
連
帯
主
義
は
、
ド
ン
ズ
ロ
、
エ
ヴ
ア
ル
ド
に
お
い
て
連
続
的
に
と
ら
え
ら

れ
、
カ
ス
テ
ル
に
よ
れ
ば
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
混
乱
は
、
と
り
わ
け
「
自
由
主
義
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
顕
著
で
あ
る
。
ド
ン
ズ
ロ
に
よ
れ
ば
、
社
会
経
済
学
と
は
、
よ
り
効

率
的
な
統
治
を
実
現
す
る
と
い
う
自
由
主
義
者
の
関
心
に
沿
う
思
想
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
カ
ツ
チ
は
、
社
会
経
済
学
に
お
け
る
「
社
会
的
な
も

の
」
の
概
念
を
、
「
自
由
主
義
理
論
の
基
盤
を
修
正
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
自
由
主
義
の
内
部
で
、
社
会
の
組
織
化
に
向
け
た
解

(
げ
)

決
策
を
構
成
し
た
も
の
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
エ
ヴ
ア
ル
ド
が
「
社
会
的
な
も
の
」
の
概
念
を
自
由
主
義
の
「
本
質
的
関
心
」
と
し
て
い

た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
の
問
題
点
は
、
「
自
由
主
義
」
と
い
う
語
の
意
味
内
容
が
暖
昧
で
あ
る
点
に
あ
る
。
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
国
家
の
外
延

に
広
が
る
吋
社
会
」
と
い
う
領
域
が
問
題
化
さ
れ
、
国
家
と
社
会
の
関
係
が
聞
い
直
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
重
要
な
こ
と

は
、
そ
れ
ら
の
思
想
の
あ
い
だ
に
、
産
業
化
、
法
と
モ
ラ
ル
、
国
家
と
中
間
集
団
、
自
由
と
平
等
の
意
味
づ
け
な
ど
を
め
ぐ
る
様
々
な
偏
差

や
対
立
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
自
由
主
義
」
と
「
社
会
的
な
も
の
」
を
直
接
に
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
対
立
点
は
視
野
の

北j去55(4・199)1583



説

外
に
置
か
れ
、
十
九
世
紀
の
思
想
史
的
過
程
が
、
「
自
由
主
義
者
」

(
凶
)

把
握
さ
れ
が
ち
に
な
る
。

の
関
心
に
沿
っ
た
規
律
権
力
の
一
方
向
的
な
拡
散
と
い
う
像
に
よ
っ
て

号ゐ

白岡

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
回
避
し
、
十
九
世
紀
支
配
層
内
部
の
思
想
的
対
立
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
「
自
由
主
義
」
と
「
社
会
的

な
も
の
」
を
直
接
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
「
社
会
的
な
も
の
」
の
措
抗
、
と
い
う
視
角
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
十
九
世
紀
支
配
層
の
思
想
を
、
「
政
治
経
済
学
」
、
「
社
会
経
済
学
」
、
「
社
会
的
共
和
主
義
」
、
「
連
帯
主
義
」
と
い
う
四
つ
の

潮
流
に
区
分
し
、
七
月
王
政
期
支
配
層
の
主
た
る
対
立
を
、
「
政
治
経
済
学
」
と
「
社
会
経
済
学
」
と
の
聞
に
見
出
す
。
こ
こ
で
両
者
の
区

別
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
政
治
経
済
学
が
、
十
九
世
紀
初
頭
か
ら
七
月
王
政
期
に
か
け
て
大
き
な
意
味
変
容
を
蒙
り
、
十
八
世
紀
末

ま
で
に
有
し
て
い
た
合
意
の
多
く
を
捨
象
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
政
治
経
済
学
の
生
成

と
変
容
の
中
に
七
月
王
政
期
の
政
治
経
済
学
を
位
置
づ
け
(
第
二
節
)
、
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
、
同
時
期
に
政
治
経
済
学
か
ら
分
岐
す

る
社
会
経
済
学
の
思
想
内
容
(
第
三
節
)
、
お
よ
び
統
治
像
(
第
四
節
)
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

(
1
)
経
済
思
想
史
で
は
、
シ
ス
モ
ン
デ
イ
以
降
の
社
会
経
済
学
は
、
古
典
派
経
済
学
へ
の
「
倫
理
的
」
で
「
素
朴
」
な
批
判
を
行
っ
た
と
さ
れ
る

か
、
階
級
論
や
マ
ク
ロ
均
衡
論
の
原
型
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
、
「
ケ
イ
ン
ズ
の
『
忘
れ
ら
れ
た
先
駆
者
』
」
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ

れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
シ
ユ
ム
ペ

l
タ
1

(
中
山
・
東
畑
訳
)
『
経
済
学
史

l
学
説
な
ら
び
に
方
法
の
諸
段
階
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
O
年、

一
八
三
頁
以
下
一
馬
渡
尚
憲
『
経
済
学
史
』
有
斐
問
、
一
九
九
七
年
、
二
一
七
頁
以
下
な
ど
。

(2)
』
忠
告

2
0
3
N伺
E
-
E
E
~
E
た

ζ
Sミ
24-vEFPASE--唱
斗
メ
宅

-
S
'
E
(
{子
波
彰
訳
『
家
族
に
介
入
す
る
社
会
1

近
代
家
族
と
国
家
の

管
理
装
置
』
新
曜
社
、
一
九
九
一
年
、
七
一

i
七
五
頁
)
。
ド
ン
ズ
ロ
に
よ
れ
ば
、
一
八
三
0
年
代
の
「
新
し
い
貧
困
」
に
対
応
し
た
思
想
に
は

三
つ
の
潮
流
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
社
会
主
義
は
、
私
有
財
産
と
家
族
を
廃
止
し
、
国
家
管
理
の
強
化
に
よ
る
社
会
革
命
を
主
張

し
た
。
第
二
に
、
「
キ
リ
ス
ト
教
政
治
経
済
学
」
に
は
、
「
慈
善
協
会
(
印
。
門
広
忠
nz
邑
sgm)
」
に
属
す
る
ヴ
ィ
ル
ヌ
l
ヴ
・
バ
ル
ジ
ユ
モ
ン
、
ド
・

~t法55(4 ・ 200)1584
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モ
ロ
グ
(
号
室
。
8加
c
n
)
、
ド
・
ポ
ム

l
ズ
(
侍
2
5
5
2
8
)
な
ど
が
含
め
ら
れ
る
。
第
三
に
、
「
社
会
経
済
学
」
に
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
道
徳

協
会
」
、
「
初
等
教
育
協
会
3
2
5肌

q
E
ロ
2
5
ロ
司
ロ
ヨ
巳
お
と
な
ど
に
属
す
る
ラ
・
ロ
シ
ユ
フ
l
コ
l
H
リ
ア
ン
ク
l
ル
、
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
、

ド
ロ
ズ
、
ジ
ェ
ラ
ン
ド
(
仏
刊
の
h
S
E
ι
0
)
、
デ
ユ
ノ
ワ
イ
エ
、
ギ
ゾ
i
、
ヴ
ィ
ラ
ル
メ
、
デ
ユ
パ
ン
な
ど
が
含
め
ら
れ
る
。

(
3
)
S
R
e
唱
-
E
(
邦
訳
、
七
六
頁
)
。

(
4
)
「
家
族
は
、
社
会
的
な
も
の
(
}
町
田
0
2
曲
目
)
の
女
王
で
あ
り
、
囚
人
で
あ
る
。
家
族
の
変
容
過
程
全
体
は
、
我
々
の
社
会
に
、
と
り
わ
け
秩
序
化

(
宮
丘
町
恥
)
と
い
う
特
徴
を
付
与
し
て
い
る
現
代
的
な
統
合
形
態
を
配
置
す
る
過
程
で
も
あ
る
」
(
H
E
h
-
-
-
Y
己
、
邦
訳
、
七
頁
)
o

彼
は
後
の
著
作

『
社
会
的
な
も
の
の
発
明
』
で
も
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
「
社
会
的
な
も
の
」
の
概
念
を
、
「
民
主
体
制
を
選
択
し
た
社
会
を
統
治
可
能
に
す
る

た
め
に
必
要
な
発
明
物
(
吉
〈
2
5
5
」
と
解
釈
し
て
い
る
(
』
忠
告
2
0
8
ぉ
E
-
h
・
S
て
さ
え
S
を
S
ミ
ミ
~
2
h
ミ
言
、
た
え
恥
門
~
s
k
m
h
E
E
S
h

E
主
主
F
E『

F
印

m
E
z
-
-
唱
ま
も
・
己
)
。

(
5
)
同
様
に
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
家
族
の
強
化
に
着
目
す
る
研
究
と
し
て
、
-
C
2
5
5
0
〉

-
C
=
n
F
E
さ
~
予
【
u
g
h
-
S
R出
足
g
~
-
h
q
吉

阿
佐
、
守
を
え
な
h
ミ
ミ
宇
言
内
向
~
h
q
門
豆
、
急
円
y
s
h
H
F
内
需
色
、
』
庁
町
、
同
句
'
g
a
h
h
d
き
.
?
ζ
M凶t
昌
弘
句
・
回
目
C
E
g
ロ
与
え
ま
m
n
o
ロ
巴
=
-
M
B
Z
ゆ
否
認
が
あ
る
。

リ
ン
チ
は
、
産
業
化
と
秩
序
の
安
定
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
、
家
族
の
強
化
を
通
じ
た
労
働
者
階
級
の
「
モ
ラ
ル
化
」
を
図
ろ
う
と
し
た
潮
流

と
し
て
、
「
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
「
社
会
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
前
者
は
、
国
家
の
介
入
に
批
判
的
で
あ
り
、
核
家

族
を
新
し
い
社
会
秩
序
の
中
心
と
見
な
し
た
。
後
者
は
、
国
家
の
介
入
に
両
義
的
で
あ
り
、
伝
統
的
な
家
父
長
的
家
族
の
再
生
を
主
張
し
た

(まえよ同
y

同
門
)
。
し
か
し
リ
ン
チ
に
よ
れ
ば
、
両
者
と
も
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
的
政
策
の
枠
内
に
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
(
S
R
-
勺
凶
)
。

(
6
)
2
2
2
口
曲
目
4
0
2
n
n
r
c
E
て
町
三
時
三
む
き
.
為
芯
~
E
4
2同
S
2
8
門
主
町
内
送
、
5
2
R
ミ
誌
や
お
A
H
3
・
3
3
・
∞
E
P
-
-
3
3
咽
匂

}S-

(
7
)
S
R
-
唱
-
N
N田

(
8
)
守九九
--HU--少匂・

MM同・2-M・

5
u・
例
え
ば
、
ラ
・
ロ
シ
ユ
フ
l
コ
i
H
リ
ア
ン
ク
i
ル
、
ジ
エ
ラ
ン
ド
な
ど
の
博
愛
主
義
者
、
パ
ラ
ン

H
デ
ユ
シ
ヤ

ト
レ
、
ヴ
ィ
ラ
ル
メ
な
ど
の
衛
生
学
者
、
シ
ヤ
ル
ル
・
コ
ン
ト
、
デ
ユ
ノ
ワ
イ
エ
、
ド
ロ
ズ
、
ア
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ン
キ
、
シ
ェ
ル
ピ
ユ
リ
ェ
、

レ
オ
ン
・
セ
イ
な
ど
の
政
治
経
済
学
者
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
i
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
、
ル
・
。
フ
レ
な
ど
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
社
会
経
済
学
者
な
ど
。

(9)
同wtEph・

m室
、
『
ミ
宣
言

R
告
・
門

F
勺・

5

「
社
会
権
」
の
考
え
は
、
一
八
六
八
年
の
ボ
l
ベ
ル
ジ
ェ
男
爵
の
言
葉
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。
「
我
々
の
社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
巨
大
な
保
険
、
す
な
わ
ち
脆
弱
さ
、
不
幸
、
無
知
に
た
い
す
る
保
険
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
(
ぽ

σ臼
g

号

切
。
言
語
G
q
e
n
o
号
聞
広
沼
田
}
白
門
戸
広
告
n
n
E
凶
(
)
ヨ
巴
-
∞
g
・
2
怠
目
U
R
F
E
E
叫
同
¥
同
S
H
h
U
3
て
尽
き
町
内
包
也
、
・
2
H
3日

u

・己)。

北法55(4・201)1585 



説

(叩
)
H
E
R
-
-
Y
吋∞・

(日
)
S
R・
円

y

ま
J

(
ロ
)
宮
丸
J
3・
ロ
ザ
己
】
・

(
日
)
也
九
九
二
ヲ
ご
ア
目

u-g-

(
M
H
)

さ
ら
に
、
エ
ヴ
ア
ル
ド
と
プ
ロ
カ
ッ
チ
の
議
論
を
引
き
継
い
だ
論
者
と
し
て
、
『
社
会
問
題
の
変
容
』
の
著
者
ロ
ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
が
い
る
。

カ
ス
テ
ル
に
よ
れ
ば
、
一
八
三
0
年
代
の
「
新
し
い
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
の
文
脈
で
、
「
国
家
と
異
な
る
政
治
的
」
概
念
が
登
場
し
た
。
国
家

の
介
入
を
制
限
し
、
私
的
な
慈
善
や
博
愛
に
訴
え
る
こ
の
「
社
会
」
概
念
は
、
自
由
主
義
と
社
会
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
と
さ
れ
る

が
、
両
者
の
相
違
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
有

$
2【

U
S
E
-
h
a
ヨ
hSヨ
ミ
1
2
2
号
吉
宮

2
5
5色町
E
F
Eロ
タ
。
巴

E
R
P
3
3・
3
・
3
唱
同
窓
)
。

さ
ら
に
カ
ス
テ
ル
は
、
十
九
世
紀
末
の
連
帯
主
義
者
に
導
入
さ
れ
た
「
社
会
国
家
(
開

E
g
a己
ご
と
、
世
紀
前
半
の
「
社
会
的
な
も
の
」
の
概

念
と
を
区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
「
社
会
権
」
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
貧
民
へ
の
扶
助
を
最
小
限
に
抑
制
し
、
慈
善
よ
り
も
監
視
や
統
制
を
重

視
し
た
(
志
向
転
噌
匂
・
お
ご
。

(
日
)
「
社
会
経
済
学
」
を
最
も
広
い
枠
組
み
で
理
解
す
る
例
と
し
て
、
ゲ
ラ
ン
『
社
会
経
済
学
の
発
明
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
社
会
経
済
学
を
、

「
政
治
経
済
学
が
そ
の
一
部
門
で
し
か
な
い
よ
う
な
社
会
科
学
一
般
」
と
定
義
し
(
〉
邑
芯
。
己
主

F
~に
き
て
き
た

S
た

E
g
g豆
町

8
2む
な
九

九九

h
R
3
Z
5
E
5
3
号
a
s
-
-
s蓉
ミ

5
5ミ

as色
き
こ
え
さ
コ
円
二
三
3
2
2
0
E〈
江
戸

n
E
J
F
ュp
n
n
g
g
F
E
-
-
s
p
て
)
、
十

九
世
紀
に
中
間
団
体
論
を
唱
え
た
あ
ら
ゆ
る
潮
流
|
自
由
主
義
(
デ
ユ
ノ
ワ
イ
エ
)
、
社
会
主
義
ス
ク
ー
ル
、
ヴ
ィ
ダ
ル
、
マ
ロ
ン
)
、
カ
ト

リ
ッ
ク
学
派
(
ル
・
プ
レ
学
派
)
、
連
帯
主
義
|
を
含
め
て
い
る
。

彼
の
議
論
は
、
第
四
章
で
扱
う
シ
ヤ
ル
ル
・
ジ
ッ
ド
の
一
八
九

O
年
の
講
演
「
社
会
経
済
学
の
四
学
派
」
(
内
宮
ユ

g
虫
色
タ
ぬ

E
ミ
今
ミ

s

hw恥
円

D
Z
。
ヨ
尽
さ
え
ミ
町
、
門
司
足
、
郎
、
.2門町
hhczzι
市内向

b~.bRE
丸町、
qミ
正
月
九
同
九
市
民
向
。
2Hb戸

、

n
-∞申
0
・『刊同
VEF--弘
司

mw『固・

U
2
5
n
F
p
h
R
F町

.ZHAm可』門号、同町内伺

窓
口
ミ
ミ
色
町
宮
内
白
色
、
守
E
s
h
H
岳
民
法
ミ
也
、
吉
道

S
F
o
n
s守
『
中
念

nmgv『P
3∞
メ
ロ

0・∞
N
)

に
依
拠
し
て
い
る
。
社
会
経
済
学
を
唱
え
る
ジ
ッ
ド
は
、

自
ら
の
「
新
学
派
」
が
そ
の
他
の
尚
子
派
対
立
を
止
揚
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
四
つ
を
「
社
会
経
済
学
」
に
含
め
た
。
し
か
し

ゲ
ラ
ン
は
、
こ
う
し
た
ジ
ッ
ド
の
意
図
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。

(
時
)
一
九
八
0
年
代
以
降
の
社
会
経
済
学
研
究
に
た
い
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
も
あ
る
。
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
前
半
の
パ
リ
市
の
博

愛
運
動
を
、
一
次
資
料
を
用
い
て
包
括
的
に
研
究
し
た
カ
テ
リ
l
ヌ
・
デ
ユ
プ
ラ
は
、
近
年
の
「
社
会
経
済
学
」
研
究
に
つ
い
て
、
「
事
実
の
検

面命

北法55(4・202)1586
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証
に
耐
え
」
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
パ
リ
の
博
愛
家
た
ち
の
言
説
と
実
践
を
追
跡
し
た
[
本
書
の
]
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
的
仮
説

は
、
し
ば
し
ば
ま
っ
た
く
確
証
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
(
C
P
2
5
0
毛
E
-
p
b
崎
町
ミ
ミ
笠
宮
S
S
宮
、
E
E
ミ
マ
§
町
内
-

E
ミ
耳
目
郎
w
b
皇
室
窓
口
む
な
ミ
な
き
さ
ミ
ミ
-
b
可
む
き
皇
内
也
記
号
吾
、
話
、
E
.
雪
』
清
己
附
円
~
F
S
-
M
L
》
呂
田
晴
Aリ
c
g
p広
島
唱
Z
2
2
8
内
庁
Z
忠
2
2和
問

02即日夕

3
3
・
同
y
u
∞
品
)
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
前
半
の
貧
困
問
題
へ
の
対
応
に
、
規
律
権
力
の
登
場
を
読
み
込
も
う
と
す
る
研
究
潮
流
に
は
二
つ

の
も
の
が
あ
る
。
一
つ
は
、
エ
ヴ
ア
ル
ド
の
「
福
祉
国
家
」
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
八
三

0
年
代
の
貧
困
認
識
の
転
換
に
、
十
九
世
紀
末
の

「
福
祉
国
家
」
に
結
実
す
る
よ
う
な
、
監
視
・
予
防
・
保
障
を
目
的
と
す
る
新
し
い
権
力
の
登
場
を
捉
え
て
い
る
(
ま
子
署
‘
凶
∞
ア
詰
凶
)
0

二
つ

め
は
、

J
・
ド
ン
ズ
ロ
や
P
・
メ
イ
ヤ
ー
な
ど
の
家
族
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
十
九
世
紀
の
博
愛
主
義
運
動
が
、
社
会
統
制
の
装

置
で
あ
る
家
族
を
再
編
・
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

デ
ユ
プ
ラ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
第
一
に
、
三

0
年
代
の
博
愛
家
は
、
一
貫
し
て
法
的
慈
善
に
慎
重
で
あ
り
、
国
家
の

介
入
を
最
小
限
に
抑
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
国
家
の
役
割
は
私
的
慈
善
の
促
進
・
協
力
・
規
制
に
と
ど
ま
り
、
世
紀
末
の
「
福

祉
国
家
」
の
起
源
を
そ
こ
に
読
み
込
む
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。

第
二
に
、
七
月
王
政
期
に
家
族
の
再
編
と
貧
民
の
規
律
化
を
唱
え
る
議
論
は
、
言
説
の
レ
ベ
ル
で
は
多
く
見
ら
れ
た
も
の
の
、
実
践
の
レ
ベ

ル
で
は
散
発
的
な
試
み
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
失
敗
に
終
わ
っ
た

(SR-
司
・
詰
凶
)
。
む
し
ろ
十
九
世
紀
前
半
の
博
愛
実
践
は
、
「
{
永
族

に
た
い
す
る
控
え
め
で
表
面
的
な
活
動
と
、
捨
て
子
や
孤
児
に
た
い
す
る
膨
大
な
活
動
と
の
対
照
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

(SR-
℃・混血)。

(
げ
)
耳
O
B
S
-
C
E
之
さ
ミ
古
互
に

R

8・
門
戸
田
M
・
S
-
ア
ン
ド
レ
・
ゲ
ラ
ン
は
、
社
会
経
済
学
を
、
自
由
主
義
国
家
を
補
完
す
る
思
想
と
位
置
づ
け

て
い
る
(
〉
=
号
私
。
E
g
-
-
p
c
s
h
、
b
h
宅
、
z
a
w
h
w
b
h
h
ミ
同
柏
崎
町
S
M
h
E
Z
M
宮
、
5
3
門
町
内
判
定
』
刷
、
注
即
門
~
内
温
同
》
包
『
仲
間
頃
〉
E
E
2
・
召
還
@
同
y

コ凶)。

(
同
)
こ
う
し
た
理
解
の
ひ
と
つ
の
帰
結
は
、
第
三
共
和
政
期
の
思
想
に
か
ん
す
る
英
米
圏
の
研
究
に
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
社
会
保
険
の
制

度
化
を
導
い
た
急
進
共
和
派
の
思
想
が
、
し
ば
し
ば
「
社
会
自
由
主
義
(
由
。
己
目
こ
-
σ
n
E
2
5
)
」
と
称
さ
れ
て
い
る
(
え
ぎ
三
宮
B
E
m
E
夕
、
っ
さ
君

、
、
見
守
宅
も
と
さ
同
色
町
さ
念
品
川
Y

・
H
E
内
向
さ
~
z
足
。
、
同
号
、
司
、
内
包
円
E
C守
m
g
E
5
・
~
白
1
0
・
3
z
・
0
目
F
邑
σ
・
2
0
3
z
m
g
g
z
c
z
c
E〈
常
的

F
門
司
・
3
∞
凶
心
的
山
口
『
O
三
百
三
2
・

M
1
p
h
川
『
岳
町
、
位
、
~
§
忌
~
守
口
ミ
g
S
札
・
匂
由
史
認
さ
号
、
川
町
凡
可
否
宮
、
さ
苫
門
F
~
~
F
明
。
，
E
E
叫
回
目
同
。
=
m
o
z
明
白
血
口
己
戸
。
=
S
O
D
-
戸
。
三
回
目
白
E
∞
豆
町
C
E
5
2
々
早
刊
回
目
咽

-
混
血
咽
U
E
ロ
者
向
田
E
B
F
h
u
b
ミ
む
さ
}
γ
h
w
g
ミ
R
h
h
a
s
h
p
s
~
止
な
P
え
と
た
ミ
$
5
5
、
S
S
R
-
U兵
包
σ
L
4
0
コF
O
B
E
5
0
Z
C
E
5
5
q
・
3
2
u
』
吉
2

Z
0
3
0
・
会
「
n
z
忠
『
釦
}
仲
間
吉
町
主
ぷ
望
2
5
n
H
Z
J
E
Z
2
『
E
Z
曲
四
百
=
司
】
同
円
払
唱
。
=
8
ι
E
玄
E
∞
段
目
。
n
F
M
L
V
V
円
四
白
ロ
間
A
U
O
}
刊
円
同
町
内
E
E
σ
白
}
g
z
b
門
出
『
ニ
ト
内
書
き
な
さ
門
E

2

8

ミ
S
E
・
3
ュF
司
沼
田
M
g
a
z
e
開
円
。
庁
Z
2
5
白
-
m
m
E
1
1
2
5
4
-
S
∞
七
唱
・
-
凶
'
M
凶
一
』
言
明
門
出
。
ョ
タ
』
川
町
巴
町
笠
宮
r
q
S
H
q
q
守
、
ミ
ミ
内
ミ
守
S
Q
・
-
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説
モチL>.
百四

豆
町
ミ
ミ
弘
司
~
『
も
え
え
き
岳
写
勾
ミ
ミ
h
b
内
意
志
、
同
M
E
R
-
U
R
E
B
E
E
r
o
z
s
-
ロ
ロ
Z
C
2
5
2
q
p
g
p
M
O
O
N
-
Q
-
m
E
百
三
回
伺
-
Zヨア

r，
ES~九旬、喝悼

む
ミ
ミ
む
た
さ
守
町
民
同
月
可
~
、
A
g
h
Sミ
町
民
~
、
曲
者
足
、
詰
S
F
C
E
S
E
々
E
同
-
F
-
v
g
=
色〈
8
5
2
民
主
」
E
5
2
Q
M
J
a
p
-
3
N
)
。
「
社
会
自
由
主
義
」
と
は
、

個
人
の
自
由
と
国
家
の
限
定
的
介
入
と
を
和
解
さ
せ
た
思
想
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
、
第
三
共
和
政
期
に
支
配
権
を
確
立
す
る
中
産
階
級
に
よ

る
温
情
主
義
的
な
社
会
改
革
に
対
応
す
る
。
社
会
経
済
学
、
社
会
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
、
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
、
連
帯
主
義
の
問
に
歴
史
的
に

形
成
さ
れ
て
き
た
対
抗
関
係
は
、
世
紀
末
の
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
か
ら
の
遡
及
的
視
点
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
は
軽
視
・
捨
象
さ

れ
て
し
ま
う
(
巴
者
戸
豆
内
宗
主
同
河
内
、
s
~
片
足
添
え
主
§
・
2
J
唱
・
ご
)
。
な
お
、
「
自
由
主
義
」
の
把
握
に
関
す
る
同
様
の
問
題
点
は
、
上
記
の

研
究
潮
流
に
依
拠
し
て
デ
ユ
ル
ケ
l
ム
を
論
じ
た
か
つ
て
の
拙
稿
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
田
中
拓
道
「
西
洋
政
治
思
想
史
に
お
け
る
E
-

デ
ユ
ル
ケ
ム

l

『
社
会
』
概
念
に
よ
る
『
政
治
』
の
再
構
成
の
試
み
!
(
一
)
(
二
・
完
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
第
四
十
九
巻
第
二
号
、
二
O

七
l
二
五
七
頁
、
第
三
号
、
一
七
一

l
一
一
一
一
一
頁
、
一
九
九
八
年
。

第
二
款

道
徳
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
検
討
に
入
る
前
に
、
こ
の
時
期
の
支
配
層
に
属
す
る
論
者
が
、
「
社
会
問
題
」

へ
の
対
応
を
論
じ
た
場
に
触
れ
て
お

き
た
い
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
政
治
経
済
学
は
、
一
八
四
0
年
代
以
降
『
経
済
学
者
雑
誌
2
2
3包

a
g
臥
S
S
E
-
∞
序
回
)
』
や
「
政
治
経

済
学
協
会
(
ω
2
5
血
円
払
8
5
5
5
3
E
宮
町
)
」
に
集
ま
っ
た
人
々
に
担
わ
れ
、
、
社
会
経
済
学
は
、
博
愛
主
義
や
宗
教
的
慈
善
の
実
践
の
場

(
川
口
)

で
あ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
協
会
3
2
5
血
色
町
宮
富
。
邑
町
内
寄
金
2
5
)
」
、
「
博
愛
協
会
(
ω
2
5
臥
冨
巳
自
同
町
B
立
宮
町
)
」
な
ど
に
担
わ
れ
た
。

こ
れ
ら
両
者
の
人
脈
に
関
わ
り
、
七
月
王
政
期
の
知
的
言
説
を
集
約
す
る
役
割
を
果
た
し
た
公
的
機
関
が
、
一
八
三
二
年
に
再
建
さ
れ
た
「
道

徳
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

(
〉
白
血
忌

E
n
a
g
s
g
S
E
E
2
2
唱
え
広
告
2
)
」

で
あ
っ
た
。

革
命
期
に
活
躍
し
た
コ
ン
ド
ル
セ
や
カ
パ
ニ
ス
が
、
人
間
関
係
の
総
体
に
つ
い
て
考
察
す
る
学
を
「
道
徳
政
治
科
学
」
と
称
し
、
「
王
立

北法55(4・204)1588



科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
「
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
」
を
通
じ
て
そ
の
制
度
化
を
試
み
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た

総
裁
政
府
期
の
一
七
九
五
年
に
「
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
」
第
二
部
門
に
お
い
て
公
式
に
採
用
さ
れ
る
が
、
自
由
主
義
的
傾
向
を
嫌
っ
た
ナ
ポ
レ

(
初
)

オ
ン
に
よ
っ
て
一
八
O
三
年
に
廃
止
さ
れ
る
。
そ
の
再
建
は
、
七
月
王
政
樹
立
後
の
一
八
三
二
年
、
ジ
エ
ラ
ン
ド
、
ク
ザ
ン
、
ギ
ゾ
ー
な
ど
、

(
幻
)

(
純
理
派
)
」
と
呼
ば
れ
る
哲
学
者
・
政
治
家
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
「
精
神
の
統
治

(mga

(
第
一
章
第
三
節
)
。
こ
の
学
は
、

い
わ
ゆ
る
「
ド
ク
ト
リ
ネ
l
ル

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (2) 

5
5
2
2同
色

2

2
吉
宮
)
」
を
主
張
し
、
上
層
階
級
や
知
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
社
会
の
指
導
と
理
性
の
陶
冶
を
、
統
治
権
力
の
新
た
な
役
割

(n) 

と
み
・
な
し
た
。
出
版
の
自
由
、
初
等
教
育
の
義
務
化
、
歴
史
編
纂
事
業
と
並
ん
で
、
「
道
徳
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
再
建
は
、
そ
の
た

(
幻
)

め
の
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
。
ド
ク
ト
リ
ネ
l
ル
の
一
人
は
、
ク
ザ
ン
へ
の
手
紙
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
こ
の
提
案
[
道
徳
政
治

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
再
建
]
の
動
機
は
、
公
共
理
性
(
『

g
S
E
E
S
E
m
)
を
基
礎
と
す
る
統
治
、
と
い
う
原
理
か
ら
引
き
出
し
ま
し
た

0

・

(μ) 

道
徳
政
治
科
学
は
、
つ
ね
に
精
神
(
白
老
号
)
に
大
き
な
魅
力
を
与
え
、
人
び
と
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
」
。
一
八
四
八
年
の
ア
カ
デ

ミ
ー
の
会
合
で
、
セ
レ

l
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
モ
ラ
ル
の
秩
序
を
再
建
せ
ず
に
、
力
に
よ
っ
て
物
質
的
秩
序
を
再
建
す
る
だ

(
お
)

け
で
は
、
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
精
神
を
啓
蒙
し
、
そ
れ
を
穏
和
化
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
」
。

モ
ラ
ル
、
法
律
学
(
立
法
・
公
法
・
法
解
釈
)
、
政
治
経
済
学
・
統
計
学
、
歴
史
学
・
哲
学
、
と
い
う
五

こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
哲
学
、

部
門
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
六
名
の
会
員
か
ら
成
り
、
会
員
や
海
外
の
学
者
を
招
い
て
の
定
期
的
な
報
告
・
討
論
が
行
わ
れ
、
毎

(
お
)

年
報
告
書
が
発
刊
さ
れ
た
。
一
八
三
五
年
の
時
点
で
は
、
哲
学
部
門
に
ト
ラ
シ
、
ク
ザ
ン
、
ジ
ェ
ラ
ン
ド
な
ど
、
モ
ラ
ル
部
門
に
レ
ド
レ
ル

(
m
S
R
W
B『
)
、
デ
ユ
ノ
ワ
イ
エ
、
ド
ロ
ズ
、
ジ
ョ
ブ
ロ
イ
、
ラ
カ
ネ
ル
、
政
治
経
済
学
と
統
計
学
部
門
に
は
シ
エ
イ
エ
ス
、
ラ
ボ
ル
ド
、
デ
ユ

パ
ン
、
ヴ
ィ
ラ
ル
メ
、
シ
ヤ
ル
ル
・
コ
ン
ト
な
ど
、
歴
史
学
と
哲
学
部
門
に
は
ギ
ゾ
i
、
ミ
ネ
な
ど
、
当
時
を
代
表
す
る
知
識
人
が
所
属
し

た
。
七
月
王
政
期
を
通
じ
た
会
員
に
は
、
ジ
エ
ラ
ン
ド
や
ヴ
イ
ル
ヌ

l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
な
ど
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
、
ギ
ゾ
ー
な
ど
の
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
が
並
存
し
、
「
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
協
会
」
の
成
員
も
多
く
含
ま
れ
た
。
そ
の
他
に
も
、
イ
デ
オ
ロ

l
グ
、
ド
ク
ト
リ
ネ
!
ル
、
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説

(
幻
)

経
済
学
者
、
衛
生
学
者
、
博
愛
主
義
者
な
ど
、
し
ば
し
ば
対
立
す
る
幅
広
い
思
想
潮
流
の
代
表
者
が
含
ま
れ
て
い
た
。

七
月
王
政
期
の
「
社
会
問
題
」
論
を
主
導
し
た
の
は
、
と
く
に
三
0
年
代
か
ら
四
0
年
代
初
頭
の
「
モ
ラ
ル
」
「
政
治
経
済
学
」
の
二
部

(
お
)

円
で
あ
る
。
両
部
門
で
は
、
新
し
い
貧
困
現
象
へ
の
対
応
が
、
懸
賞
論
文
と
い
う
形
で
問
わ
れ
た
。
そ
の
課
題
は
、
貧
困
の
「
兆
候
」
を
ど

(
m
U
)
 

の
よ
う
に
見
出
し
、
秩
序
維
持
を
ど
の
よ
う
に
効
率
的
に
行
う
か
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
「
モ
ラ
ル
」
部
門
で
は
、

年
に
以
下
の
課
題
が
掲
げ
ら
れ
た
。

論

一
八
三
四

「
パ
リ
や
他
の
大
都
市
に
お
い
て
、
悪
徳
・
無
知
・
貧
窮
に
よ
っ
て
危
険
な
階
級

(
n
-
g
m
o
Eロ明
0
5
5
n
)
を
形
成
し
て
い
る
人
口
の
一

定
部
分
は
、
事
実
の
正
確
な
観
察
に
基
づ
け
ば
、

い
か
な
る
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
。
こ
の
堕
落
し
た
不
幸
な
階
層
を
改

善
す
る
た
め
に
は
、
行
政
、
裕
福
な
人
び
と
、
知
的
で
勤
勉
な
労
働
者
は
、
い
か
な
る
手
段
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
」

受
賞
に
該
当
し
う
る
論
文
が
な
か
っ
た
こ
と
で
、
同
じ
課
題
が
、
一
八
三
八
年
に
次
の
よ
う
な
形
で
問
わ
れ
る
。
「
多
く
の
国
々
に
お
い
て
、

貧
窮
(
呂
田
伊
豆
は
何
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
い
か
な
る
兆
候
(
印
有
吉
田
)
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
何
が
そ
の
原
因
で
あ
る
か
」
。
こ
の
受
賞
作

(
鈎
)

が
、
著
名
な
保
守
的
社
会
経
済
学
者
フ
レ
ジ
エ
の
「
大
都
市
の
住
民
に
お
け
る
危
険
な
階
級
に
つ
い
て
』
で
あ
る
。
さ
ら
に
ボ

l
ジ
ュ
ー
ル

(切

g
ε
E
C
賞
の
た
め
に
、
一
八
三
四
年
に
も
同
様
の
課
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
多
く
の
国
の
貧
窮
は
、
何
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

い
か
な
る
兆
候
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
か
を
確
定
せ
よ
」
。
こ
れ
も
受
賞
論
文
不
在
の
た
め
、
同
じ
課
題
が
問
い
直
さ
れ
、

入
選
し
た
の
が
、
こ
の
時
期
の
社
会
統
計
学
の
代
表
作
と
な
る
ヴ
ィ
ラ
ル
メ
の
報
告
書
『
労
働
者
の
道
徳
的
'
身
体
的
状
態
に
つ
い
て
の
一

(
出
)

覧
表
』
で
あ
っ
た
。

一
八
三
九
年
に

(
叩
)
一
八
一
一
一
年
に
設
立
さ
れ
た
こ
の
協
会
は
、
後
の
道
徳
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
成
員
を
数
多
く
擁
し
、
そ
の
前
身
と
な
っ
た
。
そ
の
中
心

は
カ
ト
リ
シ
ス
ム
で
あ
っ
た
が
、
政
治
家
、
行
政
官
、
経
済
学
者
な
ど
も
参
加
し
、
救
貧
や
立
法
に
か
ん
す
る
情
報
交
換
と
提
言
が
な
さ
れ
た
。

北法55(4・206)1590
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説

カ
デ
ミ
l
道
徳
部
会
の
懸
賞
論
文
課
題
」
『
名
古
屋
工
業
大
学
紀
要
」
第
四
十
四
巻
、
一
九
九
二
年
、
一
九
1

三
O
頁。

(羽
)
2
・
，
〉
・
明
『
肌
色
白
n
b
m
h門
~
a
h
h
a
E
高
司
、
E
S
S
』
b
E
E
E
H
S
冶
吾
、
む
』
ご
旬
、
言
え
な
ミ
ロ
員
同
町
民
同
何
吉
ミ
2
2
山
内
~
市
旬
、
町
ミ
ミ
ヨ
ミ
ロ
2
3
・

3
ロデ]∞品。・

(
汎
)
ル
テ
リ
エ
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
に
か
か
わ
り
の
あ
る
論
者
の
う
ち
、
「
社
会
問
題
」
に
つ
い
て
論
じ
た
者
を
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
(
戸
2
0
E
2
・

h
w
S
S
H
E
-
3
n
t
h
R
S
H
町
内
H
5
色、ねな♂也、・

5
・・

3
・
2
t凶
∞
)
。
第
一
は
、
衛
生
学
者
で
あ
る
。
カ
パ
ニ
ス
の
影
響
を
受
け
た
ア
レ
(
白
色
と
を
は
じ

め
、
こ
の
時
期
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
は
、
『
公
衆
衛
生
法
医
学
年
報
』
(
旨
き
官
、
是
認
九
時
号
、
ミ
ミ
々
言
ミ
号
、
W
H
h
h
R
3
1
h
h
b
』
町
)
』
の
創
設
者
が
名
を

連
ね
て
い
た
(
そ
の
中
に
は
、
パ
ラ
ン
・
デ
ユ
シ
ャ
卜
レ
が
い
る
)
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
「
社
会
問
題
」
と
は
、
何
よ
り
公
衆
衛
生
、
社
会
環
境

の
問
題
と
さ
れ
る
。
第
二
は
、
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
で
あ
る
。
そ
の
代
表
者
と
し
て
、
ジ
ェ
ラ
ン
ド
、
ヴ
ィ
ル
ヌ
l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
(
一

八
四
一
年
入
会
)
、
ド
・
モ
ロ
グ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
三
は
、
博
愛
主
義
者
で
あ
る
。
旧
体
制
と
の
連
続
性
も
指
摘
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
人
び

と
に
は
、
ド
ロ
ズ
、
デ
ユ
パ
ン
、
キ
ユ
ヴ
ィ
エ
(
白
私
自
g
E
門
町
内

5
5『
)
な
ど
が
い
た
。

論

第
二
節

政
治
経
済
学

七
月
王
政
期
に
公
的
秩
序
に
か
か
わ
る
主
要
な
言
説
を
構
成
し
た
の
は
、
国
制
論
で
は
な
く
、
法
学
と
政
治
経
済
学
で
あ
る
。
と
り
わ
け

「
社
会
問
題
」
に
た
い
し
て
は
、
政
治
経
済
学
が
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
以
下
で
は
こ
の
体
制
の
政
治
経
済
学
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
十
九
世
紀
初
頭
の
語
義
に
触
れ
た
後
(
第
一
款
)
、
七
月
王
政
期
の
政
治
経
済
学
に
つ
い
て
検
討
す
る

(
第
二
款
)
。

第

款

十
九
世
紀
初
頭

「
政
治
経
済
学
」
と
い
う
語
が
最
初
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、

一
六
一
五
年
の
モ
ン
ク
レ
テ
イ
ア
ン
の
著
書
『
政
治
経
済
学
概
論
』
と
さ
れ

北法55(4・208)1592



(
1
)
 

て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
、

ポ
リ
ス
で
の
公
的
活
動
と
区
別
さ
れ
る
家
政
を
意
味
し
て
い
た
「
エ
コ
ノ
ミ
ー

代
以
降
、
国
家
の
統
治
行
為
一
般
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
政
治
経
済
学
」
が
一
般
に
普
及
す
る
十
八
世
紀
後
半
に

(自

gロ
。
芯
)
」
は
、
近

フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年) (2) 

お
い
て
も
、
そ
の
内
容
は
、
国
家
の
繁
栄
や
人
民
の
安
寧
を
目
的
と
し
た
統
治
行
為
、
と
り
わ
け
農
業
、
租
税
、
財
政
、
価
格
統
制
な
ど
に

(
2
)
 

か
か
わ
る
管
理
・
規
制
行
為
を
指
し
て
い
た
。
一
七
五
五
年
の
『
百
科
全
書
』
の
ブ
!
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
る
項
目
「
政
治
経
済
学
」
で
は
、
そ

れ
が
「
社
会
内
の
人
聞
を
維
持
し
、
幸
福
に
す
る
技
術
と
科
学
」
と
定
義
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
国
制
の
区
別
に
応
じ
た
統
治
に
つ
い
て
論

(
3
)
 

じ
ら
れ
て
い
る
。
ル
ソ
!
の
執
筆
に
よ
る
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
宙
S
S
E
-
n
g
自
8
8
2伺
)
」
の
項
目
で
は
、
「
政
治
経
済
」
は
、
家
政
と
区

別
さ
れ
た
「
国
家
と
い
う
大
家
族
の
支
配
・
管
理
(
開

2
5
B
E
d
s
c」
を
意
味
す
る
と
さ
れ
、
「
公
共
経
済
(
弘

8
5呂
町
宮

E
官
。
)
」
と
も

(
4
)
 

言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
政
治
経
済
学
」
の
目
的
は
「
人
民
の
幸
福
」
に
あ
り
、
そ
の
対
象
は
、
食
糧
価
格
維
持
、
公
教

育
、
財
政
、
不
平
等
を
是
正
す
る
た
め
の
税
制
な
ど
と
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
こ
の
語
の
意
味
変
化
を
扱
う
余
裕
は
な
い
。
こ
こ
で
は
十
八
世
紀
末
ま
で
の
意
味
内
容
と
し
て
、

以
下
の
二
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
「
政
治
経
済
学
」
は
、
十
八
世
紀
を
通
じ
て
「
統
治
の
学
」
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
こ

(
5
)
 

と
、
第
二
に
、
そ
の
対
象
範
囲
は
、
公
行
政
の
対
象
の
拡
大
と
と
も
に
、
国
制
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
産
、
人
口
、
交
易
、
貨
幣
、
財
政
、

(6) 

治
安
、
公
衆
衛
生
な
ど
の
多
様
な
領
域
へ
と
拡
張
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

十
九
世
紀
初
頭
の
「
政
治
経
済
学
」
の
意
味
変
容
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
思
想
を
受
容
し
た
ジ
ヤ
ン
H

パ
テ
イ
ス
ト
・
セ
イ
で
あ
っ
た
。
彼
は
主
著
『
政
治
経
済
学
要
綱
』
の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

北法55(4・209)1593

「
長
い
あ
い
だ
に
わ
た
っ
て
、
社
会
の
組
織
化
に
関
す
る
科
学
、
す
な
わ
ち
固
有
の
意
味
で
の
『
政
治
学

eo--25)』
と
、
社
会
の

必
要
を
満
た
す
富
の
形
成
・
分
配
・
消
費
の
あ
り
方
を
教
え
る
『
政
治
経
済
学
」
と
は
、
混
同
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
富
は
本
質

的
に
、
政
治
組
織
か
ら
独
立
し
て
い
る
。

い
か
な
る
統
治
形
態
の
下
で
あ
れ
、
う
ま
く
管
理
さ
れ
る
な
ら
、
杜
会
(
合
同
【
)
は
繁
栄
す



説

(7) 

る
こ
と
が
で
き
る
よ

北j去55(4・210)1594

~'"‘ 員間

セ
イ
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
」
は
人
間
の
身
体
と
同
じ
く
、
自
律
的
な
秩
序
法
則
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
統
治
機
構
の
形
態
や
活
動
と
、

直
接
的
な
関
係
を
持
た
な
い
。
こ
こ
で
は
彼
の
経
済
思
想
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
秩
序
認
識
の
前
提
に
あ
る
方
法
的
特
徴
に
絞
っ
て
検
討

〆
'
-
、
a
o

ー
し
ナ
ム
し

セ
イ
は
『
政
治
経
済
学
要
綱
」
前
文
に
お
い
て
、
自
ら
の
方
法
を
、
そ
れ
以
前
の
思
想
と
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
十
八
世
紀
の
「
政
治
算
術
」
や
統
計
学
は
、
い
ず
れ
も
過
去
に
生
じ
た
事
実
や
、
現
に
存
在
す
る
事
実
を
観
察
し
、
整
序
す
る
た
め

(
8
)
 

の
「
記
述
的
(
号
mn
江
主
〈
刊
)
」
学
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
博
物
学
や
植
物
学
と
同
じ
く
、
諸
事
実
を
表

(sggz)
の
上
に
配
置
し
、
分
類
す

る
た
め
の
経
験
的
な
知
の
あ
り
方
で
あ
る
。
一
方
、
政
治
経
済
学
と
は
、
諸
事
実
を
分
類
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
あ
る
因

(
9
)
 

果
関
係
、
す
な
わ
ち
「
一
般
法
則

(
Z
Z
開

E
h
E
g
)
」
を
明
ら
か
に
す
る
「
実
験
的
(
伺

4
E
5
2
E
)
」
科
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
理
学
・

化
学
・
生
理
学
な
ど
と
同
様
の
確
実
性
を
有
し
、
過
去
の
事
実
だ
け
で
な
く
、
未
来
に
生
じ
る
べ
き
事
実
を
も
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

個
々
の
現
象
は
「
特
殊
な
事
実
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
を
観
察
し
、
列
挙
し
た
と
し
て
も
、
「
一
般
法
則
」
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
政
治

経
済
学
で
は
、
個
々
の
現
象
か
ら
離
れ
た
観
察
者
の
位
置
に
立
ち
、
因
果
関
係
を
構
成
す
る
「
本
質
的
事
実
」
と
、
そ
の
法
則
を
阻
害
す
る

(ω) 

例
外
的
な
事
実
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
般
的
法
則
」
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

セ
イ
の
方
法
論
で
は
、
現
象
の
観
察
と
推
論
か
ら
導
か
れ
た
「
一
般
法
則
」
の
確
実
性
を
、
論
理
的
に
証
明
し
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

彼
の
議
論
の
特
徴
は
、
富
の
生
産
・
配
分
・
消
費
と
い
う
限
定
さ
れ
た
領
域
に
お
い
て
は
、
現
象
の
背
後
に
「
一
般
法
則
」
が
存
在
す
る
、

と
い
う
信
頼
を
前
提
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
不
平
等
の
拡
大
や
社
会
問
題
の
出
現
、
公
権
力
の
介
入
な
ど
は
、
こ
の
「
法
則
」
を
阻
害
す

る
例
外
的
現
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
彼
の
体
系
の
中
で
は
、
政
府
は
非
生
産
的
な
組
織
に
す
ぎ
ず
、
橋
・
道
路
・
港
・
運
河
・
記
念

碑
の
建
築
、
子
供
の
読
み
書
き
能
力
の
育
成
な
ど
、
生
産
の
増
大
に
と
っ
て
「
有
用
」
な
活
動
を
除
け
ば
、
最
小
に
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ



(
日
)

る
。
不
平
等
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
貧
困
税
の
よ
う
に
、
貧
民
の
怠
惰
を
助
長
さ
せ
、
産
業
の
自
由
を
抑
制
す
る
公
的
制
度
に
よ
っ
て
増
大
し
た

(
円
以
)

と
さ
れ
る
。

セ
イ
の
政
治
経
済
学
は
、
十
九
世
紀
初
頭
以
降
に
広
範
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
例
え
ば
、
イ
デ
オ
ロ

l
グ
の
代
表
者
デ
ス
テ
ュ
ト
・
ド
・

(
日
)

ト
ラ
シ
の
政
治
経
済
学
は
、
セ
イ
の
議
論
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
と
は
、
純
粋
に
交
換
の
連
な
り
で
し
か
な
い
」
。

富
の
不
平
等
は
、
競
争
を
通
じ
て
全
体
の
富
の
拡
大
を
も
た
ら
す
以
上
、
道
徳
的
に
悪
で
は
な
い
。
政
府
は
、
富
の
拡
大
に
寄
与
し
な
い
非

効
率
な
組
織
に
す
ぎ
な
い
。

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (2) 

一
八
二
五
年
に
『
産
業
と
モ
ラ
ル

l
自
由
と
の
関
連
に
お
け
る
考
察
』
を
著
し
た
シ
ヤ
ル
ル
・
デ
ユ
ノ
ワ
イ
エ
は
、
セ
イ
や
ト
ラ
シ
の

(
凶
)

思
想
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
「
政
治
」
の
役
割
を
「
社
会
」
の
中
に
解
消
し
よ
う
と
し
た
。

「
政
治
学
(
旬
。

1
2
5
)
と
は
、
し
ば
し
ば
政
府
高

2
5
3
0
5
3同
)
に
関
す
る
科
学
と
体
系
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
定
義

は
、
社
会
す
べ
て
が
政
府
に
包
摂
さ
れ
、
政
府
が
社
会
の
唯
一
の
対
象
で
あ
っ
た
時
代
に
は
正
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
0

・
:
し
か
し
今

日
、
政
府
は
社
会
の
中
で
限
ら
れ
た
場
所
を
占
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
政
治
学
を
政
府
に
関
す
る
科
学
と
定
義
す
る
こ
と
は
、
こ

(
日
)

の
語
を
棲
小
な
意
味
で
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
政
治
学
は
、
・
:
社
会
を
そ
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
様
式
に
お
い
て
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
」

デ
ユ
ノ
ワ
イ
エ
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
「
政
治
学
」
と
は
、
政
府
の
活
動
で
は
な
く
、
「
社
会
」
全
体
を
対
象
と
し
、
「
人
間
の
道
徳
的
な
完
成
」

(
同
)

に
か
か
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
わ
た
し
は
社
会
を
、
そ
の
政
治
的
活
動
に
お
い
て
考
察
す
る
」
。
「
社
会
」
と
は
、
産
業
の
発
展
を
背

景
と
し
て
、
「
文
明
化
」
へ
と
自
己
運
動
す
る
集
合
で
あ
る
。
「
産
業
は
、
習
俗
を
和
ら
げ
、
純
化
し
、
高
揚
さ
せ
る
。
産
業
は
正
義
、
尊
厳
、

(
口
)

勇
気
に
寄
与
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
秩
序
と
モ
ラ
ル
の
理
念
を
含
ん
で
い
る
」
。
平
和
を
も
た
ら
す
の
は
、
政
治
体
制
で
は
な
く
、
産
業

(
凶
)

の
発
展
で
あ
る
か
ら
、
産
業
に
従
事
す
る
者
こ
そ
が
、
政
治
的
支
配
者
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
富
の
不
平
等
は
、
自
然
的
不

~tr:去55(4 ・ 2 11)1595 

平
等
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
。
努
力
し
た
者
が
よ
り
多
く
の
富
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
正
義
に
か
な
う
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
産
業
の
進
歩
の



説

(
川
口
)

た
め
に
は
、
学
者
、
資
本
家
、
労
働
者
と
い
う
社
会
階
層
の
区
別
が
必
要
で
あ
る
。

エム
同岡

(
l
)
玄
C
ロ
宮
町
広
巴
R
U
E
-
『
ミ
凡
円
弘
、
h
M
W
町
内
語
。
語
九
旬
、
。
~
h
b
屯
h
k
J
5
-
凶
・
門
司
・
同
町
民
守
口
さ
牛
肉
w

司
mw

『
S
F
q
E
刈
芝
ミ
ミ
ミ
宮
町
内
~
~
R
E
ミ
守
内
出
向
L
・h市町内五色吉守、ミ九同町屯脚色向日』YI

高
島
町
~
司
唱
P
5
P
E開

a-司・走・

(
2
)
司

2
0
F
C
3
1
5
豆
諸
吉
岡
町
尽
円
室
内
F
・
・
4

告
・
円
む
よ
宅
a
a
'
S
-
『
ア
カ
デ
ミ
ー
辞
典
、
(
宮
内
旬
、
言
語
包
竜
丸
三
以
内
む
忌
さ
と
』
で
は
、
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」

が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
一
七
六
二
年
の
段
階
で
は
、
「
政
治
体
(
g号
∞
吉
E
宮
町
)
が
本
質
的
に
立
脚
す
る
秩
序
」
と
簡
明
に
定
義

さ
れ
、
一
七
九
八
年
1
一
七
九
九
年
版
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
「
そ
れ
は
政
治
経
済
学
と
呼
ば
れ
る
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)

余
白
n
g
o
s
-
3
0
2
5
5
L
g
h
z
q
え
も
ま
内
・

(
4
)
会

開

n
g
o
s
-
m
g
白
g
E
C
E
3
吉
田
町
沼
町
三
告
主
役
・

(
5
)
木
崎
は
、
十
八
世
紀
半
ば
に
「
政
治
体
の
総
体
的
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
統
治
」
を
対
象
と
し
て
い
た
「
政
治
経
済
学
」
が
、
十
九
世
紀

初
頭
以
降
、
統
治
者
の
意
思
と
は
無
関
係
な
富
の
生
産
・
流
通
・
消
費
か
ら
成
る
「
秩
序
」
の
学
へ
と
「
大
転
換
」
を
遂
げ
た
、
と
指
摘
し
て

い
る
(
木
崎
喜
代
治
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
経
済
学
の
生
成
』
未
来
社
、
一
九
七
六
年
、
一
回
頁
)
。

(
6
)
F
g
p
q
a
z
z
q
Z
室
内
~
~
R
H
E
r
-
-
-
u
屯
・
2
J
3
・
豆
・
3

(
7
)
』gロ

'w豊
富
押
印
3
・
司
ミ
H
h
ミ
円
む
き
さ
句
、
。
~
宣
言
問
w
D
R
託
、
誌
も
た
3
2
き
之
内
~
b
S
Z
R
E
h
q
ミ
』
町
、
5
3
F
h
内
凡
な
三
宮
内
ミ
内
2
3
2
句
己
主
ミ
ミ

~
2
3
与
な
同
町
h
-
令

h
a
-
-
E
コF
E
土
(
-
目
立
】
∞
。
3
・
5胃
o
s
z
-
z
z
n
N
M
E
r
E
0
・
3
ュF
3
∞
M
-
℃
・
-
・
セ
イ
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
政
治
経

済
学
と
は
、
社
会
に
関
す
る
経
済
学
3
8
5
5
5

円

H
o
g
g
丘
公
恥
)
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
:
・
社
会
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
の
本
性
と
機

能
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
一
連
の
知
、
す
な
わ
ち
政
治
経
済
学
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
科
学
を
生
み
出
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
社
会
経
済

学
(
m
B
E
E
m
g
a
曲
目
立
と
呼
ば
れ
た
ほ
う
が
良
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」

(rs'∞
名
晋
円
相
回
目
予
内
g
a
g
吉
、
言
、
h
g
g
豆
町
、
ミ
ミ
ミ
ミ
可
否
ε
R
F

-
∞
お
・
8
y
c
E
u
n
F
m
N
虫
N
N
R
ユ咽刷
N
O
B
E
-
-甲

2
・
勺
・
】
)
。
こ
こ
で
セ
イ
が
「
社
会
経
済
学
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
は
、
「
政
治
経
済
学
」
と

区
別
す
る
た
め
で
は
な
く
、
「
社
会
」
に
関
す
る
学
と
、
統
治
機
構
に
関
す
る
政
治
学
と
を
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。

(
8
)
印

a
w
A
A
U
Z
n
o
z
a
-
u芯
z
g
E包
B
F
『
、
s
.
H
恥
弘
、
ι

川町色、HD否定、ミ主唱hhn。も・円九『よ方自v-usa・

(
9
)
S
R
-
沼
y
m
γ
喧
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フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年) (2) 

(
叩
)
こ
の
区
別
は
、
フ

l
コ
l
が
「
言
葉
と
物
』
で
展
開
し
た
「
古
典
主
義
時
代
の
知
」
(
博
物
学
的
な
知
)
と
、
「
近
代
の
エ
ピ
ス
テ
l
メ

l
」(生

物
学
、
経
済
学
、
言
語
学
的
な
知
)
と
の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
。
フ

l
コ
l
は
、
十
八
世
紀
末
に
生
じ
た
認
識
論
的
転
換
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。
「
秩
序
も
、
そ
れ
が
空
開
化
さ
れ
る
場
で
あ
る
表
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
隣
接
関
係
も
、
そ
の
表
面
の
さ
ま
ざ
ま
な
点

の
あ
い
だ
で
の
可
能
な
巡
歴
と
し
て
の
継
起
関
係
も
、
も
は
や
表
象
同
士
、
あ
る
い
は
各
表
象
の
要
素
同
士
を
結
合
す
る
力
を
も
た
な
い
。
こ

の
結
合
の
条
件
は
、
以
後
、
表
象
の
外
部
、
そ
の
直
接
的
可
視
性
の
彼
方
、
表
象
そ
れ
自
体
よ
り
も
深
く
厚
み
の
あ
る
一
種
の
背
後
の
世
界
に

宿
る
の
だ
」
(
ミ
シ
ェ
ル
・
フ

i
コ
l

(
渡
辺
一
民
・
佐
々
木
明
訳
)
『
言
葉
と
物

i
人
文
科
学
の
考
古
学
』
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
、
二
五
九

頁
)
。
し
か
し
、
本
稿
で
述
べ
る
と
お
り
、
「
近
代
の
エ
ピ
ス
テ
l
メ

l
」
が
「
古
典
主
義
時
代
の
知
」
を
寝
い
尽
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。

(
日
)
白
血
ア
守

S
H
h
待
~
ぷ
S
2
2号
、
え
た
九
室
町
、
§
・
門
F
-
y
N
N
O
-
-
u
-
右
斗
・

(
臼
)
』
白
血
ロ
切
曲
目
M
官
民
問
的
白
山
〉
門
リ
も

E
4円
2
S
H
M
t
H
q品
川
町
雪
国
白
書
町
内
、
む
た
2
4
去
、
ミ
ミ

h
y
h
p
F
M・-
M
m
w
一
ロ
タ
】
∞

hFOe-v-

一vmvN『

(
日
)
。

g
E
R品
目
、
『
『
白
nu〉
巴

h
s
g『
円
、
紅
白
川
ミ
ロ
向
k
h
e
A
F
m
m
円
山
明
。
唱
曲
『

Z
P
句
m
w
ロ

p
-
∞
-
出
場
開
》
・
凶
凶
A
F

(
比
)
シ
ヤ
ル
ル
・
デ
ユ
ノ
ワ
イ
エ

(
0
5
3
2
4
切
皇
忠
一
冊
ヨ
ヤ
ロ
喜
一
目
的
七
5
2
?ゲ
明
日
間

M
F
コ
ま
ム
ま
ど
は
、
ケ
ル
シ
イ

(
0
5
R『
)
の
貴
族
の
家
に
生

ま
れ
た
。
自
由
主
義
的
雰
囲
気
の
中
で
育
ち
、
パ
リ
で
法
学
・
政
治
経
済
な
ど
を
学
ぶ
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
を
忌
避
し
、
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
の
復

古
と
と
も
に
シ
ヤ
ル
ル
・
コ
ン
ト
と
雑
誌
『

n
gお
ロ
こ
を
創
刊
し
た
。
さ
ら
に
、
ジ
ヤ
ン
H

パ
テ
イ
ス
ト
・
セ
イ
の
影
響
の
下
で
、
一
八
二
五

年
以
降
政
治
経
済
学
に
関
す
る
著
作
を
発
表
し
、
そ
の
分
野
の
代
表
者
と
な
っ
た
。
一
八
三
一
二
年
に
は
、
道
徳
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
「
モ
ラ

ル
」
部
門
の
会
員
と
な
っ
て
い
る
。

(日
)
n
z邑
町
田
口

E
C〕

『

R
・h
・
さ
え
ま
吉
町
内
川
『
古
語
。
、
む
な
円
き
た
た
み
な
吾
、
国
之
内
定
ミ
言
、
吉
ミ
号
R
h
b
b
守司
H
m
e
同

VEP-∞N
U
-
A
A

匂『肌
p
n
m
y
匂回〈・

(
は
山

)
S
R
-司
・
∞
・

(げ

)SR--M・
ご
品
・

(凶
)
S
E
-
-
3・凶
MMe凶
M
Y
℃
凶
当
・

(印

)
S
E
-
-
3・
3
0
a
M
2
・
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説

第

款

七
月
王
政
期

~ι 
"問

七
月
王
政
期
の
政
治
経
済
学
は
、
セ
イ
や
デ
ユ
ノ
ワ
イ
エ
の
思
想
を
引
き
継
ぎ
、
「
道
徳
政
治
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
「
政
治
経
済
学
」

(
初
)

部
門
、
「
政
治
経
済
学
協
会
」
の
周
辺
に
集
ま
っ
た
学
者
た
ち
に
担
わ
れ
た
。
「
政
治
経
済
学
協
会
」
の
目
的
は
、
経
済
現
象
に
固
有
の
法
則

(
幻
)

へ
の
認
識
を
フ
ラ
ン
ス
に
普
及
さ
せ
、
自
由
放
任
主
義
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
と
い
う
文
脈

か
ら
、
七
月
王
政
期
の
政
治
経
済
学
の
特
徴
を
、
四
点
に
お
い
て
指
摘
す
る
。

第
一
に
、
政
治
経
済
学
者
に
と
っ
て
、
当
時
の
社
会
は
、
産
業
の
自
由
に
よ
る
「
進
歩
」
「
文
明
化
」
が
実
現
し
つ
つ
あ
る
状
況
と
認
識

(
辺
)

さ
れ
る
。
テ
オ
ド
ル
・
フ
ィ
ク
ス
は
言
、
っ
。
「
例
外
は
一
般
的
事
実
の
意
味
を
失
わ
せ
は
し
な
い
」
。
大
工
場
で
働
く
労
働
者
の
モ
ラ
ル
の
低

下
、
衛
生
の
悪
化
、
家
庭
環
境
の
悪
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
一
部
に
「
社
会
問
題
」
が
生
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
文
明
化
と
い
う
一
般
的
傾

向
に
た
い
す
る
例
外
に
す
ぎ
な
い
。
フ
ィ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
労
働
者
は
、
い
か
な
る
時
代
よ
り
も
物
質
的
に
恵
ま
れ
た
生
活
を
享
受

し
、
親
方
の
支
配
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
い
る
。
デ
ユ
パ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
産
業
の
自
由
が
実
現
し
、
社
会
全
体
の
繁
栄
と
労

(
お
)

働
者
の
地
位
向
上
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
主
張
す
る
。
デ
ユ
シ
ャ
テ
ル
は
、
「
文
明
の
進
歩
」
に
よ
っ
て
、
下
層
階
級
の
「
思
慮
(
℃
E
'

(M) 

門
戸

g
g
)」
が
向
上
し
「
富
の
拡
大
と
知
的
進
歩
」
が
可
能
と
な
っ
た
、
と
言
う
。

彼
ら
に
と
っ
て
、
貧
困
や
不
平
等
は
、
同
業
組
合
や
古
い
慣
習
が
残
存
す
る
こ
と
で
、
産
業
の
自
由
が
阻
害
さ
れ
、
「
文
明
化
」
が
行
き

(
お
)

渡
っ
て
い
な
い
こ
と
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
。
シ
ェ
ル
ピ
ユ
リ
エ
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
問
題
」
の
唯
一
の
解
決
策
と
は
、
財
の
再
配
分
で
は
な

(
お
)

く
、
「
資
本
の
循
環
」
に
よ
る
「
生
産
力
の
新
た
な
拡
大
」
で
あ
る
。

労
働
者
階
級
の
生
活
に
関
す
る
社
会
調
査
は
、
こ
う
し
た
見
方
を
否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
一
八
四
八
年

(
幻
)

に
労
働
者
の
生
活
を
調
査
し
た
ア
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ン
キ
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
三
O
年
か
ら
四
0
年
代
の
「
進
歩
は
甚
大
」
で
あ

北j去55(4・214)1598 



(
お
)

り
、
「
現
在
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
裕
福
で
あ
る
」
。
衛
生
学
者
ヴ
ィ
ラ
ル
メ
は
、

の
生
活
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
産
業
の
自
由
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
多
く
の
財
が
生
産
さ
れ
た
」
。
「
労

働
者
の
競
争
に
よ
っ
て
、
人
間
の
力
の
最
終
的
な
限
界
ま
で
労
働
が
課
さ
れ
、
そ
の
賃
金
は
可
能
な
限
り
低
く
抑
え
ら
れ
た
」
に
も
か
か
わ

(
初
)

ら
ず
、
「
労
働
者
の
生
活
条
件
は
、
今
日
で
は
、
過
去
の
い
ず
れ
の
時
代
よ
り
も
良
い
」
。

第
二
に
、
不
平
等
と
階
層
化
の
進
展
は
、
産
業
の
進
歩
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
人
間
に
は
生
ま
れ
持
っ
た
能
力
の
不
平
等
が
存
在
す
る

(
初
)

以
上
、
自
由
な
体
制
の
下
で
、
財
の
多
寡
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
不
平
等
は
、
社
会
の
中
に
機
能
の
違
い
に
基
づ
く
新
た
な
紐

(
幻
)

帯
を
も
た
ら
す
。

一
八
四
O
年
当
時
の
労
働
者

フランス福祉国家の思想的源流(l789~1910年) (2) 

第
三
に
、
産
業
化
に
と
も
な
う
貧
困
問
題
は
、
普
遍
的
権
利
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
く
、
貧
民
の
個
人
的
「
モ
ラ
ル
」
に
か
か
わ
る
問

題
で
あ
る
。
政
治
経
済
学
に
お
い
て
、
法
の
下
で
の
平
等
と
、
社
会
的
不
平
等
と
は
峻
別
さ
れ
る
。
ナ
ヴ
イ
ル
や
テ
イ
エ

l
ル
は
、
貧
民
へ

の
公
的
扶
助
を
「
権
利
」
と
見
な
す
考
え
(
「
法
的
慈
善
(
各
自
伝
広
官
庁
)
」
)
を
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
テ
ィ
エ
!
ル
に
よ
れ
ば
、

国
家
の
財
は
万
人
の
も
の
で
あ
る
。
一
部
の
者
(
貧
民
)
を
利
す
る
た
め
に
、
別
の
者
(
富
者
)
に
犠
牲
を
求
め
る
こ
と
は
「
不
正
」

(

幻

)

(

幻

)

る
。
国
家
の
活
動
領
域
は
、
普
遍
的
「
正
義
」
と
「
自
由
」
の
原
理
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ナ
ヴ
イ
ル
も
ま
た
、
次
の

で
あ

よ
う
に
一
一
=Tノ
o

「
法
は
画
一
的
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
を
適
用
す
る
者
は
、
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
な
い
相
違
を
考
慮

(

斜

)

(

お

)

に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
法
的
慈
善
は
、
性
、
年
齢
、
収
入
な
ど
貧
民
の
個
別
状
況
に
応
じ
た
対
応
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
法
は
、
普

(

お

)

(

幻

)

遍
的
・
一
般
的
事
柄
の
み
に
か
か
わ
る
が
、
貧
困
は
、
個
別
的
の
「
怠
惰
、
無
規
律
、
計
画
性
の
欠
如
」
、
「
無
知
と
悪
徳
」
に
起
因
す
る
問

題
で
あ
る
。
慈
善
や
扶
助
を
「
権
利
」
と
し
て
認
め
る
な
ら
ば
、
貧
民
に
さ
ら
な
る
依
存
心
を
与
え
、
ま
す
ま
す
「
無
為
、
[
将
来
へ
の
]

(お
)

(

m

m

)

(

M

W

)

へ
と
追
い
や
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
杜
会
全
体
が
困
窮
に
陥
り
、
さ
ら
に
貧
民
の
数
を
増
大
さ
せ
る
。

1ヒ法55(4・215)1599

無
頓
着
、
放
蕩
」

第
四
に
、
彼
ら
の
「
社
会
問
題
」

へ
の
対
策
は
、
個
々
の
貧
民
の
「
モ
ラ
ル
」
に
働
き
か
け
、
彼
ら
に
自
己
規
律
や
自
己
責
任
の
感
覚
を



説

(
引
)

フ
イ
ク
ス
は
、
親
方
に
よ
る
労
働
者
の
生
活
指
導
、
子
供
へ
の
無
償
教
育
を
重
視
す
る
。
さ
ら
に
、

(
必
)

ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
や
共
済
金
庫
を
通
じ
て
、
労
働
者
に
「
支
出
の
節
約
」
を
教
育
す
る
必
要
が
あ
る
。
デ
ユ
パ
ン
も
、
共
済
金
庫
と
私
的
慈

(必
)

(

H

H

)

善
の
活
性
化
を
主
張
す
る
。
ド
ロ
ズ
は
、
初
等
教
育
と
職
業
教
育
の
充
実
を
唱
え
た
。

北法55(4・216)1600

内
面
化
さ
せ
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
。

苦ム
ロ冊

(
却
)
「
政
治
経
済
学
協
会
(
印
忠
広
広
島
・
払
g
g
呂
町
田
u
o
E
宮
町
)
」
は
、
一
八
四
一
年
『
経
済
学
者
雑
誌
2
2
3
a
色
目
的
臥
8
=。
E
丘
町
田
)
』
を
発
刊
し
た

人
々
を
中
心
に
、
一
八
四
二
年
に
設
立
さ
れ
た
。
初
代
会
長
は
ロ
ッ
シ
(
卯
0
2
)
で
あ
り
、
同
時
期
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ガ
ル
ニ

エ
(
2
5
F
o
g
-
2
)
、
ギ
ョ

i
ム
(
。
Z
E
E
-
ロ
)
な
ど
が
い
た
。
ま
た
、
事
務
局
の
代
表
は
、
デ
ユ
ノ
ワ
イ
エ
と
パ
ツ
シ

1

3
虫
色
で
あ
っ

た
。
他
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
フ
イ
ク
ス
、
パ
ス
テ
ィ
ア
な
ど
が
い
る
(
え
・
《
《
印
o
n
5
h
q
A
山
円
。
口
。
5
5

日

M
O
-
-
E
』
E
O
v
r
b
E』

.
2
3
b
目
、
問
、
弘
司
2
2
2

h
v
も
ど
と
室
内
曲
目
》
包
F
】
吉
凶
・
)
。
本
稿
で
は
政
治
経
済
学
者
の
中
に
、
シ
ヤ
ル
ル
・
デ
ユ
パ
ン
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
ロ
ズ
、
ア
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ン
キ
な
ど

も
含
め
る
。

(幻
)

d

「

g
M
切
『
町
窓
口
唱
余
、
E
m
r
n
t
広
円
岡
山
B
E
g
F刊
日

M
O
-
-
円
5
5
0叫

E
2
2
∞
お
ー
-
唱
王
)
y
ζ
2
5
5
ζ
・
〉
a
n
-
-
o
g門戸玄
R
n
o
開
「
。
E
F
e
a
J
M
S
司

旬
、
ミ
ミ
ミ
き
~
h
h
R
a
~
h
g
昌
司
書
い
て
き
h
h
F
句
、
、
ミ
h
h
h
h
q
E』

h
h
S
S
A
『
同
町
内
q
a
q
苦
言
・
町
内
S
S
H
町
内

8
門
町
内
『
5
さ

E
S
E
-
〉
ミ
コ
町
民
む
お
札
』
告
2
5
H
E
内

さ
言
『
m
S
H
E
R
S
E
ミ
・
F
O
ロ
色
。
ロ
陪
E
Z向
者
J

べ
。
門
F
m
o
E
円
】
旦
m
m
e
M
O
O
-
咽
勺
-
Z
-

(
泣
)
吋
忠
O
円
Z
R
E
M
-
。
~
v
h
内
ヨ
ミ
5
5
h
R
ユボ
H
b
H
R
凡
な
え
む
と
S
Sて
江
如
、
志
向

h
e
E
H
F
E
邑
・
同
y
u
・

(お
)
U
E
Z
f
同
泣
き
'
e
高
ミ
S
R
也
、
与
え
ぬ
旬
円
h
b
h
h
a
吾
、
内
さ
~
町
、
2
2
5
也
、
.
門
戸
可
-
M
凶
・

3
・
お
B
a
-
シ
ヤ
ル
ル
・
デ
ユ
パ
ン
(
明
円
g
m
o
z
'虫
2
m
E

n
F
E
冊
目
。
吾
5
・
コ
∞
品
目

Z
3
)
は
、
ヴ
ア
ル
ジ
イ
(
〈
国
ロ
可
)
に
生
ま
れ
た
。
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
タ
ニ
ク
卒
業
後
、
技
師
と
な
り
イ
ギ
リ
ス
滞

在
を
経
験
す
る
。
数
学
の
政
治
へ
の
適
用
や
、
政
治
経
済
学
に
か
ん
す
る
著
作
に
よ
っ
て
名
声
を
獲
得
し
、
一
八
二
四
年
に
男
爵
の
爵
位
を
受

け
る
。
七
月
王
政
下
で
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
評
定
官
、
海
軍
大
臣
な
ど
を
歴
任
し
、
『
フ
ラ
ン
ス
の
民
衆
諸
階
級
の
福
利
と
融
和
』
に
よ
っ

て
、
当
時
の
自
由
主
義
的
政
治
経
済
学
を
代
表
す
る
論
者
と
な
っ
た
。

(
μ
)
U
E
n
E
g
-
-
門
U
0
3
t
R
出
品
川
、
ミ
S
3
J
o
h
u
円
九
『
・
岨
同
Y
M
M
N
-
勺
凶
出
・
デ
ユ
シ
ャ
テ
ル
(
円
U
E旬
-2・

8
z
w
吋
釦
口
口
町
加
巳
〕
『
U
z
n
E
E
-
-
∞
。
凶
ム
∞
弘
、
司
)
は
、
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ

l
の
政
治
家
の
家
に
生
ま
れ
た
。
復
古
王
政
期
に
雑
誌
『
グ
ロ
ー
ブ
』
の
創
設
に
携
わ
り
、
七
月
革
命
以
降
は
政
治
家
に
転
身
す
る
。
商
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右
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白岡

第

節

社
会
経
済
学

第
一
款

社
会
経
済
学
用
法
史

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
「
社
会
経
済
学
」

の
同
定
を
巡
っ
て
様
々
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
最
大
の
要

因
は
、
十
九
世
紀
前
半
に
「
社
会
経
済
学
」
の
用
法
が
確
立
し
て
い
た
と
は
一
言
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
「
社
会
経
済
学
」

の
用
法
史
に
つ
い
て
、
簡
略
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

「
政
治
経
済
学
」
「
社
会
経
済
学
」
の
用
法
史
を
整
理
し
た
十
九
世
紀
半
ば
の
政
治
経
済
学
者
J
・
ガ
ル
ニ
エ
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
経
済
学
」

(-mgE刊
号
∞

E
同
士
宮
匂
)
の
手
に
な
る
一
七
七
三
年
の
著

作
「
政
治
学
の
諸
要
素
、
あ
る
い
は
社
会
経
済
学
の
真
の
原
理
に
つ
い
て
の
探
求
(
閃
尽
き

S
E
号

E
E
E
H
S
R
。
忠
之
内

r
R
E刊
号
』
て
E
な

(
l
)
 

で
あ
る
。
た
だ
し
、
十
九
世
紀
半
ば
に
至
る
ま
で
、
「
社
会
経
済
学
」
と
「
政
治
経
済
学
」
は
、
同
義

と
い
う
語
の
最
初
の
使
用
は
、

フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
ピ
ュ
ア
H
ナ
ン
シ
イ

h
u
『
宮
内
九
Y
E
h
地
内
~
以
内
も
担
。
S
R
h
も
門
官
』
向
)
』

北法55(4・218)1602



(2) 

語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

た
と
え
ば
』
・
白
・
セ
イ
は
、
一
八
四
三
年
の
『
実
践
政
治
経
済
学
講
義
』

(
3
)
 

が
よ
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ア
ド
ル
フ
・
ゲ
パ
ン
は
、

フランス福祉国家の思想的i原流 (1789~1910年) (2) 

の
中
で
、
「
政
治
経
済
学
」
は
「
社
会
経
済
学
と
呼
ば
れ
た
ほ
う

(4) 

一
八
三
三
年
の
『
社
会
経
済
学
概
論
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
司
政
治
学
』
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ち
出
8
す
な
わ
ち
都
市
、
ロ
尽
す
な
わ
ち
国
家
に
由
来
す
る
。
一
方
『
経
済
学

(hSSE-m)
』
は
、

「
社
会
経
済
学

2
8
5
5
5
8
2旨
)
』
に
属
す
る
。
こ
の
語
は
、
一
語
の
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
『
政
治
学
(
宮
E
E
E
)
』
と
は
、

ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
『
政
治
経
済
学
』
と
い
う
名
称
し
か
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、

我
々
の
思
想
を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
『
社
会
経
済
学
』
と
い
う
名
称
の
方
が
望
ま
し
か
っ
た
」
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
に
よ
っ
て
重
視

さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
社
会
経
済
学
」
と
伝
統
的
「
政
治
学
」
と
の
区
別
で
あ
り
、
「
政
治
経
済
学
」
と
「
社
会
経
済
学
」
は
名
辞
の
問
題
に

す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、

ガ
ル
ニ
エ
の
議
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
九
世
紀
前
半
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
は
、
「
社
会
経
済
学
」
と
「
政
治
経
済
学
」
と
を

一
八
一
六
年
の
匿
名
の
冊
子
『
社
会
経
済
学
に
よ
っ
て
正
し
く
規
制
さ
れ
た
乞
食
の
利
点
に
つ
い
て
』

対
照
さ
せ
る
用
法
も
存
在
し
て
い
る
。

で
は
、
社
会
が
貧
富
の
二
つ
の
「
階
級
(
円
富
田
町
田
)
」
に
分
か
れ
、
相
対
立
し
て
い
る
現
状
に
た
い
し
て
、
「
す
べ
て
の
階
級
を
超
越
し
た
高

み
」
に
あ
る
「
人
民
政
府
」
の
「
主
権
」
こ
そ
が
、
労
働
者
階
級
を
守
る
法
的
取
り
組
み
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い

(

5

)

(

6

)

 

る
。
先
に
挙
げ
た
ゲ
パ
ン
の
著
作
で
も
、
「
社
会
経
済
学
」
は
、
「
人
民
全
体
」
の
「
幸
福
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
八
三
二
年
の
パ

(7) 

ル
ベ
の
著
作
『
社
会
経
済
学
論
集
』
で
は
、
そ
れ
が
「
す
べ
て
の
市
民

(ng宮
口
)
の
利
益
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
シ
ス

モ
ン
デ
イ
の
影
響
を
受
け
た
論
者
に
お
い
て
、
物
質
的
富
の
拡
大
を
目
的
と
す
る
「
政
治
経
済
学
」
へ
の
批
判
を
意
識
す
る
形
で
、
人
民
の

(8) 

「
幸
福
」
を
目
的
と
す
る
「
社
会
経
済
学
」
が
対
置
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
「
社
会
経
済
学
」
を
主
題
に
据
え
る
ジ
エ
ラ
ン
ド
の
「
公
的
慈
善
』

マ
ル
ボ
l

『
社
会
経
済
学
研
究
」
(
一
八
四
四
年
)
な
ど
の
著
作
で
は
、

北法55(4・219)1603

(
一
八
三
六
年
)
、

ペ
ク
l
ル
『
社
会
経
済
学
」
(
一
八
三
九
年
)
、
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一
八
三
二
年
の
講
義
の
冒
頭
に
お
い
て
、

(9) 

物
質
主
義
に
基
づ
く
「
イ
ギ
リ
ス
政
治
経
済
学
」
と
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
社
会
経
済
学
」
と
を
対
比
し
て
い
る
。
政
治

「
大
衆
的
貧
困
」
と
の
か
か
わ
り
で
、
「
政
治
経
済
学
」
批
判
が
展
開
さ
れ
る
。
ド
・
ク
l
は、

論

経
済
学
者
ア
ド
ル
フ
・
プ
ラ
ン
キ
は
、
『
政
治
経
済
学
の
歴
史
」
(
一
八
三
七
年
)
に
お
い
て
、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
や
マ
ル
サ
ス
の
影
響
を
受

け
た
論
者
に
た
い
し
て
、
産
業
化
を
批
判
す
る
論
者
を
「
フ
ラ
ン
ス
学
派
の
社
会
経
済
者
た
ち

3
8
5
E
a
2
8
2
2凶
号

去

g
z

(
叩
)

宮
口
の
包
田
町
)
」
と
称
し
、
そ
の
中
に
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
、
ヴ
イ
ル
ヌ
l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
、
ド
ロ
ズ
な
ど
を
含
め
て
い
る
。
一
八
四
O
年
の

ピ
ユ
レ
の
著
作
「
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
貧
窮
に
つ
い
て
』
で
は
、
「
政
治
」
と
「
モ
ラ
ル
」
を
分
離
す
る
「
イ
ギ
リ
ス
政
治
経

(
日
)

済
学
」
に
た
い
し
て
、
両
者
を
再
統
合
す
る
「
真
の
社
会
科
学
」
「
社
会
経
済
学
」
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

一
八
四
一
年
の
「
政
治
経
済
学
の
歴
史
』
の
中
で
、
二
つ
の
語
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。
「
政
治
経
済
学
」
は
、
そ
も
そ
も
家
政
(
加
2
5
5
m
g
S
E
n
-曲
目

2
0ロ
)
、
後
に
は
公
的
行
政
を
対
象
と
し
た
。
そ
れ
は
「
社
会
体
全
体
」

(ロ)

の
統
治
を
対
象
す
る
た
め
、
セ
イ
の
言
う
よ
う
に
、
「
『
社
会
経
済
学
』
と
い
う
名
称
の
ほ
う
が
理
に
適
っ
て
い
た
」
。
し
か
し
、
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
以
降
、
「
政
治
経
済
学
」
は
変
容
を
蒙
り
、
も
は
や
「
物
質
的
富
」
の
み
に
関
わ
る
学
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
発
展

(
日
)

し
た
「
政
治
経
済
学
」
と
、
「
よ
り
豊
か
で
、
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
近
い
現
代
の
社
会
経
済
学
」
を
対
比
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
真
の
社
会
経
済
学
と
は
、
労
働
と
慈
善
を
と
も
に
喚
起
し
、
富
の
生
産
よ
り
も
福
祉
を

g'公
お
)
の
一
般
的
普
及
を
助
け
、
必
要

ヴ
イ
ル
ヌ
l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
は
、

を
無
限
に
増
大
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
を
一
定
限
度
に
定
め
、
産
業
の
拡
大
を
正
し
い
比
率
に
割
り
当
て
、
最
後
に
国
民
の
産
業

(
比
)

の
:
・
発
展
に
基
づ
く
。
」

そ
れ
は
、
十
八
世
紀
ま
で
の
伝
統
的
な
「
政
治
経
済
学
」

(
日
)

す
る
。

の
用
法
を
引
き
継
ぎ
、
「
社
会
の
組
織
化
と
統
治
を
構
成
す
る
全
て
」
を
対
象
と

両
者
の
区
別
が
一
般
に
普
及
す
る
の
は
、

一
八
五
六
年
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
・
プ
レ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
る
「
社
会
経
済
学
協
会
」

~t法55(4 ・ 220)1 604



(
ω
o
n
広
広
島
町
】
ぷ
円
。
ロ
0
5
5
8
S
色
町
)
の
設
立
、
さ
ら
に
は
一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
お
け
る
「
社
会
経
済
学
」
部
門
の
設
置
以
降

(
凶
)

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
す
で
に
「
社
会
経
済
学
」
が
制
度
化
さ
れ
る
以
前
の
七
月
王
政
期
に
お
い
て
、
両
者
の

分
岐
が
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
分
岐
は
、
十
九
世
紀
初
頭
の
政
治
経
済
学
の
意
味
変
容
に
由
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
八
世
紀
末
に

至
る
ま
で
、
人
民
の
「
幸
福
」
を
目
的
と
し
、
財
政
、
衛
生
、
監
獄
、
人
口
な
ど
を
対
象
と
し
て
い
た
政
治
経
済
学
は
、
十
九
世
紀
初
頭
以

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (2) 

降
、
富
の
生
産
や
消
費
か
ら
成
る
「
自
律
的
」
秩
序
へ
と
対
象
を
限
定
し
、
そ
の
「
法
則
」
に
適
合
し
な
い
現
象
を
外
部
へ
と
切
り
捨
て
る

か
、
周
縁
へ
と
位
置
づ
け
て
い
っ
た
。
一
八
三
O
年
前
後
か
ら
、
政
治
経
済
学
に
お
い
て
捨
象
さ
れ
た
要
素
を
引
き
受
け
、
「
幸
福
」
を
目

的
と
す
る
統
治
の
学
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
思
想
が
「
社
会
経
済
学
」
で
あ
っ
た
。
確
か
に
こ
の
時
期
に
は
、
ヴ
ィ
ル
ヌ

l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ

モ
ン
が
「
社
会
経
済
学
」
よ
り
「
キ
リ
ス
ト
教
政
治
経
済
学
」
と
い
う
呼
称
を
選
好
し
、
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
は
自
ら
の
思
想
を
「
新
し
い
政
治

経
済
学
」
と
語
る
な
ど
、
そ
の
名
称
は
一
定
し
て
な
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
、
支
配
層
内
部
に
お
い
て
政
治

経
済
学
へ
の
批
判
を
担
っ
た
思
想
潮
流
を
、
「
社
会
経
済
学
」
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
l
)
Z・
2
8
z
o
E
m
p
o
-
-
S
室
内
向
同
弘
之
さ
皇
宮
号
音
色
H
E
E
b
E
E
~
5
5
ζ
2
号
S
S
5
5
2
号
S
E
E
E
室
内
三
円
S
己
主
室
内
咽

同》陪江田・}∞凶
M
-

喝℃・
M
M
'
M
A
F
・

(
2
)
S
R七・区・

(
3
)
印

3
・
内
E
h
ヨ
門
司
ヨ
ミ
ミ
h
・
h
門
b
s
s
s
R
h
u
q
~
笠
宮
内
、
、
白
H
S
5
・
己
、
・
2
F
・目

u---

(
4
)
〉
ザ
ゴ
。
回
目
。
。
口
和
田
U
5
・
吋
さ
志
向
、
和
円
。
z
o
珪
尽
き
円
g
r・MVHEP-∞一口咽司・小

(
5
)
〉
口
。
ロ
〕
三
吋
f
b
s
a
g
s
H
Q
同
町
h
弘
司
』
む
き
S
h
法
令
み
~
号
、
刊
誌
叉
た
え
ぬ
ま
~
ぶ
門
2
3
H
R
h
b
町
宮
~
問
、

R

凡
な
宮
町
。
=
芯
辺
町
内
S
H

民
問
題
言
、
ミ
h
h
凡
也
、
悼
む
~
v
g
宮
内
w

同
町
民
向
宮

司町内向hh凡芯弘司「ル否、
J

苫同司、~。~h』官民ミSEb町内『hhbミ・司
R
2・-∞
-a
・

(
6
)
〉
・
0
z
h
窓
口
-
M
3
5
.
忠
弘
-
h
S
き
さ
2
色
町
E
R
S
-
門
む
よ
可
-a
・

(7)
〉ロ関口国円四回国同
σ
2・ミ公民
Z
』
川
町
旬
、
恥
門
司
き
さ
内
包
門
S
~
h
-
-
N
O
E
S
e
Z
凶
ド
余
唱
『
色
白
門
町
》
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(8)
の
門
司
g
n釦
n
n
y
C
E
ミ
ヨ
同
旬
、
~
b
ヨ
ロ
守
向
、
§
・
円

F
司
-
霊
・

(
9
)
n
F
R】四回門田町内。
EF
同
ロ
ミ
え

w

品川町
2
3号
、
む
ご
た
宮
内
~-A
宮内
qhh号
、
3
3室内山市
b
で
也
君
号
室
、
問
、
5
8
h
h号
、
恥
門
也
、
H白書
Rhuqご
宣
言
問
--vRU--
∞MM・同
yhH

(
叩
)
〉
色
。
芳
吉
田
-
白
Z
E
-
-
E
5
2
h
H之
、
恥
円
包
さ
き
た

huむ
き
室
内

S
F
3
E
S
E
-
h
官
室
内
た
ま
」
.52-bz。
と
S
F
同J
S
F
品。

E
L
∞∞
N
-

勺・お凶『・

(
日
)
回
E
B
F
E
s
-
-弘
之
九
時
旬
円
E
h
h
a
Eぎ
5
5
2
2
b
H句
尽
『
町
、
、
町
内
同
室
、
s
z
R
こ
も
q・円九
H--M
斗・

(
ロ
)
〈
5
2
2足
由
民
間
町
一
5
0口
F
Kな
Hbh号
、
同
』
ぷ
円
S
也、達町、色町民屯
hhpF
ア
ミ
・
円
凡
FLu-=
・

(日
)SR--v-M--

(
は
)
〈
E
2
2〈
?
回
民
間
四
百
O
ロ
F
閃円。
zoヨ
九
町
、
。
~
主
唱
宮
内
門
守
郎
HR==問、色、・円
F
司
・
主
。

(
日
)
思
九
pa---u・
ロ
・
ヴ
イ
ル
ヌ
l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
の
場
合
、
具
体
的
に
は
、
慈
善
の
組
織
化
、
教
育
、
家
族
政
策
、
相
互
扶
助
や
共
済
金
庫
の
設

立
、
農
業
・
産
業
政
策
な
ど
を
意
味
す
る
。

(
凶
)
〉
邑
尽
の
Z
E
E
-
〔川町
E
E
Eて
『

E
E
Eミ
2
%と
:
・
・
屯
・
円
む
よ
唱
・
凶
・

三也
ロ間

第
二
款

社
会
経
済
学
の
秩
序
像

(
一
)
富
と
幸
福

シ
ス
モ
ン
デ
ィ
は
、

一
八
一
九
年
に
出
版
さ
れ
た
主
著
「
政
治
経
済
学
新
原
理
」

の
冒
頭
で
、

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
政
治
経
済
学
が
富
の

拡
大
の
み
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
、
「
政
治
経
済
学
」
は
「
す
べ
て
の
人
々
」
の
安
楽
と
幸
福
を
目
的
と
す
る
「
統
治
の
学

(口)

(
目

2
2
8
告

m
o
c
g
B
m
g
m
R
)
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
シ
ス
モ
ン
デ
イ
に
よ
れ
ば
、
商
業
の
発
展
は
労
働
人
口
の
増

大
と
供
給
過
剰
を
も
た
ら
し
、
最
終
的
に
は
「
人
類
の
大
多
数
の
階
層
を
よ
り
不
安
定
に
し
、
よ
り
残
酷
な
依
存
と
、
よ
り
多
く
の
死
亡
率
:
・

(
凶
)

を
も
た
ら
す
」
。
万
人
の
「
幸
福
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
公
権
力
の
介
入
に
よ
っ
て
商
業
活
動
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
政
治

や
放
縦
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
富
の
発
展
を
規

経
済
学
を
最
も
単
純
な
原
理
に
還
元
し
、

一
見
リ
ベ
ラ
ル
な
自
由
放
任

(
E
a
a
E
B
)
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(
印
)

制
す
る
た
め
に
、
私
は
社
会
的
権
力
の
介
入
に
訴
え
た
」
。
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
の
思
想
は
、
十
八
世
紀
ま
で
の
「
政
治
経
済
学
」
で
語
ら
れ
た

「
人
民
の
幸
福
」
を
目
的
と
す
る
「
統
治
の
学
」
を
引
き
継
ぎ
、

政
治
経
済
学
か
ら
、
伝
統
的
な
「
政
治
経
済
学
」

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
降
、
富
の
生
産
に
関
わ
る
学
と
同
一
視
さ
れ
て
き
た

へ
と
回
帰
し
よ
う
と
し
た
試
み
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

一
八
一
二
0
年
代
以
降
の
社
会
経
済
学
者
へ
と
引
き
継
が
れ
、
政
治
経
済
学
批
判
の
主
要
な
論
点
と
な
っ

た
。
シ
ヤ
ル
ル
・
ド
・
ク
ー
や
ヴ
ィ
ル
ヌ
i
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
経
済
学
の
「
物
質
主
義
」
と
社
会
経
済
学
と
を
対
比

(
初
)

し
、
真
の
富
を
「
モ
ラ
ル
」
の
豊
か
さ
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ピ
ユ
レ
は
、
ス
ミ
ス
以
来
の
政
治
経
済
学
の
「
最
も
完
全
な
表
現
」
と
し
て

リ
カ

l
ド
の
思
想
を
挙
げ
、
「
こ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
傾
向
(
お

E
S
8
8巳
色
白
)
が
消
失
し
た
」
と
評
す
る
。
こ
の
思
想
に
お
い

「
富
」
と
「
幸
福
」
の
区
別
は
、

フランス福祉国家の思想的1原流 (1789-1910年) (2) 

て
、
「
国
家
は
生
産
の
工
場
で
し
か
な
い
。
人
聞
は
消
費
と
生
産
の
機
械
で
し
か
な
い
。
人
間
の
生
命
は
資
本
で
し
か
な
い
」
。
言
い
換
え
れ

(
幻
)

ば
、
「
政
治
経
済
学
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
政
治
と
モ
ラ
ル
と
を
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
で
あ
る
」
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
真
の
「
社
会
科

学
」
は
、
政
治
と
モ
ラ
ル
を
結
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
幸
福
」
が
、
下
層
階
級
の
物
質
的
安
寧
で
は
な
く
、
「
モ
ラ
ル
」
の
あ
り
方
を
指
す
と
す
れ
ば
、
社
会
経
済
学
の
目
的
は
、
シ
ス
モ
ン
デ
イ

の
主
張
し
た
よ
う
な
国
家
の
介
入
に
よ
る
商
業
活
動
の
抑
制
や
、
農
業
へ
の
回
帰
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
ド
・
ク
l
は
、
杜
会
の
一
体
性
や

(
泣
)

同
質
性
を
強
調
し
、
ジ
ェ
ラ
ン
ド
や
ヴ
イ
ル
ヌ
l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
は
、
上
層
階
級
に
よ
る
下
層
階
級
へ
の
教
育
を
強
調
し
た
。
彼
ら
に

と
っ
て
、
「
幸
福
」
と
は
、
上
下
の
階
層
聞
の
対
面
的
関
係
に
支
え
ら
れ
た
、
共
同
性
の
感
覚
を
意
味
し
て
い
る
。

(
二
)
新
し
い
慈
善

正
統
カ
ト
リ
シ
ス
ム
は
、
「
貧
困
」
を
自
然
的
不
平
等
の
帰
結
で
あ
り
、
人
々
の
慈
善
行
為
を
喚
起
す
る
こ
と
で
信
仰
心
を
高
揚
さ
せ
る

(
お
)

た
め
の
媒
介
と
と
ら
え
て
い
た
。
こ
の
認
識
は
、
「
社
会
問
題
」
が
語
ら
れ
始
め
た
十
九
世
紀
以
降
も
引
き
継
が
れ
る
。
一
人
七
O
年
以
前

北法55(4・223)1607



説

の
「
初
期
社
会
カ
ト
リ
シ
ス
ム
」
研
究
を
代
表
す
る
デ
ユ
ロ
ゼ
ル
は
、
十
九
世
紀
を
通
じ
て
「
神
学
者
が
社
会
問
題
を
ど
れ
ほ
ど
無
視
し
て

(M) 

い
た
か
」
に
は
「
驚
か
さ
れ
る
」
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
正
統
カ
ト
リ
シ
ス
ム
が
「
社
会
問
題
」
の
存
在
を
公
式
に
認
め
る
の
は
、
一
八
九

(
お
)

一
年
の
教
皇
レ
オ
十
三
世
の
回
勅
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

一
方
、
十
九
世
紀
前
半
の
伝
統
主
義
を
代
表
す
る
思
想
家
ボ
ナ
ル
ド
は
、
一
八
一

O
年
の
「
国
富
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で
、
す

で
に
イ
ギ
リ
ス
政
治
経
済
学
批
判
を
展
開
し
て
い
た
。
ボ
ナ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
国
富
を
個
人
の
物
質
的
な
富
の
集
積

(
M
m
)
 

と
理
解
し
た
。
し
か
し
、
「
社
会
」
と
は
、
私
的
利
益
の
集
合
を
越
え
た
「
一
般
意
思

(
5目
。
口
広
な
忠
豆
町
)
」
「
精
神
的
集
合
体

(g弓田

(
幻
)

B
Rと
)
」
で
あ
る
。
個
人
は
、
こ
の
集
合
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
き
初
め
て
「
人
間
」
と
な
る
。
自
由
主
義
者
の
称
揚
す
る
商
業
的
秩

序
は
、
「
私
的
利
益
」
を
解
放
し
、
「
公
共
精
神
」
を
喪
失
さ
せ
る
。
「
特
定
の
人
間
の
富
は
、
諸
国
民
の
富
(
江
口
宮
回
目
白
骨
∞

E
E
S日
)
で
は

な
い
。
:
・
一
人
の
例
外
も
な
く
、
す
べ
て
の
個
人
に
よ
っ
て
、
国
民
と
い
う
集
合
体
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
万
人
が
、
少
な
く
と

(
お
)

も
こ
の
富
に
参
与
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」

0

ボ
ナ
ル
ド
は
、
真
の
「
富
」
を
「
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
の
発
展
」
で
あ
る
と
し
、
商
業
的
秩
序
を

論

抑
制
す
る
こ
と
を
説
い
た
。

ボ
ナ
ル
ド
の
思
想
は
、

一
八
三

5
年
代
の
正
統
王
朝
派
(
】
位
互
呂
田
宮
)

(
羽
)

の
聞
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
経
済
学

を
代
表
す
る
ヴ
イ
ル
ヌ
l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
や
ジ
ェ
ラ
ン
ド
は
、
「
社
会
」
を
私
的
利
益
の
集
合
で
は
な
く
「
精
神
的
集
合
」
と
見
る
ボ

ナ
ル
ド
の
社
会
観
を
引
き
継
い
で
い
る
。
同
時
に
彼
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
布
教
に
と
ど
ま
ら
ず
、
貧
民
の
「
モ
ラ
ル
」
に
働
き
か
け

(
ぬ
)

る
「
新
し
い
慈
善
(
♀
邑
尽
き
里
丘
目
立
」
の
組
織
化
を
唱
え
た
。
旧
来
の
慈
善
と
「
新
し
い
慈
善
」
は
、
次
の
三
点
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
。

(
幻
)

第
一
に
、
従
来
の
慈
善
は
直
接
の
施
し
を
行
う
に
と
ど
ま
り
、
扶
助
の
効
果
を
計
測
し
な
か
っ
た
。
「
新
し
い
慈
善
」
は
、
た
ん
な
る
信

(
幻
)

仰
や
共
感
に
よ
る
施
し
に
と
ど
ま
ら
ず
、
貧
民
に
自
律
と
勤
勉
の
精
神
を
も
た
ら
す
効
果
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ェ
ラ
ン
ド
は
、
慈
善

の
本
質
を
、
現
物
の
給
付
で
は
な
く
、
「
配
慮
、
助
言
、
励
ま
し
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
「
能
動
的
な
慈
善
(
各
自
尽

R
a
g
)
」
と
称
し

北法55(4・224)1608 



(
お
)

て
い
る
c

ベモ
きン
では
あ
る惑
と善
説の
い実
て践
い;;;1こ
る ú~ お

O し冶

て

zで

活き

!32 
A語戸

元?
よ才
び公
安い
詳リ

めソ

語i
d -(、わ
寸 4 、

効
Fj果
!r を
お 若主

2汗
;:;:な
8け
g れ
3 ，ま
5・な

宮ら
Eな
宮 い
何 0

~ヴ
号ィ
ヨlレ日、
書ヌ
官 1
~ヴ
Lー

をパ
導ル
入ジ
すユ

さ
ら
に
、
「
新
し
い
慈
善
」
は
、

フランス福祉国家の思想的源流 0789-1910年) (2) 

第
二
に
、
旧
来
の
慈
善
は
「
予
防
(
℃
広
5
2
5
」
へ
の
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
。
「
新
し
い
慈
善
」
は
、
「
予
防
」
「
予
見
守
弘
〈
♀

8
2
)
」

(
お
)

を
中
心
的
な
目
的
と
す
る
。
ピ
ュ
レ
、
ジ
ェ
ラ
ン
ド
、
ヴ
イ
ル
ヌ

l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
ら
に
よ
れ
ば
、
「
大
衆
的
貧
困
」
の
原
因
は
、
「
モ

ラ
ル
」
の
低
下
、
「
無
知
」
、
「
予
見
能
力
の
欠
如
」
に
見
出
さ
れ
る
。
「
新
し
い
慈
善
」
は
、
貧
民
自
ら
が
未
来
の
不
確
実
性
を
予
見
し
、
現

在
に
お
い
て
そ
れ
に
備
え
る
と
い
う
生
活
態
度
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。

第
三
に
、
伝
統
的
慈
善
は
、
場
当
た
り
的
な
対
応
に
と
ど
ま
り
、
公
的
権
力
や
人
道
主
義
的
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
と
の
協
力
、
組
織
化
を
十

(
お
)

分
に
行
わ
な
か
っ
た
。
「
新
し
い
慈
善
」
で
は
、
個
別
の
貧
民
に
対
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
貧
民
の
住
む
地
区
ご
と
の
特
性
に
配
慮
し
、
異

(
幻
)

な
る
組
織
と
協
力
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

2
3
参
与
観
察

セ
イ
以
降
の
政
治
経
済
学
は
、
事
実
を
観
察
し
、
分
類
す
る
と
い
う
十
八
世
紀
末
ま
で
の
知
の
あ
り
方
(
博
物
学
、
自
然
史
、
統
計
学
的

な
知
)
で
は
な
く
、
現
象
の
背
後
に
働
く
一
般
法
則
を
抽
出
し
、
自
律
し
た
知
的
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
(
物
理
学
、
生
理
学
的
な
知
)
を

重
視
し
た
。

A
-
プ
ラ
ン
キ
な
ど
杜
会
調
査
に
従
事
し
た
政
治
経
済
学
者
も
、
収
集
さ
れ
た
事
実
の
背
後
に
「
進
歩
」
の
法
則
を
読
み
取
り
、

労
働
者
階
級
の
貧
困
や
秩
序
不
安
を
、
例
外
的
で
一
時
的
な
現
象
と
見
な
し
た
。

一
方
、
社
会
経
済
学
で
は
、
抽
象
的
・
一
般
的
な
法
則
の
抽
出
で
は
な
く
、
対
象
へ
の
参
与
観
察
に
も
と
づ
く
知
の
蓄
積
と
、
実
践
へ
の

北法55(4・225)1609



説

適
用
が
重
視
さ
れ
る
。
例
え
ば
ジ
ェ
ラ
ン
ド
は
、
私
的
慈
善
と
公
的
扶
助
を
媒
介
す
る
役
割
を
果
た
す
「
貧
困
相
談
員

(
5
5
E
E

:;;-D 

日間

宮
ロ
〈
お
)
」
の
役
割
と
し
て
、
次
の
点
を
挙
げ
て
い
る
。
貧
困
相
談
員
は
、
前
も
っ
て
、
書
物
に
よ
る
専
門
的
知
識
を
有
し
て
お
く
必
要
は

(
お
)

な
い
。
そ
の
資
質
は
、
「
正
し
い
感
覚
、
観
察
の
精
神
、
洞
察
力
:
・
、
世
界
と
人
間
の
心
の
秘
密
に
つ
い
て
の
い
く
ら
か
の
知
識
」
に
あ
る
。

彼
ら
の
役
割
は
、
一
般
法
則
の
認
識
で
は
な
く
、
貧
民
の
具
体
的
生
活
環
境
に
つ
い
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
詳
細
な
観
察
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
貧
民
の
家
庭
環
境
(
独
り
身
で
あ
る
か
、
結
婚
し
て
い
る
か
、
や
も
め
で
あ
る
か
、
家
長
で
あ
る
か
ど
う
か
、
子
供
は
い
る
か
、

い
る
と
す
れ
ば
何
人
か
、
子
供
の
年
齢
は
十
歳
以
下
か
、
未
成
年
か
な
ど
て
性
別
、
年
齢
、
健
康
状
態
、
労
働
能
力
、
家
計
な
ど
で
あ
る
。

観
察
は
、
一
日
だ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
日
に
渡
っ
て
、
異
な
る
時
間
帯
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
本
人
だ
け
で
な

(
ぬ
)

く
、
家
族
、
隣
人
、
医
者
な
ど
に
た
い
し
て
も
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
貧
民
の
労
働
能
力
、
モ
ラ
ル

の
状
態
、
扶
助
の
必
要
度
を
分
類
し
、
よ
り
効
率
的
な
慈
善
、
す
な
わ
ち
慈
善
の
「
エ
コ
ノ
ミ
ー
体
制
(
広
明
回
目
白
血

g
g
E告
白
)
」
を
実
現

(ω) 

す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。

(
四
)
博
愛
主
義
批
判

一
七
九
O
年
の
「
物
乞
い
根
絶
委
員
会
」
の
中
で
、
ラ
・
ロ
シ
ユ
フ

l
コ
l
H
リ
ア
ン
ク
l
ル
は
、
宗
教
的
慈
善
に
代
わ
る
公
的
扶
助
の

組
織
化
を
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
「
慈
善
」
は
「
労
働
な
き
給
与
」
に
等
し
く
、
貧
民
の
無
為
と
退
廃
を
導
い
た
に
す
ぎ

(
引
)

な
か
っ
た
。
「
偽
の
貧
民
」
に
施
し
を
与
え
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
「
職
業
的
な
物
乞
い
あ
る
い
は
浮
浪
者
」
と
な
り
、
「
あ
ら
ゆ
る
労
働
を
拒

(
位
)

み
、
公
共
秩
序
を
乱
し
、
社
会
の
災
厄
」
と
な
る
。
そ
れ
は
、
真
に
扶
助
を
必
要
と
し
て
い
る
者
(
労
働
で
き
な
い
老
人
や
子
供
、
病
気
の

者
な
ど
)
の
財
を
奪
い
、
貧
民
の
数
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
的
扶
助
の
必
要
を
さ
ら
に
拡
大
さ
せ
る
。
彼
は
、
旧
来
の
「
慈
善
」

(
必
)

に
代
わ
る
対
策
と
し
て
、
公
権
力
に
よ
る
「
扶
助
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
を
主
張
す
る
。
公
的
扶
助
は
、
貧
民
の
生
存
を
保
障
す
る
だ
け
で
な
く
、

北法55(4・226)1610



(
付
)

そ
の
「
一
般
的
効
果
」
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
救
貧
に
関
す
る
立
法
は
、
「
私
的
な
徳

(
5
5
宝
〈
私
立
で
は
な
く
、

(
必
)

理
(
勺

E
a宮
間
関
宮
公
EH)
の
上
に
築
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
。
具
体
的
に
は
、
「
真
の
貧
民
」
と
「
偽
の
貧
民
」
を
区
別
し
、
給
付
の
代
わ

(
必
)

り
に
労
働
を
課
す
こ
と
で
、
「
悪
徳
」
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
「
一
般
的
原
理
」
を
支
え
る
の
は
、
宗
教
的
原
理
で
は

(
円
引
)

な
く
、
「
新
し
い
科
学
」
、
す
な
わ
ち
「
政
治
科
学

(
5
2
8
ち
-
宣
告
白
)
」
で
あ
る
。

一
般
的
原

七
月
王
政
期
の
社
会
経
済
学
は
、
行
政
の
合
理
化
論
と
結
び
つ
い
た
革
命
期
の
「
博
愛
」
論
を
批
判
し
、
「
慈
善
」
の
刷
新
を
主
張
し
た
。

ヴ
イ
ル
ヌ
l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
は
、
テ
ユ
ル
コ

l
、
ラ
・
ロ
シ
ユ
フ
!
コ

i
H
リ
ア
ン
ク
ー
ル
な
ど
の
唱
え
た
「
博
愛
」
論
を
、
「
犠
牲
」

の
精
神
を
欠
い
た
冷
淡
な
関
係
と
し
て
、
ジ
ェ
ラ
ン
ド
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
引
い
て
い
る
。

フランス福祉国家の思想的源流(1789-1910年) (2) 

「
慈
善
に
従
事
す
る
正
し
い
人
間
と
は
、
た
ん
に
勤
勉
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
行
政
官
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
の
厳
格

さ
を
、
自
発
的
に
修
正
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
司
法
官
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
窃
盗
を
罰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
彼
は
金
銭
的
助
言
者
(
出
ロ

B
S『
)
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
[
貧
民
に
]
労
働
を
奨
励
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
が
税
を
支
払

い
、
新
た
に
消
費
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
彼
は
人
々
の
友
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
々

(
必
)

の
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」

社
会
経
済
学
者
に
よ
れ
ば
、
貧
困
へ
の
対
応
は
、
合
理
性
や
効
率
性
を
重
視
す
る
行
政
権
力
で
は
な
く
、
自
発
的
な
共
感
に
基
づ
く
上
層
階

級
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
、
「
社
会
問
題
」
へ
の
対
応
を
「
権
利
」
の
語
棄
で
語
る
こ
と
を

否
定
し
、
国
家
の
画
一
的
な
介
入
を
批
判
す
る
。
「
貧
窮
者
の
法
的
権
利
、
国
家
に
よ
る
扶
助
、
貧
民
税
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
発
的
な

(
約
)

慈
善
を
消
滅
さ
せ
る
」
。
「
新
し
い
慈
善
」
は
、
下
層
階
級
と
対
面
す
る
上
層
階
級
が
、
個
々
の
場
面
で
行
政
的
・
司
法
的
役
割
を
担
い
、
下

層
階
級
へ
の
助
言
や
教
育
的
配
慮
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
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説

(
五
)
平
等
と
階
層
化

こ
の
よ
う
に
、
社
会
経
済
学
者
は
、
上
層
・
下
層
階
級
の
あ
い
だ
の
階
層
関
係
を
「
自
然
な
」
も
の
と
し
て
前
提
し
て
い
る
。
社
会
に
現

論

存
す
る
不
平
等
の
廃
絶
は
、
不
可
避
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
望
ま
し
く
も
な
い
。
ジ
エ
ラ
ン
ド
は
言
う
。
「
不
平
等
は
、
自
由
な
労
働
の
不

(
印
)

可
避
の
帰
結
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
繁
栄
の
源
泉
で
あ
る
」
。
ヴ
イ
ル
ヌ

l
ヴ
・
パ
ル
ジ
ユ
モ
ン
は
、
ル
ソ
!
の
平
等
論
を
批
判
し
、
「
不
平
等

(
日
)

は
あ
ら
ゆ
る
美
徳
の
、
そ
し
て
モ
ラ
ル
の
完
成
の
学
校
で
あ
り
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
母
体
で
あ
る
」
と
言
う
。
不
平
等
が
存
在
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
上
層
階
級
の
「
慈
善
」
の
精
神
が
喚
起
さ
れ
、
富
裕
層
と
貧
困
層
と
の
あ
い
だ
に
情
緒
的
結
合
が
生
ま
れ
る
。

し
か
し
階
層
構
造
は
、
そ
れ
が
既
存
の
関
係
を
維
持
し
、
慈
善
の
精
神
を
喚
起
す
る
限
り
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
。
ヴ
イ
ル
ヌ

l
ヴ
・
パ

ル
ジ
ユ
モ
ン
は
一
言
、
っ
。

「
キ
リ
ス
ト
教
政
治
経
済
学
は
、
社
会
秩
序
の
維
持
に
不
可
欠
な
不
平
等
を
尊
重
す
る
。
同
時
に
、
社
会
の
中
で
苦
し
ん
で
い
る
者
[
の

状
態
]
が
徐
々
に
改
善
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
要
求
す
る
。
少
な
く
と
も
、
社
会
的
に
不
平
等
な
階
層
か
ら
貧
民

(gemgg)
が
消
失

(
臼
)

し
、
彼
ら
が
人
間

(Foggm)
と
な
る
こ
と
を
望
む
。
」

社
会
全
体
の
発
展
の
た
め
に
、

一
部
の
人
聞
が
極
端
な
貧
窮
状
態
に
陥
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
社
会
で
は
、

産
業
の
発
展
と
と
も
に
富
の
集
中
が
生
じ
、
「
中
世
の
封
建
制
よ
り
も
は
る
か
に
専
制
的
で
、
抑
圧
的
で
、
過
酷
な
、
新
し
い
封
建
制
(
涼
?

(
日
)

E-志

SEm--m)
」
が
出
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
社
会
を
分
断
し
、
上
層
階
級
と
下
層
階
級
の
聞
に
敵
対
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
の

帰
結
を
、
ナ
ヴ
イ
ル
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

「
貧
民
は
富
者
を
、
自
分
た
ち
の
お
か
げ
で
得
た
財
を
不
正
に
所
有
す
る
者
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の
人
間
性
や
、
自
ら
が
行
い

う
る
奉
仕
に
よ
っ
て
得
る
べ
き
扶
助
を
、
懇
願
や
暴
力
に
よ
っ
て
富
者
か
ら
む
し
り
取
ろ
う
と
す
る
。

(
町
内
)

の
敵
と
み
な
す
よ
う
に
な
る
・
・
・
。
」

一
方
富
者
は
、
貧
民
を
自
ら

北法55(4・228)1612



フランス福祉国家の思想的拐、流 (1789-1910年) (2) 

社
会
経
済
学
者
の
描
く
社
会
像
は
二
定
の
階
層
性
を
前
提
と
し
た
対
面
的
関
係
の
重
な
り
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
ド
ク
ト
リ
ネ

l

ル
や
折
衷
派
の
歴
史
哲
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
不
平
等
を
「
進
歩
」
「
文
明
化
」
の
観
念
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
批
判
さ
れ
る
。
「
そ

(
日
)

れ
[
歴
史
哲
学
]
は
、
進
歩
や
文
明
化
へ
の
過
程
と
し
て
の
み
貧
困
を
考
察
し
」
「
歴
史
的
オ
プ
テ
イ
ミ
ズ
ム
」
に
依
拠
し
て
い
る
。
ピ
ユ

レ
に
よ
れ
ば
、
「
産
業
の
進
歩
」
が
社
会
全
体
に
利
益
を
与
え
る
の
は
初
期
の
段
階
に
す
ぎ
な
い
。
「
産
業
シ
ス
テ
ム
」
は
常
に
発
展
し
続
け

る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
供
給
が
需
要
を
超
過
し
、
「
均
衡
」
が
失
わ
れ
る
。
シ
ス
テ
ム
の
不
均
衡
は
労
働
者
階
級
を
犠
牲
に
し
、
彼
ら
を
さ

(
防
)

ら
な
る
困
窮
に
陥
れ
る
。
ジ
ェ
ラ
ン
ド
、
ピ
ユ
レ
な
ど
に
お
い
て
、
「
進
歩
」
と
い
う
観
念
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い
。
「
社
会
問
題
」
へ
の

対
応
は
、
単
一
の
原
理
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
実
践
的
な
知
の
蓄
積
に
基
づ
い
て
、
家
族
、
宗
教
、
パ
ト
ロ
ナ

l
ジ
ュ
、
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
、

公
的
機
関
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
同
一
の
表
の
上
に
配
分
し
、
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

げ

)

印

Ugoロ
庁
内
庁
∞
zsoa--
害
ミ
E
5
h
uき
円
九
百
旬
、

R
bさ
き
た

E
E
2
n
g
bミ
2

2
♀
2
h町
民
む
と
抱

h
S苦
q
S
ね
て
同
町
宮
、
告

z~む
と

2
・
3
ユタ

5
3・
3
∞
七
・
同
様
の
批
判
は
マ
ル
サ
ス
に
よ
っ
て
す
で
に
試
み
ら
れ
て
い
た
。
「
国
民
の
官
閣
の
増
大
は
、
貧
し
い
労
働
者
の
状
態
を
改
善
す
る

傾
向
を
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
も
た
な
い
」
(
マ
ル
サ
ス
「
人
口
論
』
、
前
掲
書
、
一
八
一

l

一
八
二
頁
)
。
マ
ル
サ
ス
は
、
「
諸
国
民

の
富
」
と
「
諸
国
民
の
幸
福
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
国
民
に
お
け
る
最
大
多
数
を
し
め
る
階
級
で
あ
る
社
会
の
下
層
諸
階
層
の
幸
福
と
安
楽
」

と
を
区
別
し
、
前
者
の
増
大
が
、
食
料
や
生
活
必
需
品
の
物
価
上
昇
を
招
く
た
め
、
後
者
の
増
大
に
は
つ
な
が
ら
な
い
、
と
論
じ
た
(
向
上
、

一
七
六
1
一
八
一
頁
)
。
し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
、
財
の
再
配
分
の
た
め
に
国
家
が
介
入
す
る
な
ら
ば
、
労
働
賃
金
の
低
下
、
人
口
の
増
大
な
ど
、

さ
ら
な
る
害
悪
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
「
財
産
の
不
平
等
が
社
会
に
と
っ
て
必
要
あ
る
い
は
有
用
だ
と
い
う
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
」
(
同
上
、
二

二
七
頁
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
平
等
が
も
た
ら
す
「
刺
激
は
、
人
類
の
大
多
数
の
幸
福
を
促
進
す
る
た
め
に
絶
対
に
必
要
」
で
あ
る
(
向
上
、

六
二
頁
)
。
貧
困
へ
の
対
策
と
し
て
実
際
に
提
案
さ
れ
た
の
は
、
労
働
者
へ
の
道
徳
教
育
、
貧
民
の
結
婚
の
禁
止
な
ど
の
人
口
抑
制
策
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。

(
凶
)
聞
広
B
C
D
-仏
F
e
~

〈
屯
号
室
長
、
コ
ヨ
円
相
、
号
、
郎
門
色
苫
色
、
さ
町
、
ミ
芝
室
内
、
口
、
・
円
H
F
・-】合
M
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